
- 1 -

令和７年第２回定例会（１２月議会）

教育公安委員会（分科会）

会 議 の 概 要
書記 山 崎 友 寛 録

招集年月日時 令和７年１１月２５日(火曜日)

予算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 教育公安委員会室

本定例会（１２月議会）における案件（委員会）

１ 議案第２２２号

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例案

２ 議案第２２３号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例等の一部を改正する条例案

３ 議案第２２４号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案

４ 議案第２６６号

工事請負変更契約の締結について

５ 議案第２６７号

調停の申立て及び訴えの提起について

６ 議案第２６８号

物損事故に係る和解について

７ 請願第１７号

ゆたかな学びの実現及び教職員定数改善並びに

義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、

２０２６年度政府予算に係る意見書採択について

８ 陳情第７号

脳神経関連権保護の条例制定について

９ 付託案件以外の所管事項

本定例会（１２月議会）における案件（分科会）

１ 議案第２００号

令和７年度秋田県一般会計補正予算（第５号）

（教育委員会及び警察本部の関係部門）

２ 議案第２６９号

令和７年度秋田県一般会計補正予算（第６号）

（教育委員会の関係部門）

令和７年１１月２５日（火曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員の指名

２ 審査日程

３ 議案第２２２号

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例案 （趣旨説明）

４ 議案第２２３号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例等の一部を改正する条例案

（趣旨説明）

５ 議案第２２４号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案 （趣旨説明）

６ 議案第２６６号

工事請負変更契約の締結について （趣旨説明）

７ 議案第２６７号

調停の申立て及び訴えの提起について

（趣旨説明）

８ 議案第２６８号

物損事故に係る和解について （趣旨説明）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 瓜 生 望

副委員長 高 橋 健

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 島 田 薫

委 員 渡 部 英 治

委 員 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事調査課 山 崎 友 寛

議会事務局議事調査課 小田嶋 研 斗

教育庁総務課 山 﨑 裕 介

警察本部警務部総務課 雪 松 亮

会 議 の 概 要

午前１０時４８分 開議

出席委員

委 員 長 瓜 生 望

副委員長 高 橋 健

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 島 田 薫

委 員 渡 部 英 治

委 員 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 鈴 木 雄 輝

教育次長 久 慈 隆 正

総務課長 高 橋 公 康
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警察本部長 小 林 稔

警務部長 北 條 隆

警務部総務課長 淡 路 大 臣

警務部参事官（兼）会計課長

鈴 木 昇

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。

第２回定例会１２月議会を通しての会議録署名員

には島田薫委員、小原正晃委員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします｡

審査日程案及び付託議案一覧表を御覧ください。

審査日程案について、御意見等ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、審査日程は、原案のとおりとすることに

決定されました。

なお、審査の進捗状況によっては、審査日程から

ずれることがありますので、あらかじめ御承知おき

ください。

次に、付託議案に関する部局長説明を行います。

議案第２２２号から議案第２２４号まで、及び、

議案第２６６号から議案第２６８号まで、以上６件

を一括議題とします。

警察本部長及び教育長の説明を求めます。

警察本部長

【部局関係説明書により説明】

教育長

【部局関係説明書により説明】

委員長

以上で、警察本部長及び教育長の説明は終了しま

した。

本日はこれをもって散会し、１２月４日木曜日、

午前１０時３０分から委員会を開き、教育委員会関

係の付託議案等の審査を行います。

散会します。

午前１０時５２分 散会
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令和７年１２月４日（木曜日）

本日の会議案件

１ 分科会会議録署名員の指名

２ 議案第２００号

令和７年度秋田県一般会計補正予算（第５号）

（教育委員会の関係部門） （趣旨説明・質疑）

３ 議案第２２２号

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

４ 議案第２２３号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例等の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

５ 議案第２２４号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

６ 議案第２６６号

工事請負変更契約の締結について

（趣旨説明・質疑）

７ 請願第１７号

ゆたかな学びの実現及び教職員定数改善並びに

義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、

２０２６年度政府予算に係る意見書採択について

（現況説明・質疑）

８ 教育委員会関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 瓜 生 望

副委員長（副会長） 高 橋 健

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 武 浩

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 渡 部 英 治

委 員（分科員） 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事調査課 山 崎 友 寛

議会事務局議事調査課 小田嶋 研 斗

教育庁総務課 山 﨑 裕 介

警察本部警務部総務課 雪 松 亮

会 議 の 概 要

午前１０時２７分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 瓜 生 望

副委員長（副会長） 高 橋 健

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 武 浩

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 渡 部 英 治

委 員（分科員） 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 鈴 木 雄 輝

教育次長 久 慈 隆 正

総務課長 高 橋 公 康

総務課施設整備室長 佐 藤 政 彦

教職員給与課長 伊岡森 亨

幼保推進課長 加 藤 千 晶

義務教育課長 伊 藤 悟

高校教育課長 古 屋 桃 香

高校教育課全国高等学校総合文化祭推

進室長 勝 又 貞 臣

特別支援教育課長 小 山 高 志

生涯学習課長 内 田 鉄 嗣

生涯学習課文化財保護室長

五十嵐 一 治

保健体育課長 野 中 仁 史

福利課長 冨士盛 亜 紀

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び予算特別委員会

教育公安分科会を開きます。

初めに、分科会会議録署名員を指名します。

第２回定例会１２月議会を通しての分科会会議録

署名員には、島田薫分科員、小原正晃分科員を指名

します。

次に、教育委員会関係の議案に関する審査を行い

ます。

議案第２２２号から議案第２２４号まで、及び、

議案第２６６号、以上４件を一括議題とします。

また、分科会では、議案第２００号のうち、教育

委員会に関係する部門について審査を行います。

関係課室長の説明を求めます。

総務課施設整備室長

【議案［７］、議案［９］及び提出資料により説

明】

教職員給与課長

【補正予算内容説明書、議案［９］及び提出資料

により説明】

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

【議案［７］及び提出資料により説明】

生涯学習課長

【議案［７］及び提出資料により説明】
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委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は、各課室一括して行います。

鶴田有司委員（分科員）

高校の総合文化祭について伺いたいと思います。

大変なイベントだと思いますが、誘致にこぎ着けて

いただいて本当に良かったと思っています。資料の

２１ページの企画提案競技等参加者公募で、企画提

案をもらうと思いますが、これは内容どんな……。

先ほどの説明、よく分からなかったので、お願いし

ます。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

企画提案競技に参加していただく企業等ですが、

総合開会式やパレードの音響、あとは仮設、そうし

たものを一括して行っていただく業者、あるいは

（４）のシャトルバスの輸送事業、こうしたところ

に御協力いただける企業を参加対象としております。

鶴田有司委員（分科員）

そうすると、企画提案する業者は、それなりの専

門的に行っておられる方々だと思いますが、全体を

一括でどこかにお願いする形ですか、それとも、

「この部門はここ、この部門はここ」のような形に

なるのですか。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１０時５８分 休憩

午前１０時５８分 再開

委員長（会長）

再開します。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

４つの事業に対して、それぞれの企画提案の形に

なります。

鶴田有司委員（分科員）

そうすると、総合的にそれを取りまとめる、それ

ぞれの部署にお願いすると思いますが やはりス

ムーズな進行、運営が求められると思うのです、普

通の事業と違うと思いますから。それは室長が取り

まとめる……。違いますか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

事務局が我々推進室になりますが、まず実行委員

会全体での形になります。

鶴田有司委員（分科員）

実行委員長は誰、そうすると室長。いや、別にい

いのですよ。自信を持って行ってください。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

実行委員会の会長は教育長になります。

鶴田有司委員（分科員）

そうすると、実際にそれを取りまとめるのは、教

育長がまさか陣頭指揮するとは思わないので、あな

たがやるのですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

陣頭指揮は、私、事務局長であると捉えておりま

す。

鶴田有司委員（分科員）

是非ともしっかりお願いしたいと思います。ここ

に過去の開催状況として、参加生徒数や観覧者数が

ありますが、その辺の予想というか、参加生徒数は

大体具体的にこのぐらいと、恐らく出てくると思い

ますが、観覧者数も含めて、大体どのぐらいを予想

していますか。それはこれからですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

参加生徒数はおおむね２万人程度、観覧者数はお

おむね１０万人程度を見込んでおります。

鶴田有司委員（分科員）

多いにこしたことはないと思いますし、せっかく

の機会ですから、多くの方に秋田にきていただきた

い、地元の方にもしっかりとこうしたものに積極的

に参加していただいてということですが、こう見る

と、今の２万人、１０万人という数字は、過去の数

字をかなり上回る数字になっておりますが、その辺

は大丈夫ですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

先催県で比較した場合、例えばコロナ前である令

和元年度の佐賀県の観覧者数が９万人なっておりま

す。また、コロナ明けになりますが、令和５年度の

鹿児島も９万人となっており、できればそうしたと

ころを目指して、これからＰＲ活動も頑張ってまい

りたいと考えております。

鶴田有司委員（分科員）

令和６年や令和７年は、その後になるわけで、大

体コロナも落ち着き払ってきた気がしますが、この

辺、恐らく何らかの形で力が入っていなかったのか、

少なかったのではないかと思いますが、何か反省材

料はあるのですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

他県のことですが、例えば令和６年度の岐阜県は

国民文化祭とセットといいますか、同時開催 時

期はずれますが、併せて開催されていたことが一つ

要因として考えられることと、同じく今年度の香川

県については、瀬戸内国際芸術祭が同時期に開催し

ており、そうしたところで集客面で若干、分散があ

ったと考えております。

鶴田有司委員（分科員）

その辺、秋田県の場合はそこまで これに集中

できるだろうと思いますが、人数が多ければ多いほ

ど、しっかりとした企画立案と準備は大事だと思い
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ますので、その辺も是非、よろしくお願いします。

それから、私は実際にこれを見たことがなく、分

からないので教えてもらいたいのですが、大会形式、

例えば表彰制度などもあるのですか、特にすばらし

いものは。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

部門によっては順位が付いたり、点数を競ったり

するものもあります。

鶴田有司委員（分科員）

そうすると、それは例年、ある程度の基準がある

わけですか。例えばスポーツ大会だと、具体的に１

位、２位などは分かりやすいわけですが、部門によ

ってというと、例えば絵画の出来栄え、演奏会もあ

るようですから、その出来栄えなどは当然あると思

いますが、そうした中で順位が競われるのですね。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

実際に審査が行われる部門としては、演劇、日本

音楽、郷土芸能、この３つの部門で審査が行われ、

優秀な団体には８月に東京で行われる優秀校公演に

出演する流れになります。ほかに順位が付くものは、

例えば囲碁、将棋、百人一首かるたなど これら

は競技ですので、トーナメント形式で順位が付く形

になります。

逆に、例えば合唱や吹奏楽部門、そうした音楽系

の団体は、各都道府県から推薦された団体の発表会

といった形で、あまり順位は付かない形になってお

ります。

鶴田有司委員（分科員）

これは、準備段階からなので、今のこの予算案で

出てきていると思いますが、内容について、また何

らかの機会でより具体的なものはあると思いますが、

教えていただければと思いますし、くれぐれも事故

や、それからいろいろ経験をされておられるだろう

と思いますが、不備な点が極力ないように、是非と

も、準備もしっかりと進めてください。

高橋健委員（分科員）

今、鶴田委員からお話あったとおりだと思います

が、少し気になるのが目標数値 参加人数が２万

人、観覧者数が１０万人となると相当規模の大きい

催物と思います。これは単純に不思議というか、心

配なのが、宿泊先 子供たち、生徒だけでなく、

関係する学校の教職員、保護者となると相当な数に

なると思いますが、その辺は多分、県教委だけでは

なく、ほかの部署、事業所とのつながりも出てくる

と思いますし、債務負担行為の１億３,８００万円が

部門によって４つに分けられている、この予算配分

の中で請け負う事業所、会社があると思います。そ

の方たちとの密な連絡を取っていかないと、現場の

混乱は相当あると思うのです。この辺、心配になっ

たのですが、対応はどうなっていますか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

宿泊業務については、昨年度、企画提案競技を行

い、旅行会社の共同体に落札しております。よって、

これから募集になりますが、宿泊体制は企業と連携

を取りながら万全の体制で臨みたいと考えておりま

す。

高橋健委員（分科員）

是非、多分ですが、一生に一度の子供たちの思い

出となる大きな事業だと思いますし、秋田県を挙げ

ての事業の一つだと思いますので、現場の混乱がな

いよう、それこそ先ほど鶴田先生もおっしゃってい

ましたが、事故、けが等ないように、いい会にして

いただきたいと思います。

髙橋武浩委員（分科員）

今回、シャトルバスの輸送事業で５,０００万円ほ

ど計上されています。先ほど鶴田委員の質問で、参

加者数２万人、観覧者数１０万人と、かなり大きな

規模になっていますが、このシャトルバスの輸送計

画といいますか、今回、計上されている金額でバス

の確保や各会場間の輸送計画は、しっかり計画され

ていると思いますが、その辺は十分検討されたもの

か、内容をお知らせいただければと思います。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

それぞれ県内各市で開催されるため、各部門で必

要な台数を算出してもらって、それを基に計算して

おります。

髙橋武浩委員（分科員）

これから詳細はしっかり検討すると思いますが、

期間中、例えば秋田市内で、一般の交通に渋滞が起

きるなど、そうした対策も当然、この計画には入っ

ていると思いますが、その辺どうでしょうか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

具体的な対策は、これからとなりますが、関係機

関と連携しながら、そうした渋滞など県民の皆様に

御迷惑がかかることのない体制を取ってまいりたい

と考えております。

髙橋武浩委員（分科員）

あわせて、総合開会式、皇族が御臨席される計画

になっているようです。この後、関係機関としっか

り取り組むと思いますが、その辺、今の段階での計

画というか、連絡調整等は取られているのですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

県の秘書課と連携を取り、お成りの事務局を設置

して、我々もそこに入り、秘書課、県警本部とも連

携を取りながら万全の体制を取っていくように考え

ております。

髙橋武浩委員（分科員）

しっかり行ってもらえればと思います。

渡部英治委員（分科員）

私も関連して、資料２２ページ、先ほどから鶴田
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委員はじめ、皆さんから出ていますが、秋田県が昭

和５６年以来２回目、つまり４４年前、ここにいる

方は私も含めて体験していません。先回の開催状況

は記録にあると思います。そうした部分と今回、生

徒数から環境から、全く状況が違っていると思いま

す。しかし、秋田で開催するということで、秋田の

目指すものは、私はそんなに違いがないと思います。

そうしたことをどのように生かすかは、特別考えて

いないのですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

御質問いただきましたとおり、前回の昭和５６年

に比べますと、開催部門の数も増えており、当時よ

りは参加者数、観覧者数も多くなる現状です。ただ、

前回の昭和５６年も、パレードは広小路で実施して

おり、当時関わった方々にも思い出していただける

ような、さらにあのときよりも盛り上がっている形

で、いい大会になるように準備は進めていきたいと

考えております。

渡部英治委員（分科員）

当時と生徒数も違うと思いますが、参加生徒数や

観覧者数は記録に残っていますか。なければ別の質

問している間に……。後で答えてもらいます。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１１時１２分 休憩

午前１１時１２分 再開

委員長（会長）

再開します。

渡部英治委員（分科員）

別の質問ですが、先ほどスケジュール、来年の４

月から、教育長を実行委員長として、相当力を入れ

て取り組んでいくと思います。実行委員会もそうで

すし、先ほどの安全面など、いろいろなことがあり

ますが、私は、いかにこの４４年ぶりの秋田開催、

県民の機運を高める工夫を 今から当然考えてい

ると思いますが、そうした機運を高めるＰＲ活動は

事務局で当然考えていると思いますが、どのような

方針を持って行っていくのですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

ＰＲ活動として、直近では県内各地にカウントダ

ウンボードを設置しております。この後、秋田市内

でも除幕式も含めて行っていきたいと考えておりま

す。また、県内のいろいろなイベントや会議の際に、

我々で出向いてチラシの配布や、あるいは状況が許

せばマスコットキャラクターも一緒に行って呼びか

けをしており、そうした取組をさらに充実させてい

きたいと考えております。

渡部英治委員（分科員）

いずれ、大きいイベント、行事等は、必ずしもプ

レ大会をやるかやらないかは別にしても、機運を高

めるためにいろいろなことを準備していると思いま

す。

２３ページの開催会場や実施日程 県内全部、

秋田市を中心として、それぞれの市で分散して行っ

ていくとなると、温度差のないように、全体であき

た総文が実施されるよう、県民全体で持っていくこ

とは、ある程度、大事なことではないかと思います。

それぞれの会場の連係プレーは当然、実行委員会が

中心になって進めていくと思いますが、その辺は今、

どのような。もし分かったら。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

実行委員会には、県内８つの開催市の市長、それ

から市の教育委員会にも入ってもらっており、一体

感を持って取り組んでいきたいと考えておりますし、

また、我々からも各市にお願いして、それぞれの市

でのＰＲ活動もお願いしたいと考えております。

渡部英治委員（分科員）

私も今までの委員と同じように、事故なく有意義

で大成功で開催することを祈念しながら、先ほどの

件は分かった時点で後で教えてください。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

先ほど御質問いただきました、昭和５６年当時の

数字ですが、数字としては残っておりません。

小原正晃委員（分科員）

先日プレ大会に行かせていただきました。すばら

しい大会で、本当に期待しています。来年も……。

ただ、先ほどからＰＲの話がありますが、こうし

た関係者、子供たちの頑張りに加えて、まだまだ県

民の全体的な盛り上がりが これからＰＲすると

聞きましたが、足りないように思います。今、考え

ている参加者が２万人、観覧者１０万人以上になる

ように取組を進めるとのことで、もっともっと、あ

ふれて困るくらいに盛り上げてほしいと思います。

やはり今、県内の事業者を見れば、クマや景気低迷

で非常に観光事業者含めて苦しいと言っている中で、

物すごい光になる話ではないですか、こうした国を

挙げてのイベントが秋田で開催されることは。教育

庁だけでなく、市町村との連携や、他部局 産観

の文化振興ビジョンなど今、出てきていますが、そ

うしたところとの関わりや、自分たちだけで行うの

でなく、もっと発信の強化、民間の放送局やメディ

ア……。ＳＮＳも私はフォローしていますが、イン

スタグラムも８００人台で、１０万人集める大会だ

とすると、まだ足りないように思います。こうした

発信の強化は、先ほども頑張るとの話でしたが、具

体的な横との連携は、どういったことを考えられま

すか。
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高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

県庁内の横の連携については、実行委員会に部局

の広報広聴課や、観光文化スポーツ部にも加わって

いただいており、そうした専門の立場からの指導、

助言をもらいながら、さらに発信力を強化していき

たいと考えております。

小原正晃委員（分科員）

例えば観覧者１０万人、参加者２万人だとすれば、

経済波及効果はどのくらいになると想定されますか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

これも先催県の例ですが、例えば令和元年度の佐

賀や令和５年度の鹿児島、いずれも約２０億円の経

済効果との数字が出ております。

小原正晃委員（分科員）

すごい数字ですね。だとすれば来年、秋田もとて

も楽しみな取組になるのですね。２０億円以上上げ

られる経済効果なんて、近年、なかなか聞いたこと

がないと思います。是非とも県民の皆さんにも

観光事業者だけではなく、県民全体で盛り上げる機

運を高めてもらいたいし、２０億円という、物すご

い波及効果があるならば、実施する市町村はかなり

ありがたい取組ですよね。であれば、やはり市町村

にももっと頑張ってもらって、サポートしてもらえ

るような 連携、連携と言いますが、やっぱりこ

ちらだけでなく、あちらもすごくメリットがあるこ

とを一つ一つお知らせして、例えば、このように

２０億円も波及効果があることが、その市の議会で

取り上げられれば、また取組が進むかもしれないで

すし、各々のところでもう一踏ん張りしてもらえる

発信や、取組、連携してもらいたいと思いますが、

そこはどうですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

委員御指摘のとおり、経済効果の面も含め、もっ

ともっと県全体で盛り上げていけるように我々から

も情報発信に努めていきたいと思っております。

小原正晃委員（分科員）

先ほど鶴田委員からもありましたが、開会式の話

で一つ。これ、県内の事業者ということでいいので

すよね、もし行うとすれば。県外ではなくて、県内

の事業者がこの総文祭の開会式の準備や運送など。

４つに分けてとの話ありましたよね。

委員長（会長）

委託先。

小原正晃委員（分科員）

委託先。

委員長（会長）

県内事業者か。

小原正晃委員（分科員）

県内事業者か確認させてください。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

これについては、企画提案競技を受けての話にな

るため、今の時点で県内外を明確にお答えすること

は、差し控えさせていただきたいと思います。

小原正晃委員（分科員）

常々言わせていただいていますが、やはりこうし

た機会であれば、県内の事業者を育てる意味でも、

県内事業者にしっかり波及効果がある仕組みにして

もらいたい。これを全国規模の大手の代理店で全部

行うのではなく、しっかり地元の人たちで回して、

逆にそれでノウハウも付けて、ほかのイベントや行

事にも対応できる体制を 人数が少なければ仕方

ないところもあるかもしれませんが、できるだけノ

ウハウとお金を地元に落としていただきたいと思い

ますが、いかがですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

御指摘いただきました点も含めて、これから検討

してまいりたいと思います。

小原正晃委員（分科員）

あともう一つ、大曲高校書道部、今月、全国１位

になりましたよね。こうしたことでも物すごい快挙

だと思います。是非とも総文祭でも プレ開催も

ありましたが、いろいろこうした全国屈指のものが

秋田にあって、それを是非、県民の皆さんに楽しん

でもらったり、こうしたものがあることの柱になる

と思います。こうした頑張っている子供たちを発信

してもらって、この企画を盛り上げていただきたい

と思いますが、そこはどうですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

御指摘いただきましたとおり、例えば大曲高校の

書道部や横手城南高校の華道部も、この前、全国大

会で活躍してまいりました。あと、近いところでは、

吹奏楽が今年、秋田からは２４年ぶりに２団体が全

国大会など、県内の文化部は今、非常に頑張ってい

ますので、そういった頑張りを、この総文祭を通し

て県民の皆様にも広く周知してまいりたいと考えて

おります。

小原正晃委員（分科員）

吹奏楽部の保護者からも言われていました。「非

常に頑張って、全国でも、なかなか近年秋田でない

くらいの活躍になっているのに、あまりメディアに

も取り上げてもらっていない」とのことで、親から

すると残念で、あなたからも言ってくださいとの話

がありました。なかなか過去の事例と併せて取り上

げられないこともありますが、こうしたときなら、

大手を振って言えると思うのです。秋田の子供たち

がこんなに全国で活躍して、すばらしいものを行っ

ているのであれば、また今後の高校入学、公立高校

にも影響出てくると思いますし、今回を機に、いろ

いろなものが向上できると思います。よって、是非

とも室長には、もう一踏ん張りしていただいて、県
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民全体で盛り上げて、楽しく、良かったなと思って

もらえる大会にしてもらうことを強くお願いして、

意気込みを教育長から。

教育長

実行委員長ということで。随分前から秋田県も準

備してきて、先ほど渡部委員からあったように、昔

の資料が、なかなかないため、私ももう既に東京、

岐阜、香川には視察に行って、３県ほどのものを見

てきていますが、物すごい大会だと思っています。

大人が行うのと違って、高校生が行うのは非常に夢

があるし、若々しいエネルギーが……。さらに秋田

県も今、すごいですが、全国のトップが集まるため、

それを地元で見られることは 例えば演劇、書道、

写真など、いろいろな部門があるため、本当に楽し

みだろうし、秋田県の人にもどんどん見てもらいた

いと思っています。

あともう一つ、我々が中心に行っているようです

が、これは高文連 秋田南高校に事務局がありま

すが、高文連が大きな中心となって、さらに２２部

門が全部、学校に振られて行っています 中心に

なっている学校ですね。そういう意味で、県内の高

校が一体となって進めているもので、我々は事務局

をサポートしており、そういう意味で、我々の事業

というよりは、我々プラス全県の高校併せてこれを

成功させていこうという、そうした大きな事業です

ので、是非、ＰＲをもっとしながら、県内、全国か

ら集まってきてもらい、この大会を成功させて

もう８か月切っていますので、頑張っていきたいと

思っています。

島田薫委員（分科員）

開催期間ですが、７月２６日から８月１日で、暑

い盛りだと思います。スケジュールを見ると、パレ

ードは当然屋外だと思いますが、それ以外はほとん

ど屋内になると思います。この辺の暑さ対策、熱中

症対策はどのようにされていますか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

御指摘のとおり、７月末の大変暑い時期ですが、

これは全国高文連の開催規定で、この期間と定めて

いるため、この期間は動かせないものです。ただ、

先催県や岐阜、香川 特に岐阜県は非常に暑い県

ですが、熱中症対策は万全の対策を取られており、

熱中症で救急搬送された事例は聞いておりません。

香川も同様でしたので、そうした先催県の取組を参

考にしながら、秋田でも万全の熱中症対策を取って

まいりたいと考えております。

島田薫委員（分科員）

高校生は若くて元気だろうとは思いますが、観覧

者 例えばパレードの観覧者には高齢の方もいら

っしゃると思います。特に猛暑が年々ひどくなって

いる状況ですので、是非、そういうところも含めて

万全に進めていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

会場のほか、パレードのときも救護所を設置し、

ドクターに付いてもらって、もしものときは対応で

きるようにしてまいりたいと考えております。

鶴田有司委員（分科員）

先ほど、機運の醸成も非常に重要 今から行っ

ていくわけですが、高校生の祭典で、全部の高校、

全生徒が関われるかどうかは、なかなか難しいと思

いますが、できるだけ何らかの形で……。あまり目

立つ存在でなくても、何らかの形で関われる工夫も

行っていただくと、せっかくこのような大きな大会

が秋田県に来て、自分も面白い経験をさせてもらっ

たとか、そういうのもあると思います。それから、

他県からもいろいろな方々が来るわけですから、そ

うした交流の機会も、できるだけ作ってもらえれば

いいかと。そうすると、さらに父兄の方々も通じて、

広がりが出てくるのではないかと思うため、その辺

の工夫も是非ともお願いします。

実は、私は立場上、国民スポーツ大会に 当時、

は国体でしたが、何か所か行きました。秋田わか杉

国体のときは、私は役員ではありませんでしたが、

非常に秋田県、盛り上がった印象があります。しか

し最近は、県によっても違うでしょうが、タクシー

に乗ってさえも「何かありましたか」みたいなこと

が時々あるのです。「そういえば何か運動着を着た

人が歩いているな」ということがあるので、できる

限り、せっかくの機会ですから、ＰＲも必要ですし、

先ほど大曲高校のことを新聞に載せてくれとの話も

出ましたが、記事にしていただけるぐらいの何か工

夫も必要だと思いますし、先ほど私が冒頭申し上げ

たように、できる限りの多くの子供さんが何らかの

形で参加できるような工夫も、是非ともお願いしま

す。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

高校生の参加については、実際に出演、出場する

生徒のほかに、大会の運営スタッフの形で県内全て

の高校に動員をお願いしております。今、開催して

いるプレ大会のときから既に来年度のリハーサルを

兼ねて大会運営に当たってもらっており、是非、今

回のプレ大会と、そして来年の夏に向かっていく中

で、自分も参加している意識を高めてもらいたいと

考えております。

鶴田有司委員（分科員）

是非、お願いします。

小原正晃委員（分科員）

要望を付け加えたいと思いますが、今、インスタ

グラムのアカウントの話をさせてもらいました、

８００件ぐらい。先ほどの鶴田委員の、高校生みん
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な参加した気持ちになってもらいたい、参加しても

らいたいと、僕もそう思います。インスタグラムの

アカウントを押すぐらいと言えばあれですが、県庁

や教育庁の皆さん、学校関係者、子供たちやその親

など、それだけで１万人ぐらいにはなるのではない

かと、単純に思います。そうすれば、多ければ多い

ほど、またさらに拡大していくのが今のＡＩの仕組

みではないですか。やはり盛り上げるためにも、こ

こにいらっしゃる皆さんや学校関係者、最低でも県

庁の皆さん、予算あったり、関わっている人ぐらい

なら「いいね！」を押したり、盛り上げてもらえる

努力はしてもらいたいと思います。８００だと、や

はり足りないと思います。関係者なら、こうしたも

のを押すだけでもＰＲの向上につながると思うので、

そういった意識を持って、目指せ１万人とか１０万

人とか、何か付けながら機運を高めてもらうことは

できませんか。お金が掛かることではないと思いま

す。予算どうのこうのでなく、みんなでやろうとい

う、「いいね！」１０万人、秋田初、全国初ですよ。

そういうものを行いませんか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

インスタグラム、それからホームページもありま

すので、そういったところをもっともっと幅広い人

が見たいなと思ってもらえるものにしていきたいと

考えております。

あとは、具体的な数値設定も含めて引き続き検討

してまいりたいと思います。

教育長

すばらしいアイデアだと……。やります。

高橋健委員（分科員）

今、教育長、室長からも力強いお言葉を頂きまし

たが、気になるのが盛り上がりに関してですが、こ

れは全国高等学校の総合文化祭であり、高校生が主

役なのは十分に承知しました。その先輩の姿を見る、

義務教育を受けている小学生、中学生の関わりはど

うなっていますか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

基本的には、出演、出場、それから運営に当たる

のも高校生が中心となるため、小学生、中学生が直

接関わる場面は少ないかと思いますが、高校生が頑

張っている姿を見て、例えば「自分も高校に進んだ

らこうした文化部で頑張ってみよう」、「高校生の

先輩たちがこうやって運営スタッフで頑張っていた

ので、自分もボランティアを頑張ってみよう」など、

そのような動機付けになればいいと考えております。

高橋健委員（分科員）

確かにそのとおりだと思いますし、まさに先輩た

ちの後ろ姿はこの７月に見せてくるのだろうと期待

も込めて思っていますが、せっかくなので小学校、

中学校の子供たちにもアピールいただければ、まさ

にこれから彼らが高校進学のときの、選択肢を決定

する何かにつながるのではないかとの思いもありま

すし、例えば、その作品を見て私はこの学校に行き

たいとか、そういった思いを受ける子供たちもいる

と思うので、そのつながり、今回の文化祭を契機に、

高校と小学生、中学生とのつながりを深めていただ

ける、きっかけ作りになるような仕組みを作ってい

ただければ……。

先ほど小原委員もすばらしいことを言ってくれま

した。子供たちもできますし 携帯電話を持って

いる、持っていないは別ですが、学校でも、例えば

玄関ポスターを貼るなど、こうした大会がこの地区

ではあると、子供たちに知らせていただきたいと思

いますが、どうお考えですか。

高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室長

小中学校へのアピールについては今までも取り組

んできておりますが、この後、義務教育課とも相談

しながら、何ができるかをさらに考えてまいりたい

と思います。

また、この場をお借りして、１２月２４日、平日

ですが、ミルハスにおいて吹奏楽部門のプレ大会が

行われますが、そこに併せて２００日前イベントも

実施しますので、もしお時間がありましたら足をお

運びいただければと思います。後ほどチラシ等、御

案内を差し上げたいと思いますので、よろしくお願

いします。

義務教育課長

今、勝又室長からお話もありましたが、子供たち

の将来の進路選択にもつながるような、そうした意

識を育てていくこと、それから今、中学校３年生の

生徒にとっては、来年度、自分がその舞台に立つ可

能性もあるため、事前にそうした情報が入ってくる

ことはとても意味があると思いますので、この後、

連携して対応していけるようにしていきたいと思い

ます。

島田薫委員（分科員）

栗田支援学校整備事業について伺います。先ほど

説明がありましたが、工事自体は１年半ぐらいだと

思いますが、その前に賃貸借期間として、前に７か

月ほど、そして後に８か月ほどありますよね。これ

は、先ほど簡単に御説明がありましたが、具体的に

どのようなことを想定されているのか教えてくださ

い。

総務課施設整備室長

賃貸借で仮設校舎を建てますが、今の想定では、

年明けから業者を決めるための公募を行います。そ

して、３月以降に契約を予定をしておりますが、そ

こから具体的な建物の設計、仮設 いわゆるプレ

ハブのような校舎を建てる期間が必要ですので、そ

の期間を経て、入居ができる状態になってから、い
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ったん部屋を移っていただき工事に入っていくと。

それから、終了した段階では、終わった後にまた元

の校舎に戻っていただき、その後、解体撤去があり

ます。その期間を取るため、前後に期間を取ってお

ります。

島田薫委員（分科員）

そうしますと、後については、解体撤去が約８か

月くらいかかるとの認識でよろしいのですか。

総務課施設整備室長

御提示した資料の３ページにスケジュールが書い

てあり、工事は３月までにできるのですが、４月、

５月の移転は学校の行事の関係で難しいため、実際

には工事完了してから二、三か月の期間を経て、プ

レハブから転出します。それから約４か月、５か月

が解体期間になります。

島田薫委員（分科員）

この賃貸借は、やはり長ければ長いほど費用も掛

かり増しになると考えますが、そこが非常に……。

そういう事情があるのであれば、それはそれで分か

りますが、無駄のないようにお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

総務課施設整備室長

今、申しました移転期間を含めて最短の期間で計

画をしておりますので、これで進めさせていただき

たいと考えております。

高橋健委員（分科員）

関連で一つお聞きしたいことがあります。予算と

工期といいますか、お金も大事ですが、ここを利用

する子供たちのことで心配なのは、仮設校舎に移っ

て授業を受けて、日々の学校生活を送ると思います

が、支援学校に通う子供たちは、やはり環境が変わ

ると非常に敏感に対応してくるといいますか、例え

ば工事の音もそうですが、非常に敏感な児童がいる

と思っております。そこへのケアや現場の対応策な

どありましたらお知らせいただきたいですが、何か

ありますか。

総務課施設整備室長

今回の仮設校舎を設置することに関しては、これ

まで県立学校の改修工事において、仮設の教室を造

る例は、ほとんどありませんでした。ただ、今、御

指摘がありましたように、特別支援学校の生徒、し

かも小学部の校舎ということもあり、工事をしてい

る校舎で生活することは非常に困難であるため、当

初の計画から仮設の建物を建てて、そちらで工事の

音をできるだけ低減する措置を取りながら行ってい

かないといけないことを前提に考えております。

おっしゃられましたように、環境が変わればとは

確かに懸念材料ではありますが、工事現場での生活

と比較した場合のことを大前提に考えて今回、この

計画を進めていきたいと考えております。

特別支援教育課長

現在、対象となる小学部児童が、年が変わると若

干、増減しますが、約８０名、小学部の職員が４２

名おります。委員おっしゃるとおり、心配されるの

が聴覚に過敏のある児童への対応ですが、現在もイ

ヤマフというヘッドホンタイプのもので雑音を軽減

させる配慮を、現段階から先生方が個別に対応する

ことを計画しております。その中でも、移動したと

き環境に適応するのに時間がかかる場合は、丁寧に

実態を見て個別に合った対応をしていくように指導

していきたいと思います。

高橋健委員（分科員）

それを聞いて、すごく安心しました。支援学校に

通う子供たちも、事前にきっちり丁寧にお伝えすれ

ば子供たちも分かってくれますし、協力してくれる

ところも多々あると思います。それと負担が、現場

の先生、あとは保護者も 子供のストレスが直接

保護者にもニアリーイコールぐらいの負担がかかる

と思います。よって、その辺も踏まえて……。正直、

建物も確かに大事な事業ですが、本当はここが一番

大事ではないかと感じているため、是非、子供ファ

ーストでこの事業を進めていただきたいと思います。

渡部英治委員（分科員）

生涯学習課長に伺いますが、２４ページの美術品

取得事業について確認したいと思います。

今回、種別が日本画３点ですが、これは、ここに

書いているとおり、美術品収集委員会で内容を確認

して決めているとのことでよろしいですか。

生涯学習課長

そのとおりです。

渡部英治委員（分科員）

かつて、収集に当たって、大分前の委員会のとき

もいろいろ、この選定が……。今回、日本画ですが、

近代美術館 それぞれ美術館に来場する方のいろ

いろな要望も参考にしていると思いますし、決して

偏っているとは言いませんが、いろいろなジャンル

からそうしたものを選んでもいいのではないかとい

う気もします。やはりこの辺の金額や、同じ画家で

もいろいろな分野があるなど、そうしたことを総合

的に勘案して決めていると理解してよろしいですか。

生涯学習課長

購入する作品については、やはり購入をしていた

だけるかの部分でタイミングがあり、所蔵していて

も、まだ自分で所有をして売らない方も当然いらっ

しゃいますし、世の中に出てこない作品もあると思

います。そうしたことで、なかなか計画的に作品を

購入するのは難しい状況で、今回も、所有者が売っ

ていただけるもの、あとは東京の古書店からの購入

も１点ありますが、やはりそうした作品が出てきた

とお話を頂いた上で購入を検討するということで…
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…。そういう作品について収集委員会を開催した上

で購入を審査、評価していただいたところです。

渡部英治委員（分科員）

もう一点、作家についてこだわっている部分

県出身などの部分は、基本にあるわけですか。

生涯学習課長

収集方針が基金管理運営要綱で定まっており、秋

田蘭画や、初期の洋風画、本県ゆかりの作家による

作品、国内外の美術の潮流を代表する作品などの基

準があります。それにのっとって作品を選んでおり、

今回に関しては３画家の作品が、売っていただける

との話があったため、購入することになった次第で

す。

渡部英治委員（分科員）

これは基金から取り崩しているわけですが、例え

ば一回に買う場合の上限、大体そういったものは決

めているのか。全部、金額違いますよね。いいもの

を欲しいと思っていますが、その辺はある程度、基

金の状況を見るなど、そうした、一定の考え方を持

っているのか。いいなと思ったら、例えば１,０００

万円でも必要だとなると……。かつてはそうしたも

のもあったはずですが、その辺はどうですか。

生涯学習課長

金額の上限は決めてはおりませんが、基金の残高

というか、金額があり、これが今、５億円強の金額

です。作品については、購入の可能性がある作品の

リストを作成しており、例えば秋田蘭画で重要文化

財に指定されているものであれば１億円など、その

ような高額なものも可能性としてはあるため、上限

の設定は難しいと考えております。

渡部英治委員（分科員）

最後に、基金の在り方ですが、今の５億円は

先ほど１億円との話も出ましたが、いろいろな事情

があると思いますが、もう少し殖やすなどの考え方

はないですか。

生涯学習課長

今のところ５億円強の基金残高があるため、殖や

す予定は考えておりません。

渡部英治委員（分科員）

今のところとのことですから、先ほど言った、す

ばらしい高価なものなども出てくると思いますので、

その辺はこれからきちんと……。必ずしも、常に多

く残しておかなければ駄目なのではなく、必要なも

のがあったら柔軟に対応してほしいと思います。

髙橋武浩委員（分科員）

先ほど課長の説明で、今回取得した作品に関して

は、購入できるタイミングで委員会で決定されたと

のことですが、この後 それこそ今、５億円ほど

ありますが、将来的な運用の仕方として、例えば重

要文化財のような数億円する作品を購入する、ある

いは今回みたいにコンスタントに行っていく、何か

そういった運用方針というか、ビジョンはあります

か。

生涯学習課長

基金の運用等は、財政課や会計課と協議しながら

検討しており、現在、大口定期３億円強と、あとは

債券として２億円、併用した形で運用しております。

実際のところ、ある程度のリストがあり、最低限こ

のくらいあればタイミングが来たときに購入できる

かということで、２億円は利率等がいい債券で運用

をしております。

髙橋武浩委員（分科員）

委員会に情報が入った時点でだと思いますが、次

回はこういう作品が欲しいとか、ある程度、候補は

絞られているというか、候補として出ている作品な

どはあるでしょうか。

生涯学習課長

候補としては、ある程度、リスト化といいますか、

欲しいものについてはリスト化しており、そこは、

またタイミングがあるため、なかなかこうした場で

お示しする形にはなっておりませんが、必要があれ

ば、代表的なものについては随時お知らせさせてい

ただければと思っております。

髙橋武浩委員（分科員）

今回取得した３点ですが、明治あるいは昭和初期

とのことで、非常に制作年数が古いですが、これを

適切に保管するとなると、それなりの修繕など、環

境が整わないと、なかなか維持管理できないと思い

ますが、今回取得する予算とは別に、維持していく

ための予算、費用は掛からないのか、掛かるとすれ

ばどれぐらい見込んでいるのか教えていただければ

と思います。

生涯学習課長

今回取得するものだけではなく、美術品はたくさ

ん所蔵しており、そこに関しては当然、品質管理が

必要なものも含まれているため、エアコンなど、カ

ビたりしないような対応をしていかないといけませ

ん。ほかの作品も同様のため、美術館の運営費等で

毎年度対応しております。

髙橋武浩委員（分科員）

今回の目的に「調査研究に活用する」とあります

が、これは具体的にどのようなことを指すのか、ど

のような形で県民に還元されるのか、内容をお知ら

せいただきたいと思います。

生涯学習課長

今回の作品でいくと、例えば福田豊四郎や平福穂

庵、近代美術館でほかにも作品を持っております。

そうした作品を研究することによって、基礎資料を

作成し、それを例えば常設展や企画展で展示したり、

あとはセカンドスクール的利用であったり、美術館
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講座といった教育普及事業にも活用できます。そう

した点のほか、今回、１６０周年で寺崎廣業の展覧

会を令和８年度予定しており債務負担行為を設定し

ましたが、そのような周年事業など、様々な面で活

用を考えております。

委員長（会長）

それでは、審査の途中ですが、昼食のため休憩し

ます。再開は午後１時３０分とします。

午前１１時５６分 休憩

午後 １時２８分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、教育委員会関係の議案に関す

る質疑を行います。

小原正晃委員（分科員）

先ほどの関連で、美術品取得について渡部委員か

らお話ありましたが、私も何点かお聞きしたいと思

います。

このような美術品の取得は、資産やお金に関わる

ことなので、もしかすれば事前の、このような話を

している情報でも、前もって買って値段をつり上げ

るなどのことがないとは言えないというか、もしか

すれば、なかなか話せないこともあるかと思うため、

話せる範囲で聞きたいと思います。午前中、東京の

書店から購入との話が出ていましたが、今回の美術

品はどのような情報網、ルートで、どこから買う形

になりますか。

生涯学習課長

具体的な企業名や個人名は、なかなかこの場での

お答えは難しいかと思いますが、今回、３作品のう

ち２作品は、本県に関係ある個人の方から購入する

予定です。もう一つは、美術品を扱う東京の古書店

から購入します。

小原正晃委員（分科員）

先ほども話が出ましたが、教育に活用できるため、

秋田の作品を優先的にとの話だったと思いますが、

この美術品収集委員会の優先順位は、まず秋田の作

品が最初で、ではその次のステップというか、どの

ような美術品を集めていくことになりますか。その

辺りの順番などを教えてもらえれば。

生涯学習課長

午前中にお答えした内容と重なる可能性はありま

すが、収集方針で秋田蘭画や初期の洋風画とあると

おり、秋田にゆかりがあって重要だと思われるとこ

ろが、まず一つ挙がっています。次が、本県ゆかり

の作家による作品で、秋田蘭画は数が少ないと思い

ますので、秋田にゆかりがあって、価値のあるもの

は、最優先で収集していく考え方が収集方針にある

だろうと。その次としては、本県にゆかりのある、

そうした作家の貴重な作品、資料を収集していって、

それを活用していくこと 近代美術館は秋田県内

のそうした美術品、ゆかりのある作品等を収集して、

それを展示または教育活動等に反映、教育普及事業

等に活用していくことが施設の目的等にもなってい

ますので、そうした目的に合致した形で作品も収集

していくべきと考えております。

小原正晃委員（分科員）

真贋は、誰がどのように鑑定するのですか。

生涯学習課長

収集委員会は、県または市町村の美術館等で学芸

員をされていた、または学芸員で館長等をされてい

た専門家の方に委員をお願いしております。作品に

よって得意、不得意がありますので、作品によって

収集委員で選定をしております。

また、その前段として、評価額、価格が適正かど

うかがありますので、収集委員会の専門家以外にも、

専門の鑑定業者２者から価格を提示していただき、

その提示額を基に、収集委員会で必要性や金額の妥

当性を審議しております。

小原正晃委員（分科員）

もう一つ、美術品取得基金です。これは５億円と

のことですが、近年の推移は大体５億円ぐらいをめ

どに確保しつつ、今回のように減った分は少し補填

を考えているのか、大体どの辺りが線引きなのか、

近年の推移と今後の見通しを教えてください。

生涯学習課長

この取得基金は、昭和５５年、主に近代美術館設

立のために設けられた基金であり、開設した平成６

年度まで積み増しを行い、それ以降、平成２３年度

までの毎年度、定期的に美術品の取得を行っており

ます。それ以降は随時取得するということで、実は

今回の取得は令和３年以来、４年ぶりの取得になり

ます。ということで、平成２３年度までは定期的に

取得を行ってきましたが、それ以降は随時で、近代

美術館では、ある程度、美術の取得は進んだため、

現在は必要なものについて随時行っております。午

前中、１億円というような 例えば重要文化財な

どを購入できるタイミングが仮にあった場合には、

大きく動く可能性はありますが、それ以外では、そ

れほど大きな、何億円にはならないかと思っており

ます。

小原正晃委員（分科員）
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数年ぶりの購入ですね。そこで、心配なのが

僕も美術大学出身なので、ある程度、理解している

つもりですが、日本では博物館法があって、所蔵美

術品は県民や、国民の共通財産として維持されるべ

きとのことで、美術品を売って別のものを購入する、

外国で行っているディアクセッションのような手法

はタブーというか、難しいですよね。しかし、欧米

の美術館ではよく行っていて、これは公か民間であ

るかなど、かなり大きいと思い、一概に何とも言え

ませんが、新しいものを取り入れる際には、いい方

法だと思います。

日本のもので、先ほど話していただいたように昭

和５５年に近代美術館設立のときとの話でしたが、

それから４０年たち、大体いつも同じようなもので

我々は学術の勉強になり、秋田蘭画を研究する

ことではいいと思いますが、お客さんからすれば、

動きがないというか、Ｍｕｓｅｕｍ特別展のものは

また別にしますが、企画展でなく、常設展でも、あ

る程度、心が動くというか、新しいものを適度に入

れることが県民の皆さんの関心を呼ぶというか……。

けれども、今の状況だと物は売れないため、たまる

一方で、そしてお金はいくらあっても足りない状況

になっており、そろそろ、何かこうした制度の仕組

みの限界に来ているのではないかと思っています。

国でもいろいろと、そのような美術館が日本中で

あって、同じようなマンネリ化に陥るなどの議論が

されていると思いますが、今、国でディアクセッシ

ョンというか、物を売って、ほかの物を買う方法を

取り入れる 今の法律ではタブーでしょうが、何

か議論はないですか。そして、あれば、秋田では何

か動きができないか。というのは、秋田蘭画を売れ

という話ではなく、例えば近代美術館にもロダンが

あるではないですか、３億円のロダンとか。それは

本当に近代なのか、秋田なのか。優先順位を考えれ

ば、もしかすれば秋田蘭画よりも低いかもしれない。

今、すごく美術品の価値が高いうちに、例えばそれ

を売買しながら、ほかのいいものを買っていくなど、

いろいろなやり方は……。ハレーションは起きると

は思いますし、財産の活用、どこで売るかの判断な

ど、いろいろなものが出てくると思いますが、今後、

全国の美術館、博物館が共通して陥っていくジレン

マになるのではないかと思っての危惧ですが、そこ

を教えていただけますか。

生涯学習課長

今、このように取得基準に基づいて取得したもの

を売買していく考え方は、持っていないのが現状で

す。ただ、収蔵スペースの関係もあるため、例えば

お金を出さなくても寄贈で受け入れるケースもあり

ますが、そうしたものを全部受け入れていくかとな

ると、やはり収蔵スペースの問題もあるため、そこ

はもっと適切に受入れの基準を厳格化するなりして

いかないといけない状況はあろうかと思っておりま

す。

売買は、その先の課題と思っており、いろいろな

情報を収集しながら、先駆的な事例があれば、もう

少し研究をして、そうしたことも可能であれば、関

係者や専門家等にも伺いながら対応を検討してまい

りたいなと思っております。

小原正晃委員（分科員）

我々、やはりあくまで県民の学術や文化の保護な

どもあるし、もう一つは、県民の皆さんに文化を楽

しんでもらうというか、両極になるかもしれません

が、それを実行していく役割があると思っています。

いつも同じものであれば、なかなか新しいファン層

に届かないため、日本の美術館、全国に様々ありま

すが、各々で保存して、そこが全く動かない中で、

やはり各々でジレンマを抱えていると思います。よ

って、是非とも、秋田県でどうのこうのではなくて、

全国的にそのような疑問を提示することになってい

ければと思いますし、地方からも 地方、市で持

っている美術館、県でも２つありますが、所蔵品が

ある程度、決まってしまって、常設展はほとんど同

じだとか、多分どこも同じ悩みがあると思います。

例えばそれを移動させる それにもお金や保険が

掛かるなど、いろいろなものが出てくると思います

が、何か、もう少し動きを出せるようなものとか、

売買でなくても、いろいろなものを考えて、楽しん

でもらえる仕組みや、あとは基金が減らない仕組み

など、何か考えていかなければいけない時期に来て

いるのではないかと、話をさせてもらいたいと思っ

て。日本の学芸員、キュレーターからすれば、あま

り良くないというか、タブーな話でしょうが、今後、

財政も大変だと言っている中で、いろいろどうして

いくかの知恵を絞っていく一つの方法として、頭の

隅にでも入れていただければというお願いでした。

次、あきたＭｕｓｅｕｍ機能強化事業です。僕も

美術愛好家としてすごく楽しみにしています。今年

度、過去最大規模のジブリ展で非常に県民の皆様に

喜んでいただけたと思います。本当に感謝したいと

思います。来年もこのように早くから債務負担行為

を行い、県民の皆さんにこうしたものを行うと告知

しながら喜んでもらえる企画をいろいろ行ってもら

えるとのことで、本当にうれしく思っています。

先ほどから話をさせてもらっていますが、県民の

皆さんに楽しんでもらうという指標は、入場者数を

もって進めるのか、先ほどからの学術のためなど、

どこに重きを置いて進めていくのか、その辺りの見

解はどうですか。

生涯学習課長

今のところは、来場者数がデータとしては一番分
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かりやすいため、今までの統計との関連も含めて、

まずは来場者で評価をしていきたいと思っておりま

す。

小原正晃委員（分科員）

来場者だとすれば、県民の皆さんに楽しんでいた

だきながら、今回は県外の人たちも多かったですよ

ね。話を聞けば、東北あちこちから来たり、東北以

外からも来ている人もおり、県外の皆さんにもすご

く来てもらったと思います。そうした発信なども今

後、県内外含めて行っていくことが入場者増につな

がると思いますが、どこまで行っていくか、その辺

はどうですか。

生涯学習課長

まずは来場者で一つ提示をしましたが、来場者、

委員おっしゃるとおり、昨年度のジブリ展や、今年

度のヨシタケシンスケ展も、県外からのお客さんは

多かったです。そのＰＲについては、マスコミ、企

業との実行委員会形式で実施しており、まずはマス

コミのＣＭを使う、あとは新聞の記事や、ＳＮＳ

マスコミは得意だと思いますので、そうしたとこ

ろを活用しています。また、各館でもウェブサイト

を充実させ、ＳＮＳも活用しており、それらを総合

的に充実させてＰＲの強化を図っていきたいと思っ

ております。

それから、目標としては、例えば美術館等におい

て来場者のアンケート等も実施しており、これらも

活用しながら、満足度が高まったか、あとは不満な

点や改善すべき点など、アンケートから見えてくる

ことがあると思いますので、データも分析しながら、

芸術文化の評価にもつなげていきたいと思っており

ます。

小原正晃委員（分科員）

余談になりますが、先日、教育公安委員会で熊本

の美術館に行き、「薬を処方するように文化を処方

する」という、しびれるなと思った話を聞いてきた

のです。島田委員も やはりお医者さんですので、

すばらしいと、そういう話があって。アートのまち

づくりや、日比野先生や芸大の人たちと連携してい

るとのことで、そうした取組を秋田でも、秋田オリ

ジナルのものを行えればなと。美術大学や、まんが

美術館もあるし、様々市町村や他の学術機関と連携

をしながら、是非とも秋田らしいところを取り組ん

でもらえる、処方してもらえるように期待したいと

思います。

そこで今、いらっしゃる学芸員、キュレーターの

人数や予算の推移はどうなっているのかと思って、

そこは分かりますか。近年増えていますか、減って

いますか。予算、人数。

生涯学習課長

これは、県立の美術館でよろしいですか。

小原正晃委員（分科員）

県立でいいです。

生涯学習課長

近代美術館には、学芸員として採用した方と、高

校教員で学芸員として勤務している方がおり、近年

はそれほど大きな人数の変化はないと考えておりま

す。ただ、今年度いろいろ退職や、改正博物館法等

もあって専門性が求められるようになってきている

ため、今年度、採用試験等も実施しながら専門性を

高めていき、人数的にはそれほど変わりありません

が、専門性を高める配置に努めている状況です。

小原正晃委員（分科員）

是非ともそうした学芸員の皆さんで、町、県や、

県民との、このような文化施設があって良かったな

と思ってもらえる仕組み作りを、施設の中だけでな

く、外へも波及していただいて、文化を広げていた

だくことを行ってもらいたいと思います。今回の観

スポでも文化振興ビジョンが出ましたよね。こうし

たところとも、しっかり波長を合わせていると思い

ますが、連携して行っていただきたいと思うし、市

町村とも、まちづくりにしっかり生かすぐらいまで

落としてもらいたいのが希望ですが、その辺りの文

化振興ビジョン、市町村、他部局との連携、教えて

ください。

生涯学習課長

文化観光など、地域活力の向上に努めていくこと

が重要であるため、改正博物館法等にも規定がされ

ました。また、例えば、秋田市の県立美術館周辺は

文化、芸術が集中しているため、今までも秋田市と

連携を図りながら、あとは県庁の知事部局、観光文

化スポーツ部とも連携を図りながら対応してきてお

ります。今後、より一層、そうした博物館、美術館

などが県だけではなく、市町村も含めて連携を図り

ながら進めていくことで秋田県の活性化、まちづく

りに貢献できるようにと。あわせて、まんが美術館

が横手市にもありますので、そうしたところが連携

を図って、一つのパッケージの形で振興を図ってい

ければいいということで、より一層、市町村や知事

部局等と連携を図りながら取組を進めてまいりたい

と考えております。

島田薫委員（分科員）

関連して質問すると、この前の視察の際、熊本市

の現代美術館で文化的処方の活動をしているとのこ

とでした。文化的処方とは、アートや文化活動を通

じて人々の心身の健康や社会的つながりを増やして

元気にすることを目指す活動で、これは秋田県でも、

秋田県立近代美術館で２０２５年度、キンビコミュ

ニケータという催しがあったようです。この辺、秋

田県でも文化的処方を進めていくのかどうか教えて

いただけますか。
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生涯学習課長

近代美術館で令和５年度から今年度までの３か年

でプロジェクトを実施してきております。これに関

しては、令和５年度施行の改正博物館法に基づき、

様々な主体が連携を図りながら地域活性化等に取り

組むもので、近代美術館では社会的包摂として、例

えば障害者や高齢の方々など、属性を問わず、文化、

芸術に触れるということで、企業も含めて連携を図

りながら３か年のプロジェクトとして取り組んでき

ました。各美術館、博物館も、連携を図りながらこ

のプロジェクトに加わっており、今年度を最終年度

として、プロジェクトを実施したものです。その成

果を基に、来年度以降も県の事業として何らかの形

で成果を生かしていきたいと思っております。

島田薫委員（分科員）

この文化的処方の中に社会的処方という医療も関

わる話もあって、これは熊本市現代美術館でも取り

上げているとのことです。是非、文化的処方にもい

ろいろなものがあるため、そこも含めて進めていた

だければありがたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で教育委員会関係の議案に関する質疑を終了

します。

次に、教育委員会関係の請願に関する審査を行い

ます。

請願一覧表により、継続審査となっている請願か

ら順次審査を行います。

請願第１７号「ゆたかな学びの実現及び教職員定

数改善並びに義務教育費国庫負担割合引き上げをは

かるための、２０２６年度政府予算に係る意見書採

択について」を議題とします。

現況に変化はありませんか。

義務教育課長

現況に変化はありません。

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

請願第１７号について御質問等ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、教育委員会関係の請願に関する審査を終

了します。

教育委員会関係の陳情はありませんので、次に、

教育委員会関係の所管事項に関する審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

総務課長

【共通資料３「秋田県総合計画～秋田再興への

第一歩～（素案）」により説明】

総務課施設整備室長

【共通資料１「第２期あきた公共施設等総合管理

計画（素案）について」により説明】

高校教育課長

【提出資料「第八次秋田県高等学校総合整備計画

（案）概要」により説明】

生涯学習課長

【提出資料「県立社会教育施設の再編等に向けた

基本的な方針について（素案）概要」、「秋田県

青少年交流センター（ユースパル）について」に

より説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項に関する質

疑を行います。

質疑は、各課室一括して行います。何かございま

せんか。

鶴田有司委員（分科員）

青少年交流センター・ユースパルについて、今の

説明を伺いました。１月から３月までは休館のため、

借りている団体 私も一部関係していますが、４

月以降、もし再開になった場合には、また戻ってき

てもらうことになるのですか。

生涯学習課長

これから入居団体とは協議等が必要になってくる

と思いますが、４月以降再開の場合、入居団体もそ

の意向であれば戻ってきていただく形で考えており

ます。

鶴田有司委員（分科員）

その場合に、ほかの施設に行ってもらう場合は、

費用負担はどうされるのですか。

生涯学習課長

これも協議になりまして、明日以降 いろいろ

連絡は今、取っており、日程調整した上で、各団体

に説明し、意向等を聞きながら対応していく予定で

すが、実際、青少年交流センターは休館せざるを得

ない状況ですので、まずは代替の施設 具体的に

は今、県教育委員会の社会教育施設の空いているス

ペース等を使えないか提案したいと思っております

が、条件が今の青少年交流センターとは、場所の面

積、パソコンの電源、電話の関係など、環境が異な

ると思いますので、条件を提示した上で、そこでい

いのかを協議しながら決めていくことになります。

移動経費について、こちらで予算措置するなどは、

今のところ考えておりません。まず、こうしたとこ

ろに入っていただけるか、条件を示した上で、最大

限こちらでも対応していきたいと思っております。

あと、荷物がいろいろあると思いますが、そこは

例えば休館だとしても施錠した形で、ある程度、管
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理していくことになると思います。例えば貴重品は、

何らかの形でなくなれば困りますので、そういうも

のでなく、置いておいても構わないものであれば、

そこは最大限こちらでも対応していきたいと思って

おります。

鶴田有司委員（分科員）

しっかりと打合せはしていただきたいことが一つ

ですが、この在り方の今後、検討をしていくわけで

すよね。あくまでも教育委員会の関連施設の在り方

検討会になりますか。

生涯学習課長

青少年交流センターについては、先ほど御説明し

たとおり、生涯学習センターと機能が類似している

ため、この２施設を一つの区分として検討を進めて

いきたいと思っております。生涯学習センターも

４５年を経過して、いろいろなところで不具合が出

ているため、生涯学習センターの機能も含め、どの

ような機能、運営がいいのかの検討を、これから進

めていきたいと思っております。

鶴田有司委員（分科員）

今、なぜそのような質問をしたかというと、少子

化の時代を迎えて、宿泊施設については定員を考え

ていかなければならないと考えているのですよね、

もし再開したとして。そうではなかったですか。

【「定員ですね」と呼ぶ者あり】

鶴田有司委員（分科員）

だから、宿泊の。

生涯学習課長

宿泊については、規模の縮小か、それとも宿泊機

能が必要か、そうしたところも含めて、幅広く検討

をしていくことで考えております。

鶴田有司委員（分科員）

それで、なぜ教育委員会関係だけでそれを考えて

いくのかと質問したのは、スポーツ科学センターに

も、スポーツ関係団体が今、五、六団体ぐらい入っ

ているようです。いずれ、あれは壊されるのです。

出ていかなければならないとの通告を、その方々は

されていると思います。そうすると、県全体で例え

ばそうした部屋を貸す あそこは無料になってい

るようなので、その辺の問題は当然ありますが、で

も、どこかに移っていくと必ず費用負担が予想され

ますが、こうしたものを全体的に見直しすると……。

これ、教育長がいいですかね。今後、こうしたこと

もあり得るのではないかと。

生涯学習課長

公共施設総合管理計画の説明もありましたが、知

事部局では教育関係の施設も含めて、総務部行政経

営課で施設の管理計画等、そういう所管をしており

ます。ワーキング委員会を立ち上げて検討を進めて

いくに当たっては、行政経営課にも場合によっては

入っていただきながら、教育施設だけでなく、知事

部局の施設も含め、いろいろアイデア、助言等を頂

きながら総合的に検討していく必要があるのではな

いかと思っております。ワーキング検討委員会

ほかの少年自然の家や博物館もワーキング検討委員

会を別に設けて検討していきますので、必要があれ

ば行政経営課の担当または課長等に入っていただき

ながら、幅広く総合的に検討を進めていければなと

思っております。

鶴田有司委員（分科員）

是非、場合によってではなく、その方向性で話合

いをしてもらいたいのです。もう現実問題、そうし

た事態が起きているため こちらの場合は指定管

理の問題がありますが、向こうは、その周りの施設

の関係で、あの建物がなくなってしまうことがもう

確定して……。まず、ほぼ確定だと思います、もう

そのようになっていますから。ですから、具体的に

そういう方向で進めてもらいたい。どうですか。

教育長

我々、教育委員会が所管している施設について話

合いはしていますが、県は県で今 行政経営課の

話がありましたが、全体の話もしており、そちらは

そちらで行うと思います。ただ、県で抱えている施

設がたくさんあるため、それを全部一気には、多分

無理だと思います。それで教育委員会は今、持って

いる施設はどうしていきましょうかとのことで、社

会教育施設の再編として先ほどお示ししたような…

…。その中でこれから、県のいろいろな古い施設が

たくさんあるため、あるいは今回、アリーナを造る

ことで、なくすとかいろいろあるため、例えばこれ

をこちらに集約していくかとの話は当然出てくるだ

ろうと思いますし、我々は教育の中で考えていきま

すが、当然連携を取りながら そういったものを

こちらからお願いすることもあれば、あちらからこ

ちらにお願いすることもあるだろうと思います。そ

れを見ながら話はしていきたいとは思います。

鶴田有司委員（分科員）

是非、お願いします。

渡部英治委員（分科員）

今の鶴田委員とのやり取り、そして先般の小棚木

議員の質問に知事と教育長が答えていますね。その

辺も踏まえながら何点か質問します。

まず、一覧にある経緯で、１１月２１日、先方の

臨時理事会で１２月末終了が承認されたと。それは

向こうの決定期間で分かりますが、ただ２８日に、

それを合意したことは、教育委員会として向こうの

言い分を合意したと。さらに１２月の一般質問

この委員会の始まる前ですが、既に１２月でやめる

と教育長がハッキリ言っているわけです。これから

はいろいろ検討していくと。ただ私は、今まで９月
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の指定管理の ２０２６年からですから、今年度

中は少なくとも３月まで続けていくことが尊重され

ていると、その中でいろいろ議論しているとの認識

を持っていましたが、何か、いとも簡単に１２月を

承諾したのは、我々の議論とは、かみ合わないので

はないかと、そうした疑義を生じていますが、その

点、教育長、どのように考えていますか。

教育長

我々も、できれば年度末まで対応していただけれ

ばということではありましたが、いろいろな……。

これまで３年間の指定管理の中で、コロナや、冷房

設備が壊れるなどがあり、今年度も当初は良かった

のですが、その後、夏前から一気にお客さんが入ら

なくなり これは予想を上回る、かなり急激なも

のでした。その頃から、これはどうしましょうかと

いうことで、我々もいろいろ指導などしながら進め

てきましたが、なかなか年度末まで頑張っていける

状況になかったため、それで……。夏から秋以降、

進めてきましたが、ぎりぎり年内とのことで、急な

話でしたが、いろいろ相談しながら進めてきたので

残念ですが、こうした状況になりました。

渡部英治委員（分科員）

今の教育長の話は分かりますが、新聞報道もそう

ですし、それから実際の教育長の答弁では、毎月の

ように報告をもらいながら状況を確認してきたと。

このことは重要な問題で、ずっと議論して検討して

きており、我々も９月議会でそれを注視しながら、

恐らく最悪でも 今、教育長言ったように、年度

末まで頑張ってもらって、そして再公募を同時に進

めていく、そういうやり方をするのではないかと。

先ほど鶴田委員も言いましたが、いろいろな団体や

現在予約している方など、この青少年の活動、いろ

いろな今までの成果や役割を果たしてきたことは十

分に分かります。ただ、与える影響を考えると、取

扱いが少し私は……。例えば委員長に話して、臨時

の委員会を開いて、この最悪の状況になっていると

ころまで話してもらうと 我々もこの点は新聞報

道で初めて知ったとか、どうなっているのだとか、

そうしたことを実際に受けています。そうしたこと

を考えると、非常に残念な結果という気持ちです。

ただ、いろいろな事情は分かります。教育長の答弁

内容も、それから主管課もいろいろ指定管理者と話

していることも分かりますが、いろいろなそうした

疑問が残っている状況で進んできており、このよう

な結果をバッと知らされると、非常に短絡的な感じ

を持ってしまいますが、これ、どこにやりどころを

持ったらいいでしょうか。

教育長

今、委員がおっしゃられた時期は、本当に我々も

ぎりぎりな線で、どのような支援をできるか、どの

ような立ち直らせ方ができるか、あるいは年度いっ

ぱいまで、もたせるにはどうしたらいいかなど、そ

うしたやり取りをずっと行っていた頃です。それで、

本当はそのまま頑張って行っていければ良かったの

ですが、こちらの力不足もあり、法人も、なかなか

そこをクリアできるほどの体力もなく、本当であれ

ば年度末まで、ぎりぎりの線でも、もたせられれば

良かったのですが、それがかなわず……。こうした、

はっきりしない状況でやり取りをしていたため、御

相談も差し上げられないこともあり、今、こうした

状態になって、それが一番、お客さんや入っている

方々に迷惑をかけていることは、我々も非常に遺憾

に思います。我々が行ってきたことに関しては、も

う少し何かやれる方法もあったかとの思いもありま

すが、本当に残念な思いでおり、そこは何とか御理

解いただければと思います。

渡部英治委員（分科員）

安田教育長、苦渋の決断と理解しなければならな

いと思いますが、ただ今後の対応で、先ほども触れ

ていましたが、やはり予約者に対して 行事もい

ろいろ組んでいると思いますから、そこは相当丁寧

に、経費の問題もさることながら、行事など、いろ

いろな予定している方に丁寧な対応をすることが一

つと、それから入居している団体も同じです。移転

になるなど、大変なことだと思います。そこはまず

一点目が丁寧な対応をしてもらうと。

それからもう一点は、この１月以降あるいは年度

の新たな指定管理の応募、なければないなりに、ま

たこれも最終決断になると思いますが、非常に大事

だと思います。指定管理は、知事からもいろいろな

在り方について答弁があったわけですから、教育委

員会としての考え方と、県としての指定管理、その

辺、連携を取りながら対応してほしいと思いますが、

その点、最後にお願いします。

教育長

同じことを繰り返し申し上げるだけですが、年度

途中であることや急に決まったことで、利用者に本

当に大変な御迷惑をかけた思いでおります。それに

関しては、本当に申し訳ないと思っております。キ

ャンセルやあっせんに関しては、丁寧に行っていき

たいと思います。

あと、１月から一回休館するわけですが、この後、

どのように４月以降、進めていくかは、指定管理、

直営も含めて、いろいろな考え方があると思うため、

県にも相談しながら、どのようなやり方がユースパ

ルにとって一番いいのか、考えて進めていきたいと

思います。

小原正晃委員（分科員）

関連で、僕も今のお話を聞いて大分、分かってき

ましたが、ユースパルにも行ってきました。いろい
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ろ話を聞いたところ、施設の老朽化の話や、バブル

のときの建物であるため全館一貫で冷暖房つけなけ

ればいけない、非常に維持していくのが難しいこと

を含めて、私自身も感想を持ったところです。

先ほどから行政経営課と連携してとの話、何回も

出ていますが、私も、これは教育だけで見る施設で

はもうないと思います。生涯学習センターが古いか

ら、生涯学習センターの機能をこちらに移すだけで

は、このユースパルという大きな箱を維持すること

はできないと、私は思っていて、それが教育分野だ

けではなく、例えば産業振興、あの部屋も見せても

らったのです。いっぱい部屋ありますよね、何階も

あって。あそこや、例えば鶴田先生の先ほどの話の

ように、ああしたところをどこかの団体が入ること

ができないか、あとは産業労働部と連携して産業振

興に 県庁第二庁舎で行っている、若者のスター

トアップの事業などとも連携できないか。今回も出

ていますが、産業労働部の勤労身体障害者スポーツ

センターがもう５０年たっていますよね。そうした

ところの機能も、体育館あるから一緒にできないか。

多分この部局だけではなく、横串をしっかり入れて、

いろいろな部で連携して、いろいろな活用をみんな

で考えていかなければ、もうここは維持できないと

思います。安易に、例えば宿泊施設や老人ホームと

言えばあれですが、そういう福祉施設に譲渡すると

いっても、いろいろな市町村での例のように、途中

で経営が思っていたより、うまくいかなくなったか

ら手放したとなって、また二転三転することのない

ように、次、しっかり僕は見極めなければならない

と思っていますが、そこはどうお考えですか。

生涯学習課長

委員おっしゃるとおりだと思っています。まず、

生涯学習センターの機能は必要なものですので、そ

こについては何らかの形で確保しないといけません。

ユースパル これは今後のワーキング検討委員会

等で検討していくことになると思いますが、そこの

機能を仮に移した場合に、宿泊部門や、ほかの部屋

という資源は残るため、鶴田委員からもお話があっ

たとおり、県全体としてどのようなことに活用でき

るのか。２６年経過の建物であり、改修等は必要か

とは思いますが、そうしたところは在り方の 鶏、

卵の関係になるかもしれませんが、在り方と施設の

老朽化、劣化度等も並行して見ながら、県全体とし

て施設の有効活用については検討してまいりたいと

思っております。

小原正晃委員（分科員）

僕は、テナント料を取る、取らないとかもいろい

ろあると思いますが、あの巨大な体をどのように今

後、維持していくかを考えれば、教育庁だけの知恵

と財政力だけでは、もうかなり限界に近いと思って

います。いろいろなところの力を合わせて、多分や

っと維持できる感じだと思うため、是非とも部署、

部局をまたがった横串を刺せるように……。いろい

ろなものが入って、いろいろな人たちに使われるも

ので、県民にとっては本当に必要なものだと残せる

ような施設の在り方は、絶対に理屈としても必要だ

と思うし、県民の皆さんにとっても税金が掛かって

いくものだから必要だと思います。例えばスタート

アップの人たちに１部屋ずつ貸す場合、数万円でも、

あちらも安いし、こちらもランニングコストの分を

少し賄えてウィン・ウィンだとか、何かしらの落と

しどころを付けて維持できる形であれば、まだ納得

いくとは思いますが、やはりそういったことはしっ

かり議論してほしいというお願いが一つです。

その前段階で、ユースパルにも 終わった話で

あれですが、この施設に青少年のための補助金が入

っているとのことで、例えば前に課長から聞いた際、

運営事業者でも、例えばじゃらんなど、民間の宿泊

のところに入れなかった。趣旨としては、一般への

貸出しや民間事業者との競争よりも、青少年に貸し

出す。青少年に貸し出すから、飲食店がテナントで

入っても、その飲食店がお酒を提供することは善く

ないと言われて、できなかったとの話でしたが、そ

うだったのですか。まず、事実確認というか。

生涯学習課長

じゃらんや楽天などの旅行サイトについては、過

去には実際に行っておりました。今、ネット社会で

ありますし、宿泊 青少年であろうが、一般であ

ろうが、やはりある程度、インターネット等での予

約サイト等は必要だろうということで、こちらでは

随時、旅行サイトの再開について助言等を行ってき

ました。実際には１１月だったと思いますが、まず

は取り組んでみようとトライをして、最近まで……。

楽天トラベルは数室でしたが、予約サイトの再開を

して、お客様は少しではありますが、そのサイトを

活用しておりました。ただ、予約サイトと、予約を

受け付ける管理のサイトというか、そのファイルが

しっかりと連動していないこともあり 旅行サイ

トでは毎日のようにキャンセルなどが入り、その辺

の事務手続が結構煩雑になることもあり、旅行サイ

トを民間の旅行事業者と同じように何社も活用する

ことができませんでした。そこについては、旅行サ

イトを使えないのではなく、使うに当たって事務手

続上のいろいろな課題があったと伺っております。

あと、お酒は、やはり青少年が使用する施設でも

あるため、その辺は施設としてルールを決めて運用

しており、どのような方がどのくらい使うだとか、

青少年の利用の目的に沿った対応をしていたのでは

ないかと考えております。

小原正晃委員（分科員）
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というのは、やはりあちらもあちらで少し営業努

力しようと思って、いろんなお酒のあるセットを行

おうとしても、そうした縛りがあったとの話は聞い

たことがあります。飲食のテナントが入っているよ

うでしたが、経営を見ていれば、なかなかうまくい

かなくて、やはり何回か替わっている事例もありま

すよね。お昼のランチだけだとか、ほぼ泊まる人向

けの御飯 同じ時間、決まった時間に帰ってこら

れない人もいるでしょうが、来て食べるという、そ

の定員の中だけでやりくりするのは……。あそこは

飲食もないところで、外に行くといっても、あそこ

に泊まっても難しいというか、山王まで行くのも厳

しいでしょうし、普通にあそこに泊まっても厳しい

なと思います。お客だけへの商売をしていても、や

はりうまくいかないだろうとは思っていて、その部

分の柔軟な対応はできたかというのが一つで、分か

りました。

あと、行政経営課との話でも、いろいろ今、補助

金適正化法では、青少年の施設を建てたとしても、

１０年経過すれば、行政の役割を果たして、あとは

いろいろなものに転用できるとの理解でいいのです

か、この施設は。

生涯学習課長

青少年交流センターのことでよろしいですね。

小原正晃委員（分科員）

はい。

生涯学習課長

青少年交流センターに国庫補助金が入っていたか

は、今、調査中ですが、平成の一桁台に社会教育施

設等の補助はなくなっているとの情報を得ており、

確定ではないですが、国庫補助金は入っていないの

ではないかと思っています。よって、そこの点につ

いては適正化法の縛りはないと思っていますが、別

の補助金、例えば文部科学省以外の補助金など、何

か特別な補助金を活用していたとすれば、その補助

金の適用、例えば文部科学省であれば財産処分の承

認基準が設けられておりますが、他の省庁の補助金

であれば他の省庁の基準があるため、その基準に基

づいて財産処分が認められるか、納付金を払わなく

てもいいのかは、どの補助金を使っているか、個別

に確認しないといけませんが、基本的には似通った

基準になっております。委員おっしゃるとおり、

１０年活用すれば 例えば有償で民間に売り払う

となると、そこはまた話は違いますが、基本的には

地域活性化等の事業や、同種の事業への転用であれ

ば、補助金の返還等はないという制度に弾力化され

ている状況です。

小原正晃委員（分科員）

だとすれば、何の補助金が入っているか、本当に

使えるかどうか、しっかり調べてください。でなけ

れば、この議論は前に進まないと思いますし、それ

はユースパルだけでなく、今後こうした議論になる

施設整備室など、教育分野で持つ施設で、今後、

いろいろなものが使えるのか、教育以外の分野でも

使えるのかが、行政経営課とも横串を刺す中では、

議論の一番のスタート地点だと思うので、是非とも

そこは早急に調べていただいて、いろいろなものに

活用しても違反にならないのか、確認していただき

たいです。

生涯学習課長

補助金を活用しているかについては、早急に確認

をした上で今後の検討等に生かしていきたいと思い

ます。

小原正晃委員（分科員）

それを基本にして、では次、この教育庁でどうす

るか。多分、教育庁だけでは、存続理由全部プラス

するのは、なかなか難しいと思うので、部局を横断

して、いろいろなものを肉付けしながら、施設の在

り方を……。いろいろな集約ができると思います。

集約するのが主ではないかもしれませんが、スリム

にしていくとすれば、いろいろな機能も入れること

は可能だと思いますので、是非とも確認してもらい

たいと思います。

もう一つ、最後にこの件について、働く人たち

先ほど従業員のあっせんの話もありましたが、テ

ナントの人たちもいます。働いている人たちもいる

中で、そうした人たちのあっせんは、再就職も含め、

全部が全部というわけにはいかないと思いますが、

大事にしてもらいたいと思います。ここはしっかり

してもらいたいということで、お願いしてもいいで

すか。

生涯学習課長

雇用の関係は、なかなかこちらで……。例えば指

定管理制度についても、制度に基づいた契約 協

定に基づく関係ですので、今回、終了に伴って全て

あっせんをする形にはなりませんが、そのような相

談があれば、関係する部署におつなぎするなど、可

能な対応をしていきたいと思います。

高橋健委員（分科員）

この事例、非常に私は大きいものと捉えておりま

す。県内でも様々な形の指定管理があって、その取

引、請負業者等いろいろな形があると思いますが、

この事案は、大変大きな前例になると思います。今

後の指定管理の在り方……。県民にとっては、多分

こうしたものは知事部局であろうが、県教委の所管

であろうが関係ないと思います。この事案で、秋田

県全体の指定管理の在り方や進め方、責任の所在が

どうなるかは、皆さん非常に興味深く見ていると思

います。

そうした中で、私の勘違いかもしれませんが、話
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の節々で、責任は当事者にあるような言い回しが、

私はすごくずっと気になっておりました。よって、

そういった考えをなくして、きっちり 今までも

先輩方のお話ありましたが、部局を越えた責任をし

っかり果たしていただきたいと強く思っています。

これで秋田県の信頼がなくなるような、揺らぐよう

なことがあっては絶対ならないと思いますし、法人

への責任転嫁が絶対あってはならないと私は思って

いますので、その辺はしっかり、県教委の責任をも

って、部局をまたいで全うしていただきたいなと思

っていますが、どのようなお考えでしょうか。

生涯学習課長

先ほど制度の話をして、そうしたところも含めて

だと思いますが、今回、指定管理制度でできること、

できないことをいろいろ協議をしながら、こうした

ことを行ってほしい 例えば冬期休館も最初から

ある程度、選択肢としては示した上で、こうしたこ

とをできないかなど、制度内でできる範囲のことは

こちらとしても協議を続けてきたと思っております。

ただ、こうした結果になってしまいましたし、先日

の小棚木議員の一般質問の知事答弁でもありました

が、指定管理制度の運用など、今回を契機に見直し

を検討すべきところはあると思います。これは行政

経営課で判断するという、制度所管課だけの話では

なく、実際に施設所管課としてもこうした運用の改

善ができないかなど、しっかりと意見を出し合いな

がら、制度をどのようにしていけばいいのかを施設

所管課としても真剣に向き合っていきたいと考えて

おります。

瓜生望委員（分科員）

いろいろお話を頂き、今、副委員長からもありま

したが、教育委員会の責任という部分もあるでしょ

うし、私は、指定管理事業者に全ての責任というわ

けではありませんが、やはり努力不足といいますか、

そういったところも否めないとも思っています。し

ばらく前に課長から、この件でいろいろ教えていた

だいたときも、もっと取り組めることがあるのでは

ないかと、私も正直思いましたし、それが制度やル

ールの中で、できること、できないこともあったの

かもしれませんが、今、実際このようなことが起こ

ってしまったことは、先輩方の皆さん言いましたが、

やはり大きいことだと。これは、本当にそのように

認識したほうが良くて、起こってしまったことはも

う戻れないので、どうにもならないと。この先を本

当にどうしていくか、本気になって考えていかなけ

ればいけないと思っています。

令和８年から生涯学習センターと一緒に併せてい

くのを考えていくことや、いろいろなスポーツの部

分など、やれることは多分たくさんあって、ただス

ピード感は、すごく持たないといけないのではない

かと思います。

いろいろお話を聞いていると、春には大きい剣道

の大会、これまで秋田県がずっと行ってきた高校生

の大会などあるではないですか。あと、高校野球の

こまちスタジアムで野球を行う。それで、遠方から

こまち会場になっている学校は、こうしたところに

泊まってきたわけで、今度、泊まるところがないわ

けですよね。今、秋田県はホテルがすごく足りない

です。よって、もし野球部の何十人が泊まれないと

なると、例えば、極論、鹿角から試合して、また帰

ってとか 試合の日程が空けばいいですが、泊ま

らなければいけないスケジュールも絶対あると思い

ます。よって、そういった部分を幾らでも助けるた

めにも、前向きな議論を、もっとスピード感を持っ

て進めていただきたい。役所が行うことなので、何

としても時間はかかるとは思いますが、この１月か

ら３月の休館の間で、ある程度、将来の方向性みた

いなものは出してほしいです。

あと、私は、宿泊施設としてもまだまだポテンシ

ャルがあると思います。実際この前、小棚木議員と

僕、会派室で席が隣ですが、「ホテルがない」と言

っていて、「ユースパルはどうですか」といった感

じで泊まっていただいたと。多分そういう人たちは

いっぱいいて、これは宣伝すれば、例えば学校の先

生の研修会など、そういったものをユースパルでや

りましょう、１泊でやりましょうとか 分かりま

せんが、何かそういうものは、需要は掘っていけば

掘っていくだけ、みんなが本気になればそういうも

のを創出していけるし、民間の人たちも、もっと気

軽に使える状況になれば、本当に可能性はあると思

います。やはり宿泊者が入ってくると収益は上がり

ますし、そういったところを総合的なパッケージで、

この１月から３月で何とか、民間事業者の声も聞き

ながら 大変なことにはなると思いますが、その

ような方向性で考えていただけないかと思います。

教育長、いいですか。

教育長

責任の話がありましたが、確かに法人も一生懸命

頑張ってもらいましたが、うまくいかなくなってき

て、我々もいろいろ指導して、意見を聞きながら進

めてきましたが、年度途中でこのように閉めなけれ

ばならないことは、法人というよりも我々の責任も

かなりあると。御迷惑をかけている部分に関しては、

本当に責任を感じております。

今後に関しても、先ほど言ったように部局横断で

責任を持って進めていきたいと思います。あと、ス

ピード感を持ってとの話もそのとおりだと思います。

いろいろ話が出ていますが、貸館に関しては非常

にテナントも含めて需要もありますし、秋田市も大

分、会議室が少なくなってきているため、これから
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そうした部分は多分必要になってくるだろうと思い

ます。それから、宿泊の話がありましたが、これ、

どうなるかは難しい議論で、子供たちにとってはい

いと思います、スポーツゾーンですし。そうした部

分をどううまく拾いながら行っていけるか。それで、

同じように運営ができるか。指定管理の仕方もある

でしょうが、その辺はこれから早めに方向性を見な

がら進めていければと思います。

まずは、影響がなるべく出ないように頑張って、

御迷惑をかけないように、この３か月議論しながら

４月に向けて考えていきたいと思います。

委員長（会長）

審査の途中ですが、ここでいったん休憩します。

再開は、午後３時１５分とします。

午後３時 ４分 休憩

午後３時１５分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、教育委員会関係の所管事項に

関する質疑を行います。

小原正晃委員（分科員）

総合計画の１６ページで、高校生の県内就職率、

この目標、かなり高いというか、野心的な８０％と

いう、なかなか大変な数字だと思います。これから

どのように伸ばしていくつもりですか。

高校教育課長

野心的な目標であるとは、私もそのように思って

おりますが、今回、この目標の設定に当たっては、

部局とも、前半で御説明した人口社会減対策パッケ

ージとも連動させながら進めていくところです。ま

ず、引き続き県内にどのような企業があるかをしっ

かり高校生に説明する機会を充実させていくこと、

特に現場で働いている方の声を聞くことは非常に進

路決定において重要で、影響力の大きいものと考え

ており、その機会の充実を図ってまいりたいと思い

ます。

小原正晃委員（分科員）

これはすごく重要だと思います。他県の例も見て

いますが、参考になることもあり、いろんな冊子を

作って、父兄にまで教えていくというか、どのよう

な会社で、どのくらいの給料でなど、会社自体を教

えていく取組がいろいろあると思いますので、伸ば

して頑張っていただきたいとお願いして、次に移り

ます。

７１ページで、高校生の中退率の実績値や目標値

を立てていますが、これに関しては、こうしたもの

を作らなくていいのではないかと。というのは、先

生目線というか、教育庁目線で中退する人をなくそ

うという話かもしれませんが、今の子供たちは多様

な生き方、様々あるため、もし自分で高校に入って

みて違うと思って 私の場所はここではないと思

った場合だとすれば、自由にしていい時代だと思い

ます。わざわざ、このような中退を止める目標を作

る必要はあるのかと思って、そこはどうでしょうか。

高校教育課長

委員の御指摘の点もあるかと思います。進路が多

様になってきており、自分の自己実現の道を図って

いくに当たって、転学、退学して次の道を考えるこ

とも一つあるかと思います。

ただ、我々として、ここに中退率を指標として上

げているのは、せっかく入りたいと思って高校に入

った生徒の学びを中断してしまうことを非常に懸念

しており、そこは中退の道を選ばずに、どうすれば

せっかく入りたいと思って入ってきた高校で３年間

学びを継続して、その先の社会に出ていくところに

つなげられるかとのことで、今回、設定をしており

ます。

小原正晃委員（分科員）

言い方に気を付けてというか、パワハラ、セクハ

ラとかあるように、言葉尻で傷付く子もいるのでは

ないかと指摘をさせていただいたところです。中退

するのが悪いことではないとは思うし、大検を取る

など、いろいろな社会での生き方があるとは思うの

で、是非ともそういう、いろいろな多様性のところ

に 教育分野ですので、しっかりアンテナを張っ

てというか、そうしたところを行ってもらえるよう

にお願いしたいことを伝えておきます。

次、第八次高等学校再編計画です。今回のところ

で、横手の……。

委員長（会長）

小原委員、待ってください。

小原正晃委員（分科員）

いいですか。

委員長（会長）

計画、一つずつ進めていきましょうか。飛び飛び

にならないで。

小原正晃委員（分科員）

分かりました。

委員長（会長）

では、総合計画関連ありますか。ないですか。

【「まず、次やらせたらいい」と呼ぶ者あり】

小原正晃委員（分科員）
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八次再編計画で、今回、いろいろな学校の統廃合

今のゼロ歳児、あと十数年後を考えれば

３,０００人近くなってしまうという、もう恐ろしく、

今の３年生７,０００人ぐらいが半分以下になってし

まい、もうやむなしのところもあるかと思いますが、

ただここをどうしていくかは、大きな指針が必要で

はないかと思っています。

私は前から、秋田市の一極集中にならないように

との話をしておりますが、地方が これを見てい

れば、秋田市もクラスは減りますが、学校が減って

いくのは全部地方で、個々に見ていけば仕方ない気

はしますが、全体で見た場合、秋田市が減らずに、

ほかの地域ばかり減っていくことに私は強い違和感

を持っていますが、ここは変える余地などはあるの

ですか。

高校教育課長

秋田市で学校数が減らないように見えることへの

御懸念かと思います。第八次のこの計画では明記は

していませんが、次の計画、また後期計画も含めて

ですが、次の計画では必要になるところはあるかと

思います。ただ、現在でも秋田市内の中学校の卒業

者数に対する公立高校の募集定員は、ほかの地区よ

りも少なく７割程度で設定しており、学校数も含め

て急激に減らしていくことは中学生に与える影響が

大きいと考えており、その辺りは慎重に検討する必

要があるかと思います。

小原正晃委員（分科員）

ここは私は、地方の立場から、訴えさせてもらい

たいなと思っています。

もう一つ、前からこれもお話しさせてもらってい

ますが、市町村立高校への移管というか、一文書け

ないかとずっと訴えてきています。教育長からは

「市町村で取り組みたいところがあれば、それを入

れる」との御答弁をずっと頂いていますが、市町村

は、なかなか言うはずないです。自分たちに責任と

……。県に要望、あちらも財政が厳しい中で……。

しかし、北海道の事例では、前に町立で造っていた

ものが道立になり、合併、縮小、廃止になった場合、

「村、町に１つ残したい」ということで町立を選択

して、特色ある取組を行っている学校が出てきたと

のことで、秋田でもこのようにかなり大きな再編に

なっており、自分たちの町に学校が１つもなくなっ

ていくところが増えてくる中で、そういうルールを

こちら側で用意していれば、受け取る側の議会も腹

をくくってというか、取り組まなければ、自分たち

の村や町を守らなければできないでしょうという議

論になるのではないかと、私はずっと訴えてきたつ

もりです。入れたらいいのではないですか。どうで

すか。

高校教育課長

市町村への移管については、これまでどおり、要

望があれば検討することが基本的なスタンスかと思

います。ただ、ここに明記せずとも、本計画の期間

中に地域と協議を行い、それぞれの地区 大館や

能代は何校にしていくかを、地域と協議をしていく

ことは明記してあり、その中で市町村立にしていく

との議論があれば、それは検討の余地があると考え

ますので、その地域との協議で進めていくべきもの

と思います。

小原正晃委員（分科員）

私が何度も言わせていただいているのは、ここに

明確に書くことによって責任の所在というか、「秋

田県ではこうした方針で進むが、市町村でどうして

も必要だと思った場合」ということで、全部、秋田

県にお願いするとか、残してくださいと要望してい

くだけでなく、自分たちでも考え得る意味になるの

ではないかとの理由での記載をしてもらったほうが、

各議会で議論になるだろうし、町の人たちも自らの

ことだと思いながらできる一文になるのではないか

という理屈でした。

今の話でいけば堂々巡りになってしまうので、ど

うしたらいいかと思いますが、再度こうした議論を

庁内で話し合ってというか、どうなのかと言ってほ

しいのですが、ここの辺りはできれば書いてもらっ

たほうがいいのではないかと思いますが、教育長、

どうですか。

教育長

今、課長が話したように、毎回同じ答弁していま

すが、私、いろいろな市町村の教育長を回って話を

聞いても １町に１つの高校がある町村も結構あ

りますが、自分のところで高校を持ちたいというか、

移管の話題をこちらから振っても、なかなか現実味

がないのです、実際。もう少しそうしたものが出て

くれば、こうした大きい計画にのせることもあるで

しょうが、今、いろいろな市町村が自分の地区にあ

る高校を支援する形が結構出てきています。支援し

ていくだけではなく、移管して自分で持てば学校を

なくさなくて済むというところまで、もう少し機が

熟してくれば、それはある程度、大きい計画にのせ

ることもあるでしょうが、今は聞いていても、こち

らから押し付けで「いかがですか」という雰囲気で

はない感じがして、以前から御意見頂いていますが、

そうした雰囲気はあるかと思っています。

多分、大きな市よりは、１町１校のところだと思

いますが、そうしたところに関しては、お礼を言い

ながら、この学校をこれからどうしていくかという

話は、常々、市町村としていますので、その段階で

今のような話が出てくれば、ここにのせながら進め

ると思うので、後期に向けて、また検討させてくだ

さい。
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小原正晃委員（分科員）

では、これについてはまずいいです。

鶴田有司委員（分科員）

では、その関連で質問します。この間、委員会で

熊本県へ行ってきました。高森高校に行きたいとい

う私の念願を委員長が酌んでくれたのですが、参考

になりました。県立高校であれだけ魅力的な学校を

造れるのかということでしたが、行きましたら、恐

らく情報は御存じだと思いますが、熊本県は県立高

校の在り方検討会というものを行っていたのです。

令和３年から令和６年にかけて行っているさなかに、

各高校の魅力アップのための取組を教育委員会が進

めてきたと。教育委員会に高校魅力化推進室を設置

し、各高校が魅力アップへの取組を行ってきた中で、

令和５年に高森高校がマンガ学科 学科再編で、

普通科グローカル探究コースとマンガ学科、２つ作

ったと。

ですから、そこから始まって、恐らくもともとそ

うした下地があったと思いますが、ちょうどタイミ

ング良く、そういう魅力アップの対策を県教育委員

会で始めたと。それは地元の町と、それからコアミ

ックス 個別の名前を言ったらうまくないのかも

しれませんが、漫画に関係する民間の会社、オーナ

ーが地元の方 その町ではないそうですが、熊本

県の方だったそうで、三者がたまたま一緒になって

……。四者協定となっている。高森町にありますが、

そこでたまたまそれが出来たということ。

熊本県は、もともと熊本市にみんな集まってくる

傾向があり、それではうまくないため、それぞれの

地域の学校を魅力を上げようと。特に今、授業料、

高校まで無償化になる方向に来ているわけです。そ

うすると、私立高校が魅力アップしていく 秋田

県の私立高校も数少ないですが、大分変わってきた

と私は思います。何か、県立高校に行きそびれた方

が行っているかという、以前はそんなイメージがあ

りましたが、今はそうではなく、その学校に行きた

いという取組を大分、最近行ってきているのではな

いかと思います。そうすると、やはり県立高校も、

ただ単に子供がいなくなってきたから統合すること

はないと でも現実問題、子供がいなくなってき

ているため、統合せざるを得ないとは思いますが、

その魅力をどうやってその高校が持つかと。ただ単

に横手の西地区３校を統合させればいいとか、湯沢

の学校を一緒にすればいいとか、そうではないと思

うのです。それはそれで行っても、その高校がいか

に魅力を付けるかだと思います。

よって、自治体が持つようにという一文を入れて

もいいのかもしれませんが、それ以上に魅力アップ

の方向性を、ここで強く打ち出していくことも大事、

むしろそちらのほうが大事ではないかと私は思いま

すが、どうですか。

高校教育課長

県立高校の魅力化、またそれぞれの学校の特色化

を図っていくことは、非常に重要であると思ってい

ます。その中で、やはり生徒が少なくなってきたか

ら、ただ統合ということではないのは、私もそのと

おりだと思います。

それぞれの幾つかの学校が統合していく中ではあ

りますが、ではその統合する学校がどのような魅力

を持って、県内外から生徒が集められるように特色

化を図っていくかは、まさにその地域の資源や、そ

れぞれの立地、また、これまで積み重ねてきた各学

校の背景を、地域との協議でどう作り上げていくか

だと思います。実際に横手地区の統合校について今、

進んでいる話合いでも、地域の方からも意見を頂き

ながら、どのような学科構成といいますか、総合学

科の中での系列を作っていくかは、まさに議論中で

すので、地域の意見も聞きながら、魅力化を図って

いく、それは地域との対話の中で行っていくことは、

引き続き進めていきたいと思います。

鶴田有司委員（分科員）

横手は横手で、地元とも打合せながら行っていた

だき、そちらのバックアップも当然、お願いしたい

わけですが、ほかの地域もこれから 既に統合が

スタートしている学校もあるわけですから、その魅

力アップも行っていかないと、これからどんどん少

なく……。選ばれる学校になっていかないと そ

の地域にある学校としての存在価値も、もちろん高

めていかなければなりませんが、選ばれてその学校

に行くという、そうした学校づくりをしていかなけ

ればならないとなると、この第八次計画、それから

この後の計画も当然、出てくるわけですが、魅力ア

ップにもう少し注力して……。ただ単に「ここが今

度このように学校が一緒になりますよ」、「大館３

校を２校にしますよ」、「由利本荘はこうなります

よ」というだけではなく、その上で魅力アップをど

う持っていくかを、意識付けできるようなことを行

っていったらどうかと思いますが、その辺はどうで

しょう。

教育長

今、見ていただいている４ページのナンバー２の

資料は、今後の再編に関して「魅力ある」という言

葉が使われていますが、タイトルが「特色ある学校

づくり」となっていますので、ここに書かれている

ことは我々からすれば、まず新しい学校なり、今の

学校もそうです。新しい学校も、魅力ある、特色あ

る学校を造っていこうとの記載だと思っています。

実際、私学がこれから非常に伸びるだろうと今、

言われている中で、公立も取り組んでいかなければ

ならない。これは、文科省も大分そこに力を入れて
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いますし、我々としても、今ある公立高校を何とか

魅力アップしていくことは頑張っていこうと思って

います。さらに１５年先を考えれば、ほとんどの学

校が統合の対象になってきます。今ある学校は、魅

力アップはできても、大きな学科再編は簡単にいか

ず、統合のタイミングは、一つ、その学校が変われ

るタイミングであるため、横手の３校もそうですが、

この後、ほかの地区も全部出てきますので、いろい

ろな地区で協議してもらい、その地区でどのような

特色ある学校を造れるのか、子供たちが通うにはど

ういった魅力があるかを話し合ってもらい、我々も

入りながら、統合のタイミングで新しい学校の魅力

を図ることは大事かと思っています。

そういう意味でこれから、今ある学校も、統合計

画のある学校に関しても、委員おっしゃられたよう

に魅力アップをまず頑張って行っていかなければな

らないなとは思っています。

鶴田有司委員（分科員）

最後にしますが、私立の学校が大分、変わってき

たと先ほどお話ししたように、秋田県内でもそのよ

うに感じているわけですが、県立高校も魅力アップ

させることによって、お互いに切磋琢磨して全体的

に底上げができれば、いつの間にか他県からも随分、

来るようになってきたなというぐらいの スポー

ツ関係で来ている子供も一部おり、その代わり出て

いく人もいますが、そういう、お互いに切磋琢磨し

ていい学校づくりを……。これからは特に選ばれる

学校を造っていかなければならないことに特に力点

を置いて、もう少し何か書きぶりもあるかと思いま

すが、どうでしょう。

高校教育課長

まさに選ばれる学校、非常に重要だと思います。

全体的に今回の計画、魅力を向上させ、また特色を

作っていく、今の特色も伸ばしていくというところ

になっていますが、今、頂いた御意見も踏まえなが

ら、後期計画等々に向けて進めてまいりたいと思い

ます。

鶴田有司委員（分科員）

是非、お願いします。

渡部英治委員（分科員）

今の八次の総合計画。魅力ある学校という中で、

大農太田分校の停止は前から出ていますが、先ほど

の施設整備室の、第２期あきた公共施設等総合管理

計画の素案では、太田分校が廃止との表現になって

います。今までパブリックコメントや何か行ってい

るときには停止までは表現していましたが、廃止と

いうのが、私の認識では今回、ズバッと出たなと。

高等学校の計画と今の整備室の出している公共施設

等総合管理計画の、整合や何かは併せて、今回、そ

うしたものが明確に出たと受け止めていいのか。そ

うなると、やはり地元として停止までは分かる、将

来はそんなことはあるのだなと。でも、太田分校の

関係は、いろいろな活用を、地元も含めながら、今、

物を描いているはずです。今の段階で停止が即イコ

ール廃止と公になっていいかどうかだけ、確認した

いのです。その辺はどう受け止めたらいいでしょう。

総務課施設整備室長

総合管理計画については、期間が同じ１０年間で

はありますが、その１０年間にその建物をどうする

かの観点で書いております。当然ながら、学校が募

集停止になって使わないとなったときには、校舎は

基本的には除却せざるを得ないかと。使い方の検討

もありますが。というものを考えていったときに、

一応廃止の方向を出していますが、当然、それは総

合整備計画の内容に沿ってということであります。

最後、先ほどお話ししたように、その内容がもし

変更してくれば、当然、変更はあり得るとの注釈は

付けさせていただきたいと思います。

渡部英治委員（分科員）

私が言いたいのは、いずれ停止までは地元も理解

していると思いますが、いろいろな活用などが出て

きたときに、いきなりそういうことで廃止、決まり

でしょうと前面に出てしまうと、やはり地元対応、

いろいろな父兄、地域の問題も出てくるため、今は

停止の状態で、将来はそのことも視野に入れている

が、活用方法も念頭に置きながら検討していく余地

があることを、私は地元に言っておかなければなら

ないのですが、そうした言い方でいいのかどうか、

そこ一応。

高校教育課長

今、頂いた御指摘は、もちろん今回お出ししてい

る２つのものについては、それぞれ高校教育課と施

設整備室と、どちらでもよく話をして決めてという

か、出しているものですが、おっしゃるように地元

というか、地域への説明は、これから丁寧に行って

いく必要があると思います。

【何事か呼ぶ者あり】

委員長（会長）

施設の活用。

【何事か呼ぶ者あり】

総務課施設整備室長

今、現行の計画では、使わないことを前提に書い

ているため、廃止という表現をしておりますが、動

きが変わってきて他用途で使う場合、それから学校

でいくのかどうか、いろいろな考え方があると思い

ますので、その場合は表現が変わることがあります。

それは他の施設の存続もある意味同じものと考えて

おり、年度、年度で計画の見直し、修正はしていく

必要があると考えています。

小原正晃委員（分科員）
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八次計画の確認で、別冊資料３５ページの横手地

区で、平成、雄物川、増田高校を再編整備すると。

３６ページの辺りに、現増田高校敷地で令和１３年

４月を開校予定とするとあります。先ほどから魅力

ある学校づくりで、マンガ学科の話、この間ずっと、

僕らも勉強してきたし、要望してきたつもりです。

そうした中で、令和１３年を開校予定とする場合、

最終的にいつまでに土台が整っていれば 例えば

学校を造るとき、先ほど教育長からもあった統廃合

のときだと、もしかすればそういう議論になるかも

しれない。ただ、学校を造ってからでは、やはりそ

こに合わせていろいろなものを付随させていくこと

が、なかなか厳しくなるとすれば、いつ頃までに議

論を終わらせていないと開校に間に合わないのか。

時期的なリミットがあるのか、教えていただければ。

高校教育課長

開校までの間にどのような学科を設置するかは、

来年の冬をめどに、教育公安委員会でも説明したい

と思っております。それまでの間に、今、学校を中

心とした基本構想の検討委員会で検討を進めて、基

本構想をまとめて、こちらで御報告をさせていただ

くイメージです。

小原正晃委員（分科員）

リミットが来年の冬ですか。大分前のような気が

しますが、それ以降は動かないのですか。というの

は、先ほど鶴田先生からもありましたが、コアミッ

クスという民間の会社との連携、活用や、市町村と

の連携など、いろいろなところで協議が必要になっ

てくると、実際行ってみて感じました。宿泊施設や

設備、場所など、いろいろなものが議題になってく

る中で、１年で期限は、あまりにも早い、拙速では

ないかと思い、最終的に、もう少し延びることはな

いですか。

高校教育課長

実際の開校は令和１３年ですが、新しい学校のコ

ースでの募集は、令和１１年の入学生からになりま

す。それは先日、男鹿の統合校で御説明したのと同

じであり、統合した開校時に１年生から３年生まで

同じ学科、同じコースで開校することになるため、

そうすると令和１１年度の１年生から同じ学科、同

じコースで積み上げていくイメージになります。校

舎の統合とコースの設定とで少しタイミングが違う

ため、そこから逆算する、つまり令和１１年度の入

学生のことを考えますと、令和１０年のうちに入試

がありますので、なかなかそれでもかなりタイトな

スケジュールのため、来年の冬には基本構想はお示

ししたいところです。

総務課施設整備室長

今のものに加えて、施設整備室では学校の整備も

それに合わせて行わないといけませんが、令和１３

年開校のためには、前年、前々年 令和１１年、

令和１２年には校舎の整備もしていかないといけな

いかと。加えて現在は、官民連携の手法をというこ

とで、今、男鹿地区も９月議会で提示いたしました

が、必要な手続がその前にさらに２年くらいかかる

と。そうすると、それに向けて、当然ながら構想が

ないものを外にお出しするわけにはいかないため、

一応それを逆算していくと来年の冬が、一つのリミ

ットとは考えております。

高橋健委員（分科員）

高校教育課長に確認させていただきたいことがあ

ります。

地域みらい留学の制度は御存じですか、私、あま

り詳しくないので……。私の知り合いの方が、こう

したシステムというか、捉え方があるというのです

が、県教委でこの議論はありますか。

高校教育課長

地域みらい留学は、今、実際に男鹿海洋高校、矢

島高校、角館高校が参画している枠組みです。地域

みらい留学 プラットフォームがあり、そちらに

参画することで県外からの生徒募集をより魅力的に

というか、効果的に発信できるものです。

高橋健委員（分科員）

これは、たしか国も推している制度といいますか、

そういったシステムだったと思いますが、これ……。

私も含めてですが、あまり認知度はないと思います。

これを進める中で、やはり市町村の 正直言うと

首長のやる気が非常に大きいと思いますが、各市町

村から相談や問合せはありますか。

教育長

先日、知事と首長の懇談会があり、私も出ました

が、要望にも地域みらい留学の内容がありましたし、

意見交換のときには５、６人の首長がこの件で是非、

是非みたいな、結構、関心を持って話をしており、

それを聞いたほかの首長もいますので、意外と関心

を持っていらっしゃるのではないかと。

高橋健委員（分科員）

私の実家、湯沢です。湯沢翔北高校雄勝校も、ひ

そかにそういった使い方といいますか、利用価値が

あるのではないかと、地元の一部ですが議論があり、

また、羽後町や、近隣の横手の学校など、いろいろ

なお話を聞く機会がありました。お話と制度を聞く

と、県教委が旗振り役をするより、やはりその学校

がある自治体の首長が旗振り役をしないと難しい感

じを私は受け止めました、制度を含めて。

ただ、先ほどから議論になっていますが、魅力あ

る学校と言っても、やはり首長が旗振り役で先頭に

立って切っていくのは相当勇気の要ることだと思い

ます。そうしたときに、「県教委でも、あなたたち

の頑張りを伴走支援する」との働きかけがあるだけ
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で、間口は一気に広がると思います。その辺、教育

長、どのような考えをお持ちですか。

教育長

まず、その会議のときにも私、話をしましたが、

男鹿海洋高校が秋田県の突破口でしたが、これは県

教委が始めました。ただ、全国を見ますと、やはり

市町村がこれに加入して、県立高校に関しては県が

バックアップして一緒に行う形です。大事なのは、

今、委員おっしゃられたように、魅力がなければ結

局、入る意味が全くなくて、まず魅力作りが非常に

あって その点、男鹿海洋高校は洋上風力など、

いろいろあるため県外からも結構今、来ています。

そういう意味で、一つ学校の魅力を出すということ。

これは、我々の責任でもあるし、市町村から応援し

ていただくと。もう一つは、やはり市町村の協力が

ないことには絶対行えないため、そこに関しては生

活の支援含めて市町村にお願いする。よって、もし

市町村でこれに関心を持っていただき、県教委に話

してもらえば、まず一緒に行っていこうと話をして

いますので、是非、言っていただければ。

ただ、全国いっぱい入っていますが、全く人が、

県外から来ない学校もたくさんあります。よって、

そう簡単でもないとは思いますが、そういう意味で

一緒に魅力を作りながら県外から呼び込んで、その

子をサポートしていくシステムを作りたいので、ど

んどん意見を言ってもらえればなと思います。

高橋健委員（分科員）

非常に心強い答弁を教育長から頂き、うれしく思

っております。

その関連といいますか、ずれるかもしれませんが、

今回の一般質問で自民党会派の佐藤信喜議員から、

バイク免許の取得の話がありました。実を言うと、

これは郡部に住む人間にとって 生徒本人もそう

ですが、保護者に関しても、非常にこれから意味が

大きくなってきます。というのは、合併して学校の

校舎が離れると、そこまでの通学の距離は間違いな

く長くなります。そうした場合に公共交通を使えな

い地域は非常に多くあり、湯沢雄勝で言うと 名

前出してもいいのでしょうが、東成瀬村であったり、

旧雄勝地域で言うと秋ノ宮地域や、院内地域など、

郡部でも少し離れた場所というか、その子たちが学

校に登校するのに非常に困るのです。私の世代には、

高校生の子供を持つ親世代が結構おり、自分の仕事

も抱えて、自分の通勤もあるにもかかわらず、子供

の通学のためにも車を出さなければ駄目、時間がず

れていて家族の協力がないと駄目となったとき

信喜議員の話に戻りますが、原付の免許が取れれば

非常に……。法律上、１６歳で取れるはずですが、

現在、秋田県の高校は原則禁止になっているのです

か、それとも校長先生に委ねる、状況を見ながら許

可を取らせる、どういった感じの状況になっている

か教えていただけますか。

高校教育課長

現在、バイク免許の取得は、ほとんどの高校で原

則禁止となっています。

高橋健委員（分科員）

信喜議員の一般質問で、そういったことも加味し

て質問したかったのだと思いますが、いかんせん一

般質問の形上といいますか、なかなかそこまで踏み

込む時間と、一般質問の内容を詰め込むことができ

なかったと思うので、所管の委員会でお話しさせて

もらっていますが、原則禁止のルールを変えること

はできないでしょうか。

高校教育課長

今、原則禁止と申したのは、基本的に各学校のい

わゆる校則で決まっているもので、県教委から各学

校に「禁止せよ」と言っているものではありません。

したがって、その校則を変えることは、あくまで学

校長が行うことになるかと思います。ほかの答弁で

申し上げたところもありますが、時代に合わせて校

則を変えていく流れは、それぞれの学校で持ってい

るため、その辺は校則全体の見直しの中で検討の余

地があるかと思います。ただ、なかなか、やはりバ

イクの安全面での配慮も考えた上で判断というか、

検討していくのではないかと思います。

教育長

我々、高校の頃は、実際乗って来る人もいました

し、広域になれば移動が大変なことはよく分かりま

す。一方で、今、あまり 今回、質問ありました

が、いろいろなところから例えばバイクを考えろと

の議論、あまり我々に入ってきていないのです。例

えば保護者やＰＴＡ、あるいは警察など、社会的な

ことも含めて、世論みたいなものをもう少し見ない

と駄目かと私は思っています。東北全体が禁止とい

うか、あまり認めていない方向に結構あり、乗れる

期間も限られています。さらに原付５０ｃｃが廃止

になり、今度、バイクが１２５ｃｃと大きくなるた

め、答弁で述べたように事故等が心配される 実

際、我々、学校の長い経験で何人もバイク事故でけ

がしたのをいっぱい知っているというか、結構知っ

ているため、なかなかそうしたものは心配な部分が

多く、踏み切れないことがあって、学校にもどんど

ん変えろとも言えない部分が……。もう少し、いろ

いろな人の意見を聞きながら、どのような状況かは

見ていく必要があるのではないかと思っています。

高橋健委員（分科員）

教育長のおっしゃるのもすごく分かりますし、そ

うだと思います。ただ、原則禁止との固定概念があ

る中で、なかなか新しい議論は、問いかけない限り

は、やはり生まれてこない話だと思いますので、そ
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れをあっせんする動きとはまた別にですが、そうい

った議論の場を是非、現場の先生、保護者を含めて

進めていただきたいと思います。

あと、教育長、バイクの免許持っていますか。私

は持っていますが 私は限定解除も持っており、

武浩先生も持っていますが、小さいバイクより大き

いバイクのほうが安全です。かえって５０ｃｃや原

付だと危ないのです。よって、そういった意味では、

教習所できっちり免許を取れることは、間違いなく

それまでのルールや体の使い方は、教習所で身

に付けるものなので、その辺は安心してもいいかと

思いつつも、やはり安全が第一なので、そういった

意見も分かりますが、郡部の保護者の中で、子供が

安全に自分で通学できればいいなという、一つの議

論があることだけは覚えていただきたく、提言させ

ていただきました。

教育長

バイクの免許はないですが、大学の頃はスクータ

ーに乗っていました、今は怖くて乗ろうとは思いま

せんが。今、お話しされた部分に関しては、例えば

ＰＴＡ、あるいは地域生研という先生方の、地域の

生徒指導の……。いろいろなところで議論、話題に

して、どのようなお考えがあるかと。もしかすれば

生徒も何か考えていることがあるのか、その辺りは、

聞いてみたいと思います。ただ、免許を取ると高校

生はどんどん乗りたいし、スピード出したくなるし、

運転はまだ下手であるため、本当に、そこはかなり

心配ではあります。

小原正晃委員（分科員）

前にも聞き取りさせてもらった、県立学校のクマ

対策ですが、秋田高校や五城目高校などは、いろい

ろな敷地内の木の伐採で、何百万円も掛かったとの

話を聞いていますが、それ以外の学校で要望が来る

うちの学校の木は危ないなど、いろいろあると

思いますが、そこはどう対応されているのか。優先

順位も含めて。

高校教育課長

木の伐採については、まず五城目高校、秋田高校

を進めて、この後、横手城南高校でも伐採をする要

望は上がってきているため、対応していきたいと思

います。

また、そのほかでも必要な、例えばクマよけホー

ンや忌避剤、そういったものも全校にアンケートを

取り、それぞれの学校で今、持っている運営費で対

応していただいている部分もあります。それでも足

りない場合や、急ぎであれば、こちらに要望を上げ

ていただいて、順次、お金を配当して対応しており

ます。それぞれスピード感を持って行っております。

小原正晃委員（分科員）

城南高校もよろしくお願いします。プラス、そこ

以外にも上がってきていないですか。いろんな木が

ありますよね。イチョウ、柿、食べ物になる木とか。

支援学校も含めて。

特別支援教育課長

特別支援学校関係では、大曲支援学校でクルミの

木、６本伐採の要望があり、対応する予定になって

おります。

小原正晃委員（分科員）

あと、ないですか。

高校教育課長

木の伐採も、先ほどいろいろ必要なものを聞くと

きに要望を併せて確認して、今、順次対応していま

す。聞き漏れがあるとか要望が上がってこなければ

ということではなくて、一応皆さんに聞いて上がっ

てきたものとなります。

総務課施設整備室長

木の伐採について、高校教育課、特別支援教育課

から聞き取りしたものを我々ももらっており、仮に

全部切ると数千万円単位でお金が掛かる状況になっ

ております。周辺の木と学校の木が隣接していると

ころも多いため、学校だけ切っていいのかの問題も

ありますし、今、国でクマのパッケージで補正予算

も上がっておりますが 関係する部局としては自

然保護課に、その交付金の対象事業があり、そちら

にも照会しておりますが、もともとの経費が非常に

少なく、全国で３５億円という金額で、県への配分

となると幾ばくもないと。それを各市町村へも分配

しないといけないため、教育委員会を優先して使わ

せるだけの余裕はないのが実情であり、状況を見な

がら、最小限切れる部分に……。雪解けのときにま

た確認をしていく必要があるのが現状です。

小原正晃委員（分科員）

びっくりしました。是非、これ必要だと思うので、

県費で行わなければできないあれかもしれませんが、

国でもこうしたパッケージを作っているのであれば、

それ相応の配分をしてもらわなければ……。生徒た

ちの命、安全を守っていく必要があると思うので、

是非、要望してもらいたいことが一つと、市町村で

も同様に、その学校の木だけではなく、通学路の木

も含めて、自分たちが所有する木の伐採への支援が、

あちこちの県内市町村で行われているはずです。私

の市でも行っていて、５万円ぐらいの補助がありま

すが、ある程度の人気というか、需要があって、手

が挙がってくるようで、来年も考えているとの話で

した。１本切れば、その処理も含めて２０万円から

３０万円ぐらいするとのことで、なかなか踏み切れ

ないのが現実のようです。

是非とも、子供たちの安全も考えていくと、通学

路とすれば、住宅や空き家なども行っていかなけれ

ば総合的な対策にはならないと思っていて、市町村
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だけのパッケージではあまりにも……。正直そこも

脆弱で、やり切れない人たちもいるようなので、是

非とも子供たちの安全対策、通学路の観点でも

先ほども高校の通学路があまりに遠いとの話もあり

ましたが、いろいろな統廃合が進んできていて、例

えばバス停まで歩いていくといっても、親たちにし

てみれば不安ですよね。駅まで行くといっても、も

うどこにも出ていて不安な中で、学校施設はしっか

り取り組むことを含めて、同時に通学路の安全も併

せて、他部局や市町村との連携になると思いますが、

行っていただきたいと強く要望したいと思いますが、

御回答を頂きたい。

高校教育課長

今回、学校にもいろいろ聞き取りをしたときに、

やはり民家や所有者が分からないところの木は、学

校では非常に手を入れにくいとの話は聞いています。

そうしたところでいくと、通学路に学校がどれだけ

介入できるかは、難しい部分もありますが、いずれ

それぞれの学校の生徒の安全面から必要な対策、学

校周辺の安全確保も含めて必要な対策はしっかり取

っていけるように、それは庁内もですし、他部局と

の連携も必要だと思いますので、取り組んでいきた

いと思います。

小原正晃委員（分科員）

ここに関しては、保護者の皆さんや子供たちも、

物すごく怖くて、登下校させたくないとか、怖いと

いうことがすごく多いですよね。だから、是非とも、

このような要望があることは国にも強く言ってもら

いたい。一般財源でやれと言ってもできないという

か、お金も限られていて、なかなかできず、来年度

も取組が進まないとすれば、本当に不幸なのは子供

たちや住民だと思うので、こうしたことは強く国に

も要望してもらいたいと思うし、県で早急に行わな

ければならないところに関しては、なるべく早く行

っていただいて、プラス、ゾーニングは山のところ

多いですよね。高校や特別支援学校も、クマの隠れ

るところが多い中で、しっかり木の……。木だけで

なく、下刈りやゾーニング、電気柵の設置、街灯も

もう少し増やしていかなければならないなど、いろ

いろな対策は必要になると思います。個々の学校か

ら上がってきた対策になるべく応えていただきたい

と要望して、一言頂きたいと思います。

高校教育課長

おっしゃるように、それぞれの学校の要望にでき

るだけ沿えるように、この後、予算の執行状況を見

ながら適切に対応していきたいと思います。

鶴田有司委員（分科員）

部活動の地域移行について質問したいと思います。

地域差は恐らくまだある 大分進んでいるところ

とそうでないところと、あると思いますが、重要な

点の一つが、指導者をどのように確保するかだと思

いますが、今、登録はどの程度ありますか。

保健体育課長

スポーツの指導者登録システム、今日時点で

２３８名の登録があります。

鶴田有司委員（分科員）

これは比較的多いと思うか、それともまだ、やは

り足りないか……。恐らく地域差もあると思います

が。

保健体育課長

次期総合整備計画の指標にも上げており、将来的

には４００名、５００名、さらにもっと登録しても

らえればありがたいです。今年度、一気に登録者数

増えていますが、逆に、指導者が足りない、足りな

いとの声がありながら、需要というか、必要だとい

う声が、なかなかこちらに届かない問題もあり、我

々、こうした形で指導者登録していることを、もっ

ともっとＰＲしていく必要もあると感じております。

鶴田有司委員（分科員）

その辺、是非、お願いしたいと思いますが、私は、

学校の先生の存在も非常に大きいと思います。一般

の方で指導者として適格な人がたくさんいればいい

ですが、やはり人数も限られてくると思います。専

門性、指導力もあると思いますが、そういう意味で

は、私は学校の先生も是非とも行っていただきたい

と思います。その辺は今、学校の先生の登録も結構

ありますか。

保健体育課長

具体的な数字は今、出せませんが、学校の先生で

も登録してくれている方もおりますし、現に兼職、

兼業して、我々が把握しているところで、２名の先

生が休日に学校以外で指導してくれている事例もあ

ります。

鶴田有司委員（分科員）

この間、県南地区のスポーツ協会で情報交換をし

た際に、部活動の地域移行の進み具合の情報交換も

行いました。指導者の登録についても話が出て、一

部の地域でアンケートを取ったら、あまりいなかっ

たと。ところが、個別に聞くと、実はやりたいとい

う声があったとのことです。恐らく、学校で止めて

いるわけではないと思いますが、いわゆる働き方改

革の一環で、残業につながっていくのか、もうボラ

ンティアで、ここからは違うと 休日に出ていく

というと、またはっきりとすると思いますが、そん

なことで手を挙げにくい環境があるという地域の話

が出ておりました。

地域性がある話かどうかは分かりませんが、私は

横手の教育長にも話を聞いたら、横手の教育長も、

指導者の中では学校の先生も非常に大事な存在だと。

ある程度、慣れている方も多いわけですから。皆さ
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んやりたいという できればやりたくない人も、

もちろんいるでしょうが、でも学校の先生の存在も

大きいとの話も私は聞いていただけに、残念な話が

出てきましたが、その辺、もう少し取り組んでいた

だいて……。先ほどのバイクの話ではありませんが、

別に止めているわけではないと私は思っております

から、そういう意味では、登録に積極的につなげて

いただける環境作りをきちんとしてただければと思

いますが、その辺どうですか。

教育長

これも市町村の話を聞いていますと、まだまだ兼

職、兼業のシステムを使って先生が休日に地域のそ

れを行うには、まだいっていないような気が私もし

ます。２人という話はありましたが、一定数、希望

する先生方もいますし、将来的には、やはり先生方

の力は大きいのではないかと思っています。

今後、指導者確保では、各市町村とも希望する先

生方に兼職で行っていただくことは多分出てくるの

ではないかと思います。まだその途中なので、本人

も、あるいは学校や地域も、まだ何か行き渋ってい

るみたいなことがあるのではないかと思います。我

々のほうでも、そうした制度があるし、もし希望す

るのであれば、そうしたものを使って行ってもらえ

ばいいし、地域においても、この先生にお願いした

いということがあれば声をかけやすいような雰囲気

は、我々も話をしていきたいと思います。

鶴田有司委員（分科員）

是非、お願いします。そのような環境も作ってい

ただきたいと思いますし、私は指導者ではありませ

んが、関わっている一人としては、指導者における

学校の先生の存在は非常に大きいと思いますし、そ

の地域のためにもなるだろうと。やりたい先生がい

るのであれば、そうした、手を挙げやすい環境も作

ってもらえればと思いますので、是非ともよろしく

お願いします。

小原正晃委員（分科員）

スポーツの県外進学のアンケート調査の新聞記事、

この間、拝見しました。まだあれだと思いますが、

これ、どのような方向で、どのくらいで出てきます

か。

高校教育課長

先日、第２回の会議でアンケート結果をお示しさ

せていただきました。会議でもいろいろな立場の方

がおり、非常に……。委員長ともよく話をしていま

すが、かなりまとめるのが難しいと思っております。

ただ、年度内には一定の方向でといいますか、委員

会から報告書を頂く予定となっており、その結果は

また改めて御報告をさせていただければと思います。

小原正晃委員（分科員）

私も知り合いの保護者といろいろ話している中で、

入試制度も大きく関わったとの意見も実際に聞いて

います、同じ保護者として。というのは、なかなか

学力のところで追い付かなかったという子供に、早

めに私立高校から声がかかっているとき、すごく魅

力的だった 経済的な面も、施設や指導者の面も、

学力の面でも魅力的だったというような……。全て

が全て入試制度とは思いませんが、複合的な要因は

物すごく関わっている 入試制度だけでなく、声

がかかる時期や、お金の問題など、いろいろあると

思うので、まとめるのは難儀だと思いますが、記事

を見れば、それほど入試制度と県外入試は関連して

いないがとの委員長からの意見も……。様々な意見

が出ているとのことですが、すごく複雑に絡まって、

１個だけではないですが、原因の一つであることは、

私もいろいろな人の事情、話を聞いて、一つあると

いう認識でいます。２２.３％が多いのか少ないのか

は、分かりませんが、まとめるときに、報告を出し

てもらうときには、より客観性を持って、複合的な

ところを少しひもとくような報告書を出して、なる

べく理解しやすいものにしてもらいたいとお願いし

ておきたいのですが、どうですか。

高校教育課長

会議は、また１月に開催することとなっておりま

すし、今、委員の先生方にも書面で意見のお伺いを

していますので、今、委員に御指摘いただいたとこ

ろもよく踏まえながら、委員長と相談してまとめて

いきたいと思っております。

小原正晃委員（分科員）

あと一つ、東京の学生寮の整備のアンケートが高

校の子供たちに届いている件についてです。

総務課で行っていることだと思いますが、高校生

の大学進学に当たって、東京の学生寮、本当に必要

なのか、いくらぐらいが入れるかとのアンケートが

届いています 私の子供にも届きましたが。ここ

は総務が主体でしょうが、学校を通じて生徒や保護

者に聞いていることもあって、総括の場で話すのが

本当は……。一般質問のほうが適切かもしれません

が、少し関連あると思っていて、こうしたところ、

総務とはどのような連携を取って送り、また、アン

ケート結果、保護者の人たちの要望などをバックア

ップしていくのか、その辺り教えてください。

総務課長

育英会の東京寮については、委員が今、御指摘の

とおり、育英会の今、寮に入っている生徒とその保

護者、将来対象となる、一般の２年生、３年生の生

徒にアンケートを出させていただきました。昨年度

に行った導入可能性調査で、民間の活力を生かした

東京寮の整備の可能性を探りまして、現在、それに

向けて庁内で調整を図っており、そのデータとする

べくアンケートを行ったところです。
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小原正晃委員（分科員）

これは、保護者の話を聞くと、新しくなることや、

近年の物価高騰によって、どのくらいだったら支払

えますかとの質問があって、その質問自体が想定よ

りも高いところにある。結局、これだったら自分で

借りるのとそんなに差がないのではないかと話が出

ていて、近年の部屋数や入居率を見ていても、正直、

費用対効果 どちらを優先するのかも出てくると

思いますし、利活用や、本当にこれが適切なのかと

いう根本的なところから、もしかすると必要になっ

てくる……。むしろ首都圏に出ていく人に寮を提供

することよりも、戻ってくる人たちへの支援をした

ほうがいいとか、奨学金の増額をしたほうがいいと

か、別の支援の仕方もあるかと思っていて、そうい

ったことはいつまでに検討するのか、そもそも行う

のかなど、そこは誰がどう進めていくつもりですか。

総務課長

まさに今、そこを庁内で検討しており、そのバッ

クデータにするべくアンケートを行ったところです。

今後、２月議会に向けて、来年度の当初予算に提案

できるかどうかを現在、調整しております。

小原正晃委員（分科員）

正直、あればありがたいとは思いますが、女子寮

は入居率３割切っている中で、では果たして親がそ

こに入れていくのか、それが求められているものな

のか、立ち止まって考える必要があると、正直思い

ます。いろいろな優先順位だとすれば、そこもそう

ですが、限られた財政では、県内の高校の魅力アッ

プなど 同じ教育分野の予算であれば、そちらの

ほうが下手したら優先かと思っていて、そうしたと

ころも課だけ、教育庁だけではなく、行政経営課や

……。物の存続だけでなく、その在り方そのもの、

本当に必要かどうかも検討していくとは思いますが、

そういう認識でいいのですか。

総務課長

東京寮は、寮自体が今、育英会の所有になってお

ります。下の土地が県の所有となっており、それを

どう存続させていくかの観点で教育委員会としては

考えていますが、委員が今、言われたとおり、そも

そもそれが必要かどうかも含めて、知事部局、財政

当局と今、検討しております。

小原正晃委員（分科員）

しつこくなりますが、育英会の事業としては、求

められているものが寮なのか、もしくは育英会のほ

うをもっとしっかり行うとか、増額するだとか、そ

のパーセンテージを落とすなど、別に求められてい

ることのほうが必要ではないか、そもそもの在り方

から考えるべきだと思います。

東京のあそこの一等地は、今では購入価格から物

すごく高くなっていると思いますし、県の財政難の

中でも、いろいろなものに利活用できる可能性もあ

ると思います。ここは、行っていくことありきでは

難しいのではないかとも思いますので、いろいろ検

討していただきたいと思います。理屈が立つように

お願いします。

総務課長

委員の意見を踏まえ、育英会ともよく連絡、調整

を取りながら検討してまいりたいと考えております。

小原正晃委員（分科員）

あともう一つ、観光連盟で、この間、札幌の中学

校の先生が修学旅行で……。札幌の修学旅行、秋田

県が来るのがトップになったとの話を聞き、一人の

先生の頑張りでそうやっていろいろ修学旅行など増

えていく、観光や教育で影響を与える力は大きいと

思って感動しました。観光連盟からも表彰されて、

大館出身の方ですが、いらっしゃるのだなと思いま

した。こういった教育分野でも、秋田県に多大なる

貢献をされているすばらしい先生がいらっしゃるな

と。そういう先生のような方を皆さんのネットワー

クで発掘していただいたり、教育分野や観光分野の

連携を、どこかで行ってもらいたいなと……。熱意

を持った、たまたま、そういうすごい先生がいて出

来た事例と、一過性で終わらせるのではなく、それ

をつなげていったり、ほかの地域にも波及させてい

って、いろんな交流したり、こっちに来てもらう人

を増やしたり、体験してもらう人を増やすところに

まで落とし込んでもらいたいと思いますが、どなた

か答えていただけますか。

教育次長（久慈隆正）

いずれ修学旅行も教育委員会で行っているわけで

はないですが、学校で生徒の希望も、保護者のアン

ケートも取りながら行っている中で、何となく例年、

例えば高校であれば関西、今は秋田市の中学校であ

れば札幌が多いところもありますので、その辺は、

その先生の力だけでなく、またいろんな人の希望も

聞きながら行っていければいいなと思います。

髙橋武浩委員（分科員）

セミナーハウスについてお聞きします。本県は４

年連続で大雨となり、大きく被害を受けています。

私の地元では、大雨で河川が氾濫するなどではなく、

土砂災害の危険があるとのことで避難指示が結構出

ています。今年、能代市でも市役所や公民館が避難

場所になっていますが、一晩過ごすには環境があま

り良くなくて、そこの地域の自治体の会長が、能代

高校の定時制課程二ツ井キャンパスのセミナーハウ

スを使えないかと、いろいろあったのですが、学校

に聞くと、それは教育庁の管轄なので、学校に聞か

れてもとのことでした。今、４年連続で、これから

もますます大雨の対策が必要になるときに、県内各

地に学校のセミナーハウスがあると思います。それ
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なりに有効活用されると思いますが、こうした大雨

の避難場所として指定されている事例、あるいはこ

れまで、そういった災害時に活用された事例など、

避難場所として使用できる可能性も含めて教えてい

ただければと思います。

総務課施設整備室長

全県の高校、特別支援学校、一部の社会教育施設

も、市町村からの指定を受けて避難場所になってい

る学校がほとんどです、なっていない学校というか、

市町村もありますが。ただ、避難場所として指定さ

れているほとんどは体育館 いわゆる一定人数を

受入れ可能なスペースとしての体育館となっている

のが実情です。

今、お話のありましたセミナーハウスは、まさに

簡易なベッドがあって、泊まれる可能性はあると思

います。各学校で、基本的には体育館を避難場所と

しながらも、一般質問等でも出ておりますが、例え

ば冷暖房などを考えたとき、体育館にはそうしたも

のがありませんので、その場合はそういった設備の

ある会議室や、教室などを中心に使えるように、今、

具体的にどの部屋をどのような形で使うかを各学校

に指示をして、施設の利用計画を策定していただい

ております。その中の例示として、セミナーハウス

の利用も書いていますが、避難場所で使う場合に問

題になるのは、特にコロナ禍以降、体調が優れない

方を一時的に場所を離して隔離をしないといけない、

そういった場所にセミナーハウスが使えないかを学

校で検討してほしいとお願いしております。

髙橋武浩委員（分科員）

体育館がよく避難場所になって、福祉施設など大

人数を結構収容しますが、今回の事例はそれこそ１

軒、２軒で、本当に数人です。それでもまだ危険な

ので家に帰れないという感じで、自治会の会長が心

配した事例です。

ちなみに、二ツ井キャンパスのセミナーハウスは、

今は使われていないでしょう。活用されているので

すか。

総務課施設整備室長

個別の学校のセミナーハウスの利用状況を今、把

握していないため、使っているかどうかお答えでき

ませんが、基本的には各学校、使える施設でありま

す。ただし、建ててから大分古くなっている学校が

多く、どうしても劣化すると使いづらくなって、そ

のまま使わずに食堂だけ使っている学校も多く、そ

の辺の利用の可否も各学校で判断をしながら、使え

るかどうかを検討していただくことになると思いま

す。いずれ、学校長の判断と考えております。

髙橋武浩委員（分科員）

いずれ、整備はされている いろんな環境の面

もあると思いますが。自治体から市町村に言って、

市町村が学校とその辺協議し、対応できるのであれ

ば活用できる方向で話が進めばいいと思っています

が、そうすると、自治体、市町村から協議する内容

ということで進めてというか、お話ししてよろしい

ですか。

総務課施設整備室長

まさにおっしゃったとおり、避難所の開設は市町

村が行う事務になっており、係る経費も全て災害の

経費から市町村に払われるものですので、市町村か

らの協議申入れがあれば、それに応じる形になるか

と思います。

髙橋武浩委員（分科員）

承知しました。

高橋健委員（分科員）

確認と現状を教えていただきたいのですが、１１

月下旬、大麻所持の疑いで中学校教師が逮捕された、

びっくりするニュースを聞きました。中学校の英語

の先生とのことで、子供たちの現状 本人は警察

管轄だと思いますので、今、当該学校の生徒の状況

を教えてください。

義務教育課長

当該学校には、市町村でスクールカウンセラー等

を配置し、ケアに当たっております。１人眠れなか

ったとの訴えをした子供がいたようですが、それ以

外は、まず落ち着いた学校生活を送れていると聞い

ております。

高橋健委員（分科員）

子供にとっては、いつも勤務態度も良かった先生

みたいですので、英語をいつも教えてくれる身近な

先生が大麻所持で捕まったという、とんでもない事

件を起こしているとなると、やはり心の傷はかなり

大きいと思います。びっくりしたと思います。中学

生という多感な時期にそういった経験をされたこと

は、本当に悲しいことだと思いますので、是非、こ

れも各中学校単位でお任せするのではなく、きっち

り県教委でも支援していくというか、現状を含めた

上で子供たちのケアに努めていただきたいと思いま

すが、どうでしょうか。

義務教育課長

当該学校、それから市町村、県教委、事務所含め

て連携をしながら、子供たちが安心して学校に通え

る体制を作れるように働きかけてまいりたいと思い

ます。

瓜生望委員（分科員）

今、「チェンソーマン」や「ルックバック」は分

かりますか。分かる人いらっしゃいますか。これ、

仁賀保高校が生んだ大人気の漫画家の先生です、ま

だ若いですが。今、実写版「ルックバック」という

アニメの映画が出て、今、にかほ市や、一部、

秋田市で実写版の映画の撮影が行われて、これから
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大々的に発表されていくと。何かこれ、すごく明る

いニュースだと思っております。今、子供が減って

きて、今日の議題もいろいろありましたが、高校を

小さくしていく、何かなくしていく、何かやめなけ

ればならないなど、そういう話が何としても多い中

で、こうした明るい話題で 秋田県で育って、秋

田県が物語の場所というか、本当に自分の町のこと

を描いてくれていて、そういうもので今、本当に全

国的、世界的にも人気があると。

これは投げかけになりますが、何か、今の子供た

ちに対してもですが、これから多分、ほかから人が

来るようになります。それを踏まえた上で、何か子

供たちの未来につながるようなことをできないかと。

すみません、僕もノープランですが、みんなで考え

ていけないかと。例えば、担任の先生に「このよう

に育てた」などの教育論を語ってもらうとか。教育

委員会だけではなく、観光や文化も関わってくると

思いますし、美術館や博物館などとの連携も、いろ

いろ行っていけるのではないかと。当然、横手のま

んが美術館とか……。こういうことを積み重ねてい

くと、将来３校を統合するマンガ学科に向けての機

運が高まっていくとか、もしくはそういう漫画の

熊本のように、事業者が秋田にもそういう拠点を

持ちたい、手伝いたいなどの話になっていくのでは

ないかと思っております。この辺、今後、一緒に考

えていきませんかという投げかけですが、誰に聞い

たらいいですか。

教育次長（久慈隆正）

今、質問あるまで「ルックバック」知らなくてあ

れですが、「チェンソーマン」に関しては、かなり

アニメも見ました。今、調べたところ、仁賀保高校

時代にＣＧのゼロニウムから指導を受けていろいろ

とやって、その伊藤さんは、こちらでも外部講師等

お願いしている人で、そういうこともあるのだと、

質問で知りました。

担任を、という話は、私もこれから考えていきた

いと思いますが、やはり学校の先生だけではなく、

いろいろな外部の人が入って新たな才能を開くこと

はあると思いますので、その辺は……。

また、別件ですが、最近、ニッポン放送のアナウ

ンサーが秋田高校の出身で、その方が「高校時代の

担任の話でアナウンサーをやりたくなった」という

インタビューがあったのですが、そちらも高校教育

課に今、勤めている先生の教え子だったので、その

辺、何がその才能になるかを含めていろいろ協議し

ていければと思いますので、よろしくお願いします。

瓜生望委員（分科員）

本当に学校の先生の影響、そういうものはすごい

と思います、本当に人生が変わるような。よって、

こうしたＯＢ、ＯＧは、すばらしい人たちがたくさ

んいるため、こうした方たちにも力を貸していただ

きながら、何か、より子供たちが夢を持てるといい

ますか……。みんながみんなそうなれるわけではあ

りませんが、でも何か一つのモデルケースとして広

く伝えていくことも必要だと思いますし、それを活

用して、さらに秋田に人を呼び込む、そういったも

のもできていくのではないかと思います。一緒に考

えていきたいなと思いますので、よろしくお願いし

ます。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

保健体育課長

先ほどの鶴田委員の質問に補足したいと思います。

指導者登録システム２３８人中、学校関係者３３

名登録しております。

委員長（会長）

以上で、教育委員会関係の所管事項に関する質疑

を終了いたします。

本日はこれをもって散会し、１２月５日金曜日、

午前１０時に委員会を開き、警察本部関係の付託議

案等の審査を行います。

散会します。

午後４時４４分 散会
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令和７年１２月５日（金曜日）

本日の会議案件

１ 議案第２００号

令和７年度秋田県一般会計補正予算（第５号）

（警察本部の関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第２６７号

調停の申立て及び訴えの提起について

（趣旨説明・質疑）

３ 議案第２６８号

物損事故に係る和解について

（趣旨説明・質疑）

４ 陳情第７号

脳神経関連権保護の条例制定について

（質疑）

５ 警察本部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 瓜 生 望

副委員長（副会長） 高 橋 健

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 武 浩

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 渡 部 英 治

委 員（分科員） 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事調査課 山 崎 友 寛

議会事務局議事調査課 小田嶋 研 斗

教育庁総務課 山 﨑 裕 介

警察本部警務部総務課 雪 松 亮

会 議 の 概 要

午前９時５８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 瓜 生 望

副委員長（副会長） 高 橋 健

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 武 浩

委 員（分科員） 渡 部 英 治

委 員（分科員） 小 原 正 晃

説 明 者

警察本部長 小 林 稔

警務部長 北 條 隆

生活安全部長 角 田 進

刑事部長 髙 橋 等

交通部長 渡 部 仁

警備部長 下 田 淳 一

警務部参事官（兼）首席監察官

畠 山 洋

警務部首席参事官（兼）警務課長

細 川 大 輔

生活安全部首席参事官（兼）生活安全

企画課長 浅 利 守

生活安全部首席参事官（兼）人身安全

対策課長 中 島 一 人

刑事部首席参事官（兼）刑事企画課長

小 野 政 樹

交通部首席参事官（兼）交通企画課長

古 屋 建 一

交通部首席参事官（兼）運転免許センタ

ー長 阿 部 哲 也

警備部首席参事官（兼）公安課長

小 林 雅 彦

警務部参事官（兼）会計課長

鈴 木 昇

交通部参事官（兼）交通規制課長

加賀屋 真

警務部総務課長 淡 路 大 臣

生活安全部地域課長 開 田 広 明

生活安全部サイバー犯罪対策課長

若 松 秀 樹

警備部警備課長 米 沢 雅 也

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

初めに、警察本部関係の議案に関する審査を行い

ます。

議案第２６７号及び議案第２６８号を一括議題と

します。

また、分科会では、議案第２００号のうち、警察

本部に関係する部門について審査を行います。

関係部長等の説明を求めます。

警務部長

【議案［９］により説明】

警務部参事官（兼）会計課長

【議案［７］、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は、一括して行います。

小原正晃委員（分科員）

議案の、横断歩道の債務負担行為のお話です。毎
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年、横断歩道の要望が住民からあって、学校周辺の

安全確認、是非、お願いしたいとＰＴＡや地元の市

町村からも言われております。それにより早く対応

を取っていただいていると思いますが、今年の状況

として、例年と比べてどのような状況か。要望の件

数、スケジュール感を教えていただけますか。

交通部長

債務負担行為については、雪が消えると同時に速

やかに工事に入れるように、例年、４,０００万円を

設定して行っております。

具体的には、県内の通学路には２,５００か所の横

断歩道がありますが、おおむねこれを６年くらいで

全部賄えるように、大体１８％前後で行っていくと。

具体的には、２,５００か所のうち４３５か所をベー

スとして必要箇所を選定し、毎年繰り返し実施して

いる状況となっております。

小原正晃委員（分科員）

大体この２月の時期になればいつも要望させてい

ただいていますが、雪が多い地域 今日も、かな

り昨日から降っていますが、雪の多い地域は、やは

り除雪などで消えるスピードも、ほかの地域よりも

加速的にというか、毎年、毎年消えている感じがし

ており、非常に要望の多い箇所も多いと思うため、

是非とも優先順位の中で予算の関係もあると思いま

すが、消えている箇所で地元からの要望の強いとこ

ろを優先的に進めていただけるようにお願いしたい

のですが、いかがでしょうか。

交通部長

通学路における児童の安全確保は、非常に関心の

高い事項であるため、警察本部としても、そのよう

な箇所を重点的に実施しておりますし、また債務負

担行為での施工以外にも、通学路付近においては、

通常予算の範囲でも必要な箇所は滞りなく実施して

いく方針としております。

小原正晃委員（分科員）

最後になりますが、こうしたところは県民の皆さ

んに一番見えるだろうし、安全、安心を守っていく

のが私たちの大きな責務というか、義務だと思いま

す。もし、ここでの予算だけで足りない事案が出て

きた場合には、県庁、財政にも相談して、ちゃんと

こうしたところに予算を付けてもらえる措置を取っ

ていただきたいと思いますし、我々も是非とも協力

していきたいと思っていますので、そのようなとこ

ろがあれば、こうしたときに議題に出してもらえる

ようにお願いしたいと思います。要望して、まず終

わります。

鶴田有司委員（分科員）

関連で質問します。毎年４,０００万円の設定で債

務負担行為を設定している。ということは、年度内

はここを行うと、おおむねは決まっているでしょう

が 大体６年で２,５００か所を回すと今、部長お

っしゃっていましたから。施工期間の３月辺りは、

まだ雪が残っていたり急に降ったりなど、当然考え

られるわけですが、施行の予定をしている場合には

新年度予算で対応する、あるいは年度をまたいで工

事を行うと。施工期間の図だけを見ると、４月にも

出ているため、そのような対応をするのですか。

交通部長

債務負担行為については、予算の単年度主義の例

外での運用を認めていただいており、通常は、雪が

消えたら速やかに前年度予算を執行する形ですので、

施工の確実な確保の意味では、雪が消えてから、ほ

とんど施工しており、その点は大丈夫かと考えてお

ります。

鶴田有司委員（分科員）

状況を見て施行すると、そういう理解でいいので

すね。

交通部長

そのとおりです。

鶴田有司委員（分科員）

議案第２６７号、警察車両にバックして衝突した

事案のようですが、相手方が、誘導したほうにも責

任があるのではないかとのことですが、そうすると、

誘導は警察官が行ったのですか。

警務部長

この事故は、令和６年５月１４日に仙北市の市道

上で起きたものですが、仙北署地域課の警察官が乗

車したパトカーから停止を求められた相手車両が、

交通指導取締りを受けた後に帰る際、同市道が行き

止まりだったため後退して県道に出ようとしました

が、後方の安全不確認により、後方に無人駐車中の

パトカーに衝突した物件交通事故であります。相手

方が後退する際、警察官２人のうち１人は車両後方

の県道側に移動して、県道側から市道側に車が進入

してこないか確認し、１人は相手車両から少し離れ

た場所に位置しておりました。そして、相手方が約

６メートル後退したところ、パトカーに衝突したも

のです。

鶴田有司委員（分科員）

その誘導したほうにもと、相手方が言っていると

いうことは、その辺は不明確な状況になっているの

ですか。

警務部長

調定前のため詳細な説明は差し控えますが、本件

は、警察官が相手車両の後方で「オーライ」などと

声かけをしながら誘導している際に発生したもので

はありません。警察官が後方の県道側に位置し、ほ

かの車両が来ないか確認している中、相手方が約６

メートル後退した際に停止していたパトカーに衝突

した事故であります。
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鶴田有司委員（分科員）

そうすると、こちら側としては特に瑕疵はないと、

そういう……。

警務部参事官（兼）首席監察官

この事故は、私もこの間、現場で見てきましたが、

非常に説明しづらくて、図面などあればいいのです

が……。まず、県道があります。県道の脇に、多分、

旧道だと思いますが、市道があります。この相手方

は県道を走っていました。プライバシーもあるため

詳細は言えませんが、停止を求める要件があり、今、

部長が説明したとおり、市道、旧道のようなところ

に誘導して止めました。要件が終了して帰る際、相

手方は県道に出ないといけませんが、この市道は行

き止まりになっており、パトカーは相手方の後ろに

止まっています。バックして県道に出ないといけな

いため、一人の警察官が、県道から来る車にぶつか

れば困るため、県道のほうに離れて見ていて 県

道のほうはいいですよという意味です。よって、部

長が言ったとおり、パトカーにぶつからないように

「オーライ、オーライ」と誘導していたのではなく、

県道側の車は大丈夫ですよという状態ですが、相手

方は後日、「警察が誘導していたでしょう」との申

立てをしていると。このように、パトカーに誰も乗

っていない、一方的なというか、そうした事故の場

合は警察側の保険を使わないものであり、相手側の

保険も当初は、このようなパターンは全額向こう側

で負担すると言っていましたが、相手側の保険会社

に対して、相手側が保険を使いたくないとのことで

話合いが進まないため、このような調定の申立ての

状況になっております。

鶴田有司委員（分科員）

念のため。パトカーの停車位置は問題なかったの

ですね。

警務部参事官（兼）首席監察官

２.５メートルくらい後方ですので、通常……。そ

こまで近く止めたわけでもありませんし、市道も幅

員６メートルぐらいあるため、普通にバックできる

状態ではあります。すぐぶつかったのではなく、６

メートルバックしながらぶつかっている、そうした

状況であります。

鶴田有司委員（分科員）

まず、分かりました。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、警察本部関係の議案に関する質疑を終了

します。

警察本部関係の請願はありませんので、次に、警

察本部関係の陳情に関する審査を行います。

陳情一覧表により、審査を行います。

陳情第７号「脳神経関連権保護の条例制定につい

て」を議題とします。

御質問等ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、警察本部関係の陳情に関する審査を終了

します。

次に、警察本部関係の所管事項に関する審査を行

います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

警務部長

【共通資料１「第２期あきた公共施設等総合管理

計画（素案）について」により説明】

刑事部長

【共通資料２「第三セクターの令和７年度運営状

況評価について」により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項に関する質

疑を行います。

質疑は、一括して行います。

小原正晃委員（分科員）

最初に、クマ対策です。一般質問でも今回、物す

ごくみんなから声が出てきたと思っていますが、警

察の皆さんにも大変お力添えいただいて、ふだんの

仕事以上の仕事をしていただいていることに感謝を

申し上げたいと思っています。

このクマ対策に係るこれからの人員、組織などに

ついて、大きくどのように考えていくのか。変えて

いったり、動かしていったりしなければいけない事

例などが出てくるかと思いますが、その辺、教えて

いただけますか。

生活安全部長

クマ対策に関わる人員や組織体制でよろしいでし

ょうか。

小原正晃委員（分科員）

はい。

生活安全部長

クマ出没の際には、各警察署において現場活動、

広報活動等をしておりますし、市町村と連携した合

同での訓練等々を行いつつ、県民の安全を最優先と

して現在、取り組んでおります。それに加えて、ラ

イフル銃を使用しての駆除の部分もあり、体制を整

えており、現時点で新たにまた何かを構築すること

は……。現時点では、はっきり言って、考えてはお

りません。現時点でです。

小原正晃委員（分科員）

仕事内容もすごく増えていると思います。例えば
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私も、子供たちが学校におりますが、学校周辺のパ

トロールも、かなり警察の皆さん 学校側が用意

した警備会社もあるように聞いていますが、警察の

皆さんにも、かなり頻繁に学校周辺を回ってもらっ

ていて、ふだんの業務のほかに物すごく仕事量も増

えているのではないかと思います。そうしたところ

で何か、今年で変わったことは多くありますか。我

々は、増えているのではないかと思ってです。

生活安全部長

県警察において、クマの出没は今年に限ったこと

ではありませんので、これまでもクマの出没や被害

があった際には現場活動、現場臨場して警戒、広報

活動もしますし、当然、出没地域 出没の多発す

る地域においては、地域の通学路を含む警戒活動を

強化する取組をしてきております。これに加えて、

今年の１１月４日から、深刻な状況が継続している

ことを踏まえ、従前よりもパトロール、警戒に当た

る車両を増強した上で通学路の警戒活動を取り組ん

でおります。確かに、車両を増強しており、クマ対

策に従事する人員は増えておりますが、ほかの何か

事件、事故に影響が出ている部分はありませんので、

県民、児童生徒の安全、安心を担うためにも、こう

した通学路の警戒をはじめ、引き続き県民の安全、

安心のための取組を行ってまいります。

小原正晃委員（分科員）

多分、仕事量が増えている中で、本当に感謝を申

し上げたいと思います。やはり保護者からしても、

生徒や住民の安全、安心を守ってもらえることは非

常に大きい取組だと思いますし、これからも多分、

来年以降ももっともっと仕事が増えるだろうと予想

されます。よって、あまりそこまでは増えていない

とおっしゃいますが、働く人たちの環境整備 住

民の安全を守ってもらうことは一番ですが、行う職

員の皆さんの環境整備、残業なども含めて、いろい

ろしっかり、そうしたところはコントロールしても

らえるようにお願いしたいと思います。

島田薫委員（分科員）

今、話題になりました、クマ駆除対応プロジェク

トチームについて伺います。

秋田には２チームが構成され、そこに県外の応援

も来て混成チームとなっているとの報道がありまし

たが、今後、訓練していくことによって、そういう

県外との混成ではなく、県内だけのチームが編成で

きるようにしていくお考えはあるでしょうか。

警備部長

ただいまの質問について、現在の状況ですが、

１１月６日より、他の都道府県警察から応援いただ

いております。派遣された応援部隊と秋田県警が今、

合同で４名１組のチームで、これを２組編成してお

り、警察官職務執行法に基づくライフル銃を使用し

て、人里に侵入してきたクマを駆除することができ

る体制を構築して、１１月１３日からその任務に当

たっています。

ちなみに、この対応ユニットは４人の構成ですが、

現場責任者が１人、現場指揮官が１人、撃つ射手が

２人の編成になっております。委員がおっしゃった

とおり、現在は他県からいただいていますが、これ

については今後、クマ被害の発生状況を見て適切に

判断していくこととなりますが、秋田県警において

も、しっかりクマを駆除できるスタッフを育成しな

がらクマ対策に当たっていきたい、対応能力の強化

を図ってまいりたいと考えております。

島田薫委員（分科員）

例えば今後、被害の拡大などがあった場合は、そ

の２チームで足りるのかどうかの検討もされるでし

ょうか。

警備部長

現在、そのような検討はしていませんが、当然、

おっしゃったとおり、被害の状況に合わせて必要な

体制を構築していくこととなります。

島田薫委員（分科員）

それから、装備について伺いたいのですが、警察

官も被害に遭わないためにも、是非、装備の辺りを

しっかり拡充していただきたいと思いますが、その

辺はどうでしょうか。

警備部長

特に駆除に当たるライフルの関係で、ライフル銃

の配備等については今、警察庁が計画しております

が、当県も新たにクマ駆除の任務の特性に適したラ

イフル銃のほかにも、クマ駆除に適した弾薬など配

備されるように、警察庁において整備に必要な予算

が、今次補正予算に計上されたものと承知しており

ます。詳細については控えさせていただきます。

島田薫委員（分科員）

分かりました。

高橋健委員（分科員）

今、現場の警察官の装備等のお話がありましたが、

ライフルではない、クマスプレーなど、あとはレガ

ースですか、カバーするような防具、そういったも

のの、現場で任務に当たる警官の声はしっかり届い

ているのかといいますか、現場で足りている、足り

ていないという調査はなされていますか。

生活安全部長

装備品に関しては、前にもお話ししているとおり

ですが、クマの出没時に対応に当たる警察官の受傷

防止のための個人装備、それから委員からありまし

たスプレーなどを配備して活用するようにしており

ます。現場から、実際に何か装備品がまだ不足との

声は把握はありません。ですが、委員の方々からも

お声のあるとおり、受傷事故防止に万全を期す部分
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で、より強固な装備品の購入を進めておりますし、

先ほど警備部長からありましたが、国の補正予算の

関係でヘルメットなどの防護資機材の整備が行われ

るものと承知しております。装備品の整備について

は、クマ被害の発生状況や現場における装備品の活

用実態などを踏まえ、有効な装備品の導入を今後と

も行ってまいりたいと考えております。

鶴田有司委員（分科員）

特殊詐欺について質問したいと思います。この間、

地元の横手でもあったようで、最近、増えていると

聞いていますが、状況としてはどうですか。

生活安全部長

１０月末の状況ですが、特殊詐欺とＳＮＳ型投資

ロマンス詐欺の被害状況は、被害の認知件数が

１５１件、昨年の同じ時期に比較して２件ほど減少

しております。しかし、被害額の合計が約９億

３,０００万円となっており、昨年の同じ時期に比較

しますと約３億７,０００万円ほど増加している状況

にあります。

被害状況に関しては、特殊詐欺の被害が高齢者だ

けでなく、２０代から幅広い年齢層に広がっており、

被害が多い手口に関しては、ビデオ通話で警察官を

かたって、偽の警察手帳や逮捕状を示して金銭を要

求する手口による被害のオレオレ詐欺、これが３５

件で、昨年の同じ時期に比べて２６件増加している

現状にあります。

ＳＮＳ型の投資ロマンス詐欺に関しては６６件の

被害があり、このうち、ＳＮＳでやり取りして恋愛

感情や親近感を抱かせて、投資や副業などに誘い込

んで金銭をだまし取るロマンス詐欺による被害が

４１件あり、昨年の同じ時期に比べて１６件増加し

ている。１０月末の状況はこうなっております。

鶴田有司委員（分科員）

オレオレ詐欺もまだ相変わらず結構あると、改め

て思いますが、いわゆるＳＮＳ関連の詐欺というと、

いろいろと……。実際にそのサイトを私は見ること

もない、あるいは見ているが、それが詐欺だと気が

付かず、アクセスもしていないため被害には遭って

いないわけですが……。かなり巧妙というか、うっ

かりそれに、例えばもうけ話に乗って入っていくこ

とも結構あると思いますが、その対応は今、どのよ

うにされていますか。

生活安全部長

被害防止のための取組としては様々ありますが、

まず、警察官を語るオレオレ詐欺の対策としては、

実際に警察官が犯人役になって手口を体験してもら

う防犯講習、講和、これを１０月末現在で全県で

９１回、約２,８００人の参加者に手口内容を周知し

てもらう取組をしていますし、全県への折り込みチ

ラシの配布なども行いました。

特殊詐欺に関しては、国際電話が悪用されている

ケースが多い実態があるため、国際電話からの着信

を物理的に遮断できる、国際電話の利用休止サービ

スがあり、実際に希望する方が、その場で申込書を

記載して発送するまでの支援を警察官が行っており

ます。これも今年強化しており、１０月末現在で１

万件の手続を行っております。

ＳＮＳ型の投資ロマンス詐欺の対策としては、被

害に遭っている年齢層が非常に広く、主に働いてい

る世代の方が結構、被害に遭っている実態があるた

め、被害防止のためのチラシなどの配信を希望する

企業 現在、希望している企業４６３か所へ配信

する取組も行っています。また、若い世代の被害も

防ぐため、高校生に対しては学校での情報モラル教

室でこうした危険性も教えていますし、大学生に関

しては、県内の大学と連携して、大学内のポータル

サイトを活用して被害防止の情報発信も行っており

ます。

それから、様々なイベントやキャンペーンを利用

して被害防止の発信も行っており、先般１０月には

県と共済による被害防止キャンペーンを行い、知事

と本部長による特殊詐欺の撲滅宣言を行っておりま

すし、インターネットのウェブ広告での注意喚起を

行っております。

鶴田有司委員（分科員）

いろいろ行っていただいており、先ほどの国際電

話の遮断も行っているとのことですが、怪しいサイ

トというか、それを遮断したり消したりすることは、

なかなか難しいですか。

生活安全部長

ウェブ広告など、ネット上でも被害防止のための

取組も行っておりますが、ウェブの部分になると、

やはり運営者側の管理の部分もあるため、一概に何

かということは、なかなか難しい現状にあると理解

しております。

鶴田有司委員（分科員）

いろいろと本当に巧妙な手口というか、我々が今

まで情報としてもらっているものから、さらに進化

してくるため、いたちごっこみたいなところがあり

ますが、その辺は恐らく、秋田県警察だけではなく

全国的なものと思います。その辺の情報のやり取り、

あるいは警察庁で全国的なものは……。サイトは恐

らくここだけではないと思います。そういうものの

注意喚起や遮断 先ほど部長がおっしゃるように、

なかなか難しい面もありますが、その辺、何とか県

警本部長からも、全国的な情報で、被害にまず遭わ

ないように、撲滅の観点で行っていかなければなら

ないわけですが、その辺の情報交換、あるいは警察

庁の対応などもしっかりと把握し、我々も教えても

らえればと思いますが、その辺はどんなものですか。
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本部長

警察庁でもといいますか、政府全体としても、特

殊詐欺等の被害防止対策には非常に力を入れており、

今、鶴田委員言われたような事業者側への対策につ

いては、主幹省庁は総務省になりますが、そこは警

察庁と総務省でも連携して対応しています。当県の

被害状況等も警察庁に必要に応じて情報共有等して

おり、そこを通じて県警としても被害実態等を警察

庁と共有しつつ、警察庁でしかるべく国として対応

を取ってもらうように今、対応を進めており、そこ

は引き続き連携しながら取り組んでいきたいと考え

ております。

鶴田有司委員（分科員）

恐らく暴力団も かつてはいろいろな指定暴力

団みたいなものが、はびこっている時期があって、

大分収まり、撲滅されてきつつあるのではないかと

思いますが、今度はこの特殊詐欺関係、これを重点

的に行っていかないと、先ほど言ったように、件数

は減ったが被害が多くなったとなると、さらに世の

中、何を信じていいのか分からない状況になっても、

これは困ると思います。こうしたＳＮＳは、全てが

悪いわけではありませんから いいものもあるわ

けですので、この見極めは、普通の人は、なかなか

難しいと。しかも何か見せ金が出てきて、「おや

っ」と言って行ったら、その後から手痛い目に遭っ

たということもあると思うため、その辺の撲滅作戦

を、まずしっかりと、是非ともお願いします。

渡部英治委員（分科員）

今の特殊詐欺で、大分詳しくやり取りしています

が、生安部長に重ねてお尋ねします。いろいろな対

策、防止策を進めていますが、ただ残念ながら後を

絶たない今の被害はどこに起因するかというと、あ

りったけ活動していても、それが浸透しても、なお

かつ理解していない、そうした今、社会実態にある

のではないかと。私なりに、デジタルな部分とアナ

ログな部分 デジタルについていけない人、アナ

ログを全く無視する人、そうした部分の対策は、あ

る程度、考えていかなければならないのです。具体

的に言うと、意外と相談しないで自己判断する人は、

アナログ的なものではないかと。そして、いろんな

情報を分かっているがゆえに落とし穴に入ってしま

う、そういった部分が……。分析はしていると思い

ますが。

私、考えるには、ここまで来たら、やはり今まで

のやり方プラス何かしら知恵を絞った対応が必要で

ないかと。例えば具体的に、子供たちには「いかの

おすし」がすごく浸透しています。あれは大人が分

からなくても、子供たちはいろいろな犯罪防止のた

めに行っています。昔の話で恐縮ですが、ここにい

る人は６０代以上は少ない 私と鶴田委員は分か

るかもしれませんが、あるお菓子のコマーシャルで

「気を付けよう、甘い言葉とゆうわく星」、聞いた

ことありますか。島田委員、分かりますか。分かる

人は恐らく少ないと思いますが、これは「ゆうわく

星」、惑星と誘惑の兼ねたもので、これが非常に

実はお菓子がヒットして日本国中ブームになった

のです。そのときに例えば防犯などを子供たちから

大人たちにその呼びかけをして、うまい話やいろい

ろな誘惑に乗るなと、そういった、物すごく分かり

やすかったのです。今は複雑な社会ですから、どん

な形で行っても、先ほどの鶴田委員言ったように抜

け道あるいは巧妙化している。これを突破するため

の何かしらそういった、住民、県民に呼びかける方

法……。私も防犯協会の活動では標語募集をして、

いろいろな方々から身近なものとして特殊詐欺など

を自覚してもらう、こうしたことも行っていました。

やはり何か変わったことを行っていかなければなら

ない状況に来ているのではないかと。漠然とした言

い方をしていますが、その辺、もう一回、部長、何

かそういった工夫は必要ではないですか。

生活安全部長

委員にはいつも御指導を頂いて、大変ありがとう

ございます。今、正確な数字は持ち合わせておりま

せんが、被害に遭われた方に、全く特殊詐欺と分か

らなかったのか、このような手口を分かっていたか、

知っていたかなどの聞き取りを行っております。被

害に遭われた方は、特殊詐欺自体は分かっている、

今回、自分が被害に遭った手口も知っていた。けれ

ども、自分は大丈夫だと思ったという方が結構多い

のも現状です。なかなか被害がやまない実情にもあ

りますが、これまでの取組、地道にまず継続 ア

ナログ的にも、それからウェブ広告などのデジタル

的な部分も情報発信しつつ、それこそ委員からもア

ドバイス、御指導ありますので、様々な取組、多く

の年代の方たち、いろんな年代の方たちの意見も踏

まえまして、引き続き……。いつも考えていますが、

これからもいろいろな部分を考えて取り組んでいき

たいと思います。

渡部英治委員（分科員）

しっかり取り組んでほしいと思います。例えば老

人クラブなど、いろいろな会に行くと、話した人、

みなさん分かってくれます。でも、分かっているか

ら被害に遭わないかというと遭うのです、やはり慌

ててしまうから。それは非常に憂慮しなければなら

ないと思います。

もう一点、先ほども説明で、警察官をかたる詐欺

が今、すごく増えていて、この間、どこの放送局か

分かりませんが、長崎県警の警察官が、直接、偽警

官から電話を受けた際の記録を全部取って、それを

放送で流した。あれ、すごく分かりやすい感じで、
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話しているうちに、どうも向こうも普通の人ではな

いと思いながら、「ところで、あなた職業何です

か」と問い合わせて、こちらは「言わなくても分か

るでしょう」と言ったら、そこで逆に開き直ったと

いうこともあったのですが、なぜ警察官をかたるこ

とが増えているかというと、やはり県民は警察官を

信頼しているから、裏を返せば。「何かあったら警

察に」と言っていますから。よって、警察官をかた

った被害に遭うことはすごくショックも大きいわけ

です。よって、私は、この警察官をかたる部分には

特に力を入れて、絶対遭ってはいけないくらいの形

で なかなか事案を出せないかもしれませんが、

警察官はそういうことはないと、結構、伝えている

のです、いろんな機会で。でも、これはもっと徹底

していかないと、世の中信じられなくなることは、

大変困ることなので、是非、そのことを……。これ、

警務部長から答えてほしいですが、この警察官に対

する……。これは本当に、絶対、これは重要なこと

ではないかと思っていますが、どうですか。

警務部長

生活安全部などと連携しながら、具体的な手口を

基に、だまされないような防犯のための情報発信な

どを引き続き努めてまいりたいと思います。

渡部英治委員（分科員）

是非、よろしくお願いします。

小原正晃委員（分科員）

先ほどから、県内でもロマンス詐欺や国際電話の

詐欺、警察官詐欺、様々事例ある中で、横手でもそ

うした事例を聞いています。私も、知り合いの方が

そのような詐欺に遭い、聞けば、やはり大切な将来

に対するというか、お金、どうやっても返ってこな

いとのことで、しっかり捕まえてほしいことが一つ

と、あとは対策 自分以外にそのような人が生ま

れれば大変だから対策してほしいと、二つ言われて

います。

その中で、まずは捕まえてほしいという部分です

が、ここは、なかなか巧妙化してきて、ほかの国も

経由しているため難しいと思います。ただ、先ほど

生活安全部長からお話あった国際電話の対策がある

とすれば、県民にもっと周知してもらって そう

した対策、私もあまり理解していなかったのです。

でも、たまに来るのです。国際電話、変な電話から

来て。それをネットで、この電話どこだと調べれば、

国名がない電話から来ていて、県民で取った人がい

れば、取っただけで３００円か４００円掛かったと、

相手からの。請求を見て非常にびっくりしたとの話

も聞いていて。そういったところはまず強く告知し

てもらいたいというお願いが一つ。

あとは今、県の警察学校でもサイバー犯罪の捜査

の……。警察学校で、能代署、生活安全課、男鹿署

など行っていて、すごくいい対策をしているのでは

ないかと思いますが、そういったところと、あと、

警視庁や警察庁との全国的な連携など、犯人をどう

やって捕まえるか、その辺、どのように進めている

のか、取組を教えていただければと思います。

刑事部長

まず、秋田県における特殊詐欺の検挙状況ですが、

本年１０月末現在、検挙件数が１６件、検挙人員が

６人、これは前年同期比プラス１１件、プラス５人

となっています。ただ、このほとんどが秋田県内に

入ってきた受け子被疑者で、委員おっしゃるとおり、

なかなか中枢の実行犯にたどり着くことが非常に厳

しい状況にあります。やはり非面接案で被疑者と被

害者の接点が非常に少ない問題点もあるため、これ

は、秋田県のみならず全国に展開している特殊詐欺

連合捜査班と情報を共有して全国的に、あとは警察

庁からも指導を頂いて捜査を展開し、犯人の手がか

りを一つ出して、そこから上に上がっていきたいと

いう捜査を展開していきたいと思っています。

生活安全部長

委員からありました、国際電話の料金の件、詳細

の判断がつきませんが、基本的には、かかってきた

ものを受けた場合は、かけたほうに料金が生じるで

しょうし、かけたほうが、いわゆる着払いというか、

コレクトコールであれば、受けた人に料金が発生す

るかと思いますが、事実関係が分かりませんので、

そこは控えさせていただきたいと思います。

あと、先ほど来、話をさせていただいております

が、被害防止のための情報発信に関しては、御指導

を頂いている面もありますので、いろいろな部分考

えながら、これからも引き続き行っていきたいと思

います。

小原正晃委員（分科員）

お金を失った人はもう、どうしようもないという

か、ほとんど戻ってくる話は聞いたことがなく、秋

田県から９億円ものお金が出ていって、本当にその

人とその人の周り、家族、親戚、みんな迷うという

か、もう将来の見通しが立たない状況で、切実な思

いだと思います。是非とも、事前の対策をしていた

だいていますが、その強化と、全国の警察挙げて逮

捕していただくことを皆さん連携しながら、是非、

強化してもらいたいと要望して、この段は終わりま

す。

高橋健委員（分科員）

今の詐欺等々ありますが、巡回連絡の件です。私、

たまたま自宅にいたら、地元の警察署の警察官が巡

回連絡を行ってきてくれました。そのときに家族構

成の確認などと、まさに先ほどからお話があった国

際電話のシャットダウンの手続等を勧められたので、

お願いしました。そして、いろいろ大変だと思いつ
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つも私が思ったのが、近所の方が、その後、私の家

を訪ねて、「警察来ましたか」と言ったのです。そ

れで、「来ましたよ」と言ったら、「本当にあれは

警察だったのか」と心配だったそうです。実際、私

も一瞬思ったのです。警察官の制服を着て、自分の

立場も提示してくれましたし、ちゃんと対応してく

れましたが……。近所の人は年配の方でしたが、そ

の方が自分で国際電話のシャットダウンしてくれる

手続を、名前、電話番号、住所も書いた後に、もし

かして詐欺ではないかと心配で、私の家に訪ねてき

たのです。実際、確かに、それを言われると私も

１００％の自信はなかったのです。その来られた警

官も、自分の身分は証明してくれましたが、面識が

なかったため、そういった場合に、やはり警察官、

例えば「何々署では、本日、何々地区を訪問してい

ます」など、そこまで詳しく行えなくても、「随時、

秋田県警では巡回しています」、「このような巡回

をしているため、御協力ください」とのアナウンス

が少しあってもいいかと思ったのですが、こうした

場合は、どなたにお答えしていただければいいでし

ょうか。

生活安全部長

委員からありました巡回連絡に関しては、地域警

察官がそれぞれ自分の受持ち区内の実態把握、防犯

指導、困り事など、いろいろな要望を把握するため

に一軒一軒巡回させていただいており、一人当たり

平均で１,０００世帯ほど、人数にすると２,０００

人前後ぐらいは一人で受け持っている状況でありま

す。中には、風体から本当に警察かと思うような方

も、もしかしたらいるかもしれませんが、制服の上

に防護衣というか、装備も付けた上できちんと礼儀

正しく巡回していただいていると思いますので、も

しも不審な部分がありましたら、遠慮なく最寄りの

警察署でも結構ですので、問合せしていただければ

と思います。

高橋健委員（分科員）

すごく難儀かけていると思いましたし、日々この

ように活動していただいており、本当に感謝しかな

いですが、分かりました。私も地域の皆さんに、秋

田県警に協力しましょうと言っておきますので、引

き続きよろしくお願いします。

小原正晃委員（分科員）

警察官の今年の募集状況を聞かせてください。こ

の間、試験終わったと思いますが、募集状況はどう

なのかと、あと、今回、すごくいい取組をされてい

ると思いました。ネットやポスターで、委員長の出

身の潟上市の人気漫画家、山田はまち先生の「みか

づきマーチ」とのコラボ、全国的にも大分珍しく、

いい取組だったのではないかと思いますが、その辺

の状況もお知らせいただければと思います。

警務部長

まず、今年度の警察官の採用試験の状況ですが、

警察官Ａ区分、Ｂ区分全体の最終倍率について説明

しますと、令和７年度は受験者数合計１９９人、合

格者数合計９６人であり、最終倍率は２.１倍でした。

この倍率は、昨年に比べて０.３ポイント減少しまし

たが、合格者数は昨年より１人多く、必要な人数は

確保できております。

続いて、今年の採用募集の取組状況も併せて御説

明申し上げたいと思いますが、令和７年から導入し

た新たな試験制度と主な活動状況について御説明申

し上げます。

まず、今年から新たな制度としてエリア採用及び

ＳＰＩ試験を導入しております。エリア採用制度は、

これまで申込者の中で県北エリア出身の割合が少な

かったこと、また警部補以下の階級で県北エリアへ

の配置を希望する割合が少なかったことを踏まえ、

地元での勤務を志向する方を引き付けるために導入

したものです。採用されると、警部補の階級までは

県北の４警察署の管内で異動することになります。

令和７年の採用試験では、サイバー区分を除いた全

体の受験者数１９５人のうち４３人がエリア採用希

望者であり、その割合は２２.１％を占めております。

そのうち警察官Ａ区分で１人、女性警察官Ａ区分で

１人、警察官Ｂ区分で１人、合計３人がエリア採用

枠での合格者となりました。それ以外の方について

も、エリア採用ではない通常の試験枠で合格を出し

ております。

また、ＳＰＩ試験は、民間企業志望者のほか、社

会人で転職を考えている方、公務員試験対策を行っ

ていない方の受験誘引の効果を期待して導入したも

のです。今年の試験では、全体の受験者数１９５人

のうち５７人がＳＰＩ試験受験者であり、その割合

は２９.２％を占めております。そのうち警察官Ａ区

分で１７人、Ｂ区分で８人、合計２５人がＳＰＩ枠

で合格をしております。受験者数は昨年よりも減少

しましたが、新たな制度の導入により一定数の受験

者を確保できたものと考えられ、来年度以降もこれ

らの試験制度を継続できればと考えております。

なお、令和６年度から導入している再採用試験も

あり、これは他県も含めて元警察官であった方を一

般の試験とは異なる論文や面接試験などで採用する

もので、通年行っておりますが、今年、３回試験を

行っており、最終合格者が発表となっている第２回

までに５人受験し、５人が最終合格しております。

ここまでが新たな試験制度に関するものであります。

続いて、主な活動を４点に絞って御説明申し上げ

ます。

１点目は、各種就職説明会です。１０月末までに

警察学校でのオープンキャンパス、高校での就職説
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明会、民間企業との合同の就職説明会、インターン

シップ、職場見学、県外の大学等での説明会や知事

部局主催の秋田就職フェア、東京で行われた就職フ

ェア、さらに対面やオンラインでの説明会などを行

い、受験者数の確保に向けた取組を行っております。

２点目は、委員もおっしゃっていただいた県出身

の漫画家の先生とコラボレーションした警察官募集

ポスター、ＰＲ動画の制作です。高校生、大学生な

どの興味、関心を引くため、当県出身の漫画家、山

田はまちさんの作品「みかづきマーチ」とコラボし

た警察官採用募集ポスターと、そのＰＲ動画を作成

しました。

３点目は、ＳＮＳを活用した警察の魅力情報発信

です。今年度は、警察の魅力発信に関する４本の動

画を新たにＳＮＳで配信しました。再採用、Ａター

ンされた方に対するインタビュー動画や、警察学校

の様子を見せる「学校へ行こう！」と題する動画、

さらには先ほど申し上げた「みかづきマーチ」とコ

ラボしたＰＲ動画や、「みかづきマーチ」コラボ理

由のインタビュー動画といった内容で、警察の魅力

を発信をしております。

最後に４点目ですが、通訳、ロールプレイングを

通じた警察業務の魅力及び多様性の発信をしており

ます。能代松陽高校の国際コミュニケーション科で、

英語のほか第２外国語として中国語、韓国語、ロシ

ア語を学んでいることから、同校の高校生を通訳人

役、警察の部内通訳人を外国人役、同校ＯＢの若手

警察官を警察官役として、４か国語による通訳ロー

ルプレイングを行い、高校生に警察業務で語学力を

活用できる機会があることや、警察業務の多様性を

体験してもらう取組を行いました。高校生や学校の

先生から、学校で学んでいることが警察業務で生か

せることを知り、とても有意義な機会だったと好評

を得ております。これらの取組の効果などを振り返

りながら、来年の採用につなげてまいりたいと考え

ております。

小原正晃委員（分科員）

少しだけ倍率は下がりましたが、例年とあまり変

わらない状況にしていただいているのは、エリアや

ＳＰＩの取組、他県からの警察官の試験、就職説明

会、漫画家とのコラボ、ＳＮＳ、通訳、ロールプレ

イング、様々なことを入れて、こうやって努力した

結果、そこまで下がっていないと思います。ある程

度、毎年維持していくためには、こうした取組を持

続して、最低でもこのくらいの倍率は維持していた

だくことを目指していただきたいと思うのと、あと

は、やはりこうした取組が非常に若い人たちにも喜

ばれていて、漫画家の山田はまち先生のものは、か

なりプレビューも今まで以上に多くなったのではな

いですか。その辺、詳しく分かれば教えていただけ

ないですか。

警務部長

それでは、コラボレーションについて、政策の経

緯から少しお話をさせていただきます。まず、ポス

ターとＰＲ動画を制作した経緯を説明しますと、受

験者数を増やすため、マスメディアを効果的に活用

しながら、若い世代の話題となりやすい漫画に着目

し、さらに親近感を持てるよう本県出身の漫画家の

方とコラボレーションして、ポスター、ＰＲ動画を

制作することとしたものです。

「みかづきマーチ」を選んだ理由については、こ

の漫画では、勉強漬けだった主人公が東京から秋田

に来て、マーチングバンドの活動に夢中になって取

り組む過程で、自分はどうしたいか、自分はどう生

きたいのかという価値観に変わっていく世界観が描

かれております。就職活動を行う上で自分はどうし

たいか、どう生きたいのかを考えることはとても重

要であり、高校生、大学生の皆さんに、まずは自分

のこと、将来のことを考えていただき、その上で本

県警察を選んでもらいたいということで「みかづき

マーチ」とコラボさせていただきました。作者の山

田はまち先生及び双葉社の皆様も、この思いに共感

していただき、実現することができました。既にポ

スター画像やＰＲ動画については、ウェブサイト、

採用関係のＳＮＳで発信をしております。特にＸ

（旧ツイッター）では、ポスターの閲覧回数は１２

月４日現在で４万６,０００件と、日を増すごとに多

くの方に閲覧いただいております。今後、業務説明

会でも使用する予定ですし、１１月３０日に開催さ

れた第４０回東北北部３県警察音楽隊演奏会におい

てもＰＲ動画を再生させていただいたほか、今後、

秋田市内の大型商業施設、イオンモール秋田の大型

スクリーンでポスターとＰＲ動画を１２月２０日か

ら来年１月２０日まで、学生が帰省する時期を狙っ

て再生する予定です。こうした積極的なＰＲ活動を

展開してまいりますし、また各警察署や免許センタ

ーにおいてもデジタルサイネージやテレビなどを活

用してＰＲ、広報を行ってまいりたいと考えており

ます。

反響の部分に関して、かいつまんで申し上げます

と、報道関係者に対して１０月１５日に制作発表会

を行い、県警察の人材確保に対するコンセプトと漫

画の世界観が一体化したポスターであるほか、ＰＲ

動画は警察の多様な業務紹介や好きなことを仕事に

できる部分が端的に分かりやすく紹介されており、

すばらしいとの評価を頂いたほか、県民や職員家族

などからは、今まで堅苦しいありきたりのポスター

だった印象があったが、インパクトのあるポスター

で驚いた。さらに、今年の採用受験者においても、

このポスター、ＰＲ動画を見て感動した、自分も秋
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田県警察の一員となりたい気持ちが強くなったなど

の感想を頂いており、既に採用試験の受験に向けて

一定の効果は出ているものと思われます。

小原正晃委員（分科員）

非常に堅いイメージがあるところから、このよう

な、しかも秋田出身で非常に人気のあるキャラクタ

ー、漫画を使っていただいて、面白い、全国的にも

珍しい、秋田県警ならではの発信をできているので

はないかと思って、いい取組だと思っています。

この物語の中で、秋田に帰ってきた人たちやマー

チングなどは、警察にもつながる、音楽隊の皆さん

にもつながりますし、あとは来年秋田である総文祭

にもつながると思うので、非常にこれ、全庁挙げて

こうした部分をもっとＰＲしていければと思います。

昨日の教育委員会審査でも話をさせてもらいまし

たが、僕も、警察のＳＮＳ、インスタグラムなど、

いろいろなものを見ていて、すごくいい取組だと思

っています。しかし、それでもまだ、チャンネル登

録やフォローしている人たちの数が足りないという

か、フォローするだけでも、自分がフォローした周

りへの影響力が、今のＡＩでは非常に高いため、是

非ともこうしたことを盛り上げていきたいと思いま

す、警察の情報発信も。最低でも、ここにいる人た

ちや我々議員、県庁の人たちも併せて、全員に強制

的に登録しろというわけにはいかないと思いますが、

登録できる人たちは登録してもらって、県警の情報

発信を、より県民の皆さんに理解してもらい、見て

いただく、すごくいい機会になっていると思うため、

是非とも、もう一つ前向きな形で取り上げてほしい

し、連携してもらいたいと思いますが、そこはどう

でしょうか。

警務部長

貴重な御意見ありがとうございます。職員一丸と

なって採用募集の取組に当たっていくことが大事だ

と思っており、実際、各警察署の職員の方々にも地

元の学校への働きかけなどもお願いしており、その

ように全県を挙げて、ＳＮＳのフォローも含め情報

発信に努めてまいりたいと考えております。

小原正晃委員（分科員）

正直、こことは違いますが、教育長に昨日、総文

祭の件で話したときに、総文祭のフォロワーが

８００人ちょっとしかいなくて少ないから、やはり

そこは、学校の先生や関係者、教育庁や県庁職員の

皆さんが行うだけでも、もう１万人とか当たり前に

超えると思いますし、そういったところが大事では

ないかと話をさせていただきました。昨日話したか

ら、今日、少し増えたかと思って、総文祭のものも

見ていてもほとんど増えていなかったので、あまり

早急的な効果はなく、みんなでこれから少しずつ伸

ばしていくのかと思っていました。

ただ、こうした情報発信は一番求められることだ

と思いますし、予算をかけなくてもやれることとい

うか、非常に大きなところだと思います。県の仕事、

警察の仕事は何を行っているのか、見えないとの県

民の皆さんの声にも、こういう取りに来ればという

か、わざわざ取りに行かなくても流れてくるぐらい

になれることだと思うのです、今のＡＩでは。知り

合いがフォローしたり、「いいね！」を押したりす

れば、そういったところから情報が流れてくるよう

になっていて、非常にいいＰＲになると思いますの

で、是非ともそういった強化をしていただきたいし、

みんなで盛り上げていければなと。登録してもらっ

て、いろいろな警察の動き、注意喚起も多分行いや

すくなると思うし、今の詐欺の情報や、そういった

対策にもつながると思うし、いろんなことで発信す

ることが全体の底上げになると思うので、是非とも

お願いしたいと思います。

その中でアイデアというか、もう一つ、今、横手

城南高校出身の齋藤璃佑さんという俳優がいらっし

ゃいます。今、テレビドラマの「新東京水上警察」

にも出ていますし、少し前は「ブンブンジャー」と

いう戦隊もののブラックで警察を演じている人がい

て、秋田県出身のいい人がいると思っていたのです。

そういった人たちを、例えばいろんな意味で……。

今、すごく人気がある俳優で、「めざましテレビ」

でもこの間、出ていましたし、そういった秋田県出

身の方の今まで演じているキャラクターもあります

が、そういった人や、あとは湯沢署の「セイバイジ

ャー」もＳＮＳで取り上げていくなど、いろいろな

やり方があると思うので、是非ともいろいろな研究

をしていただきたいと一言話させてもらって、御返

答を頂ければと思います。

警務部長

本当に貴重なアイデア、御意見ありがとうござい

ます。今まで警察のことを見つけられなかった受験

生、受験者層、若い世代の方にも振り向いていただ

けるように、若い世代の意見も参考にしながら、ま

た、ＳＮＳのそういった加速度的に情報発信につな

がっていく特性もよく理解しながら、引き続き情報

発信の強化に努めてまいりたいと思っております。

渡部英治委員（分科員）

先ほど、秋田県暴力追放運動推進センターの評価

がＡで、これは非常にいいと思っています。暴力団

や反社会の関係でいくと、どうしても薬物の問題が

出ますが、先般、いわゆる大麻所持で県内外の中学

校教諭や僧侶５人が逮捕された、ショッキングな事

案が発生しましたが、その後、これまた報道で、県

内で増加する薬物事犯 若者の薬物の件数が非常

に増えていると。これは非常に憂慮すべき問題だと

思っています。県警本部でも、これはすごく危機感
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を持って対応しているとのことですが、このような

今の傾向、現状をどのように認識されているのか、

率直にお尋ねしたいと思います。

刑事部長

まず、秋田県における薬物事犯の特徴について簡

単に説明します。

秋田県の薬物事案の検挙件数、検挙人員のピーク

は、平成元年以降では平成７年の検挙件数が１１６

件、検挙人員が９３人でしたが、以降、年々減少傾

向にあります。ちなみに、令和６年の秋田県の薬物

事犯の検挙状況は、検挙件数が４２件で前年比マイ

ナスの１０件、検挙人員は３２人で前年比プラスの

２人となっております。

令和７年は暫定数のため、細かい数値は述べられ

ませんが、委員おっしゃったように、今年は薬物事

犯が増加傾向にあり、令和６年の数値を今年１０月

で上回る勢いで増加して、特に大麻事案が増加傾向

にあります。また、若い世代への汚染については、

令和６年の全検挙人員３２人のうちの２０代が６人、

１０代の若年層の検挙者が５人で、全体の３４％を

占めている状況であり、特に１０代の検挙者５人中、

約８割の４人が大麻事犯で検挙されている状況にあ

ります。

渡部英治委員（分科員）

今、部長からも話があったように、全体的なもの

は減っても、若い方が逆に増えていると。昨年から

法規制、強化されていますよね。反面、何か大麻に

ついては、ネットで「体にあまり影響ない」、「海

外は合法だ」など、そのようなネットの誤った情報

で、若い方は大丈夫だと認識している部分があるの

ではないかと。そうした部分への対応策、防止策は

対応していると思いますが、これはどのように

なっていますか。

刑事部長

今、委員がおっしゃったように、このような大麻

の拡散は、例えば親しい友人などから、「実を言う

と体に良いものがあるから、試してみないか」など

の誘いがほとんどで、それが安易に違法薬物に手を

出すきっかけになっているケースが非常に多いです。

大麻に関しては誤った情報が拡散されており、例え

ば、大麻は覚醒剤などに比べて体に対する害がない

との誤った情報、そしてもう一つは、たばこ感覚で

手軽に使用できてしまう。３つ目は、友人とのコミ

ュニケーションツールの一つとして扱われるケース

があり、非常にファッション性を求める若者に浸透

していると。先ほど検挙件数も述べましたが、県警

でも、これはまさに氷山の一角ではないかと思って

おります。

いろいろ若者の方、それ以外に関してもですが、

県警で生活安全部とタイアップして高校の教諭に対

する薬物乱用防止の出前講座や、社会奉仕団体

ライオンズクラブに対する出前講座、また毎週日曜

日、「ラジオポリス」という番組をＦＭ秋田で行っ

ていますが、こうしたラジオ広報による啓発活動や、

商業施設のデジタルサイネージを活用した薬物乱用

防止の呼びかけなどを行って、特に若年層を重点に

置きつつ、幅広い年代に対する広報啓発活動を行っ

ている状況であります。

渡部英治委員（分科員）

２０歳未満の方も、やはりそのような誘いに巻き

込まれている事案になっているようなので、先ほど

高校教諭の先生にも 先生自体もきちんと対応し

てもらわないと……。この間、中学校の先生が直接、

大麻所持とのことで、これは子供たちに与える影響

もあるし、高校の場合は、２０歳の先輩と接する機

会などが十分にあるため、その辺の水際みたいなも

のを いろいろな対応をすると思いますが、特に

その辺は連携を取りながら対応してほしいと思いま

す。生安でもそういった部分をよろしくお願いした

いと思います。何かコメントあったら。

生活安全部長

少年の部分に関しても、薬物乱用、今年は今のと

ころありませんが、昨年、おととし、やはり相当数

の人数が検挙になっていますし、大麻や覚醒剤など

の薬物乱用以外にも、いわゆる市販の風邪薬や睡眠

剤を大量に服用するオーバードーズで補導されるケ

ースもあるため、これまでも学校や関係機関と協力

して、小学校の段階から、小中高校での学校への薬

物乱用防止教室 情報モラルも含めて行って、小

さい頃から、薬物は駄目だと教える、教室を開いて

いる状況がありますので、引き続き、学校、関係機

関と連携して継続していき、こうした薬物に手を染

める少年が減っていくように取組を継続していきた

いと思います。

小原正晃委員（分科員）

認知症の疑いのあるドライバーで、警察には行っ

ていないところでも、地域で、地元の家の壁に突っ

込んで事故を起こす人たちが出ている話を聞きます。

こうした事例は、やはり秋田県の高齢化率が上がっ

て、どんどん増えていくものと思いますが、最近の

状況はどのようになっているのかと、対策は今まで

もずっと議論してきましたが、何か動きを含めて今、

変わったことなどがあるのかどうか、お知らせいた

だければと思います。

交通部長

現状、認知症に限らず、一定の病気で免許取消し、

免許停止になる方は一定数おります。今年は、暫定

値ですが、１０月末で、全体で９８名がなっており

ます。そのうち４０名が停止で、取消しが５８名。

内訳の病名を見ると、てんかんや統合失調症、脳疾
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患の方もおりますし、今、御質問にありました認知

症の方、躁鬱病、アルコール依存症と多岐にわたっ

ておりますが、現状としては、毎年１００名前後の

方が、一定の病気で停止や取消しなどの処分を受け

ている状況です。

対策として、県警では、ある一定の期間に繰り返

し事故を起こした者をピックアップして、個別に指

導する対応を行っております。免許更新時には、免

許センターに看護師資格を持った方がおり、その人

からカウンセリングを受けられる体制も敷いており

ます。また、様々な媒体を通じて、自信のない方に

対しては免許の自主返納を進める施策も展開してお

ります。

小原正晃委員（分科員）

なかなか微妙なところで、返納や対策も含めて難

しいとは思いますが、私、有効だと思うのは、もし

認知症になったり、ちょっと軽い症状だったり、診

断があったりする方が事故を起こしてしまった場合

自分の事故よりも人に対して御迷惑をかけてし

まうことがあった場合、このような大変な事例があ

ること、罰則も含めて事例を出していく、そういっ

た部分を周知していくことは、すごく自主返納のと

ころを揺さぶるというか……。周りの家族も、「お

じいちゃん、おばあちゃん、こういうこともあるか

らやめたほうがいいよ」とか、止める事例になるの

ではないかと思ってでした。

いろいろ、地元でもびっくりしたことがあって、

人の家に車に乗ってきている間にバンパーを落とし

た人を見たことがあり、「それ、どうしたの」と言

ったときには、もうバンパーをどこかに落としてき

た、どこで落としたのかも分からない人がいたこと

があり、非常に怖いと思いました。その人は、周り

の家族がそういう事例で止めて、「やめたほうがい

いよ」、「人に迷惑をかけたり、事故を起こしたり

すれば」ということで、自主返納することはできま

したが、そうでなければ、ずっと自分が便利なこと

も含めて乗ってしまうと思うので、是非ともそうし

た情報発信も続けて強化していただければと思いま

すが、いかがでしょうか。

交通部長

その点については、警察官の巡回連絡、安全・安

心アドバイザーによる個別訪問を通じて、チラシを

配布するなど周知をしておりますし、また、マスコ

ミにも協力いただいて、いろいろな番組でそういっ

たものを取り扱っていただく事例もあります。ただ、

県内で起きた事例となりますと、あまりにも身近で

生々し過ぎて、プライバシーへの配慮の点もあるた

め、主に他県、全国的な事例などを紹介して、不安

のある方は自主返納を進めていただく取組を継続し

ております。今後もそれを継続していきたいと思い

ます。

小原正晃委員（分科員）

そういったときにも、先ほどから話をさせてもら

っているＳＮＳの対策も有効になると思います。周

りの家族、おじいちゃん、やめてくれとか、お父さ

ん、おばあちゃん、そろそろでないかということも

……。やはり、どのような事例があって 例えば

相手に御迷惑をかけてしまったニュースもよく見た

り、バックと間違えてコンビニに突っ込んでしまっ

た例も多々ありますよね。そういった事例も、本人

もですが、周りの人たちにしっかり情報を見てもら

って、そうした危険性を家族や親戚、近所みんなで

注意し合っていける環境があればいいと思うため、

是非とも情報発信の強化の中でも行えること、ＳＮ

Ｓの対策は取組がしやすいと思うので、是非とも発

信強化してもらいたいと思いますが、最後にそこを

頂ければ。

交通部長

これまで実施してきた紙媒体での情報発信のほか

に、県警交通部でもＸ（旧ツイッター）などの公式

アカウントを持っているため、そちらや街を歩いて

いると時々目につくデジタルサイネージ、ここにも

協力を頂いて、私どもから発信したい情報を流して

いただける制度が運用中であります。こうした、あ

りとあらゆるものを活用しながら、広く情報発信し

ていきたいと考えております。

小原正晃委員（分科員）

では最後、信号機のことです。この間、テレビで

見たのは、オランダなどの外国では、信号機の歩行

者マークにミッフィーのマークが付いていて、非常

に観光事例になっていることがありました。日本で

は法律の縛りがあって、なかなかそういったものが

できないといの話を聞きましたが、石巻のマンガロ

ードの例を見れば、信号機そのものではなく、信号

機周辺のいろいろな装飾、看板設置で、まちづくり

に非常にいい影響を与えている例があると思ってい

ます。こうしたことの県内の取組や、柔軟性の考え

方、市町村や他部局との連携、観光振興などのお考

えを、少しお聞きしたいと思います。

交通部長

まず、信号機については公安委員会が設置するも

ので、標識も、ある程度の規制標識や指示標識

ある程度、禁止ですとか、そういったものを定めた

標識については、公安委員会の事務となります。こ

の公安委員会が設置すべき信号機、標識については、

道路交通法施行規則などでその形状、基準等が事細

かく定められているため、それを公安委員会が所管

するものとして、例えばいろいろなキャラクターを

織り交ぜたものを設置することは困難と考えられま

す。
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一方で、石巻の事例が出ておりましたが、これは

任意団体や市町村が設置する案内標識等の類いかと

考えられます。こちらについては、県や市の屋外広

告物関係の条例などの縛りがあるとは思いますが、

そういったもので、ある程度、自由なものを 限

度はありますが、設置していると承知しております。

当県においても、こうしたものをどこかで実現す

るとなれば、公安委員会のものを除いて、どこか特

別なエリアを設置して、そこに何かユニークなもの

を付けるとなれば、当然、屋外広告物条例を所管し

ている知事部局などとの連携が必要と考えておりま

す。

小原正晃委員（分科員）

では、秋田県でも様々な自治体や、県でも何か取

組を進めていきたい場合、公安委員会の厳しい規則

のあるところではなく、条例等で看板の設置だった

り、そこで考えられる事案だとすれば、柔軟な対応

ができるとの理解でよろしいでしょうか。

交通部長

ある程度、幅は持たせられると思いますが、私ど

もの関連で言いますと、屋外広告物条例 県の所

管と申し上げましたが、その中にも、信号機または

道路標識等に類似し、またはこれらの行為を妨げる

ものは設置してはならないとか、道路交通の安全を

阻害するおそれのあるものは駄目だという、私ども

に若干関係することもあるため、無制限に自由にと

はなりにくいかと考えられますが、そこは相談して

個別に判断していく形になるかと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、警察本部関係の所管事項に関する質疑を

終了します。

本日はこれをもって散会し、１２月８日月曜日、

予算特別委員会終了後に分科会を開き、追加提案分

の補正予算関係の議案に関する審査を行います。

なお、付託議案等がない場合は、開催せず、１２

月１８日木曜日、予算特別委員会終了後に委員会を

開き、付託議案について討論・採決を行います。

散会します。

午前１１時４１分 散会
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令和７年１２月８日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第２６９号

令和７年度秋田県一般会計補正予算（第６号）

（教育委員会の関係部門） （趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 瓜 生 望

副委員長（副会長） 高 橋 健

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 武 浩

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 渡 部 英 治

委 員（分科員） 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事調査課 山 崎 友 寛

議会事務局議事調査課 小田嶋 研 斗

教育庁総務課 山 﨑 裕 介

警察本部警務部総務課 雪 松 亮

会 議 の 概 要

午前１０時３４分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 瓜 生 望

副委員長（副会長） 高 橋 健

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 武 浩

委 員（分科員） 島 田 薫

委 員（分科員） 渡 部 英 治

委 員（分科員） 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 鈴 木 雄 輝

教育次長 久 慈 隆 正

総務課長 高 橋 公 康

総務課施設整備室長 佐 藤 政 彦

教職員給与課長 伊岡森 亨

幼保推進課長 加 藤 千 晶

義務教育課長 伊 藤 悟

高校教育課長 古 屋 桃 香

高校教育課全国高等学校総合文化祭推

進室長 勝 又 貞 臣

特別支援教育課長 小 山 高 志

生涯学習課長 内 田 鉄 嗣

生涯学習課文化財保護室長

五十嵐 一 治

保健体育課長 野 中 仁 史

福利課長 冨士盛 亜 紀

委員長（会長）

ただいまから、本日の分科会を開きます。

初めに、本日追加提案された、教育委員会関係の

議案に関する審査を行います。

分科会において、議案第２６９号のうち、教育委

員会に関係する部門について審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

総務課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

幼保推進課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

高校教育課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は、一括して行います。

島田薫委員（分科員）

保育所等物価高騰対策は、光熱費に関してはどの

ようにされているでしょうか。

幼保推進課長

光熱費は、消費者物価指数の令和３年度物価高騰

前から今までの上昇率を見たときに１６％程度であ

るのに対して、毎年改定される公定価格を見ますと、

令和３年度から令和７年度にかけては１５.７％程度

上昇しており、この公定価格の上昇分で価格高騰分

をカバーしているとの認識です。さらに、今の国の

補正予算案で、物価高騰対策分として保育所等に対

し１か所当たり１０万円を支給する案が出ており、

こうしたものも保育所等の支援になると思っており

ます。

島田薫委員（分科員）

そうしますと、今回の補正予算では、そこは特に

改めて項目を立てずにカバーできるとの考えでよろ

しいのですね。

幼保推進課長

そのとおりです。

島田薫委員（分科員）

私立学校は、昨年はどのような対応だったのでし

ょうか。

総務課長

令和７年２月議会において、令和６年度分を、同

様の補正で行っております。

島田薫委員（分科員）

それに比べて今回は、増額されているなどはある

でしょうか。
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総務課長

令和６年度の際は、令和３年度をベースに、その

増加分、高騰分を予算措置しております。今回は、

令和６年度をベースに令和７年度分を補正しており、

その分、少額となっております。

島田薫委員（分科員）

今回、そうした算定方法で、しっかりとその増額

分は補填されると考えてよろしいのですね。

総務課長

そのとおりです。

髙橋武浩委員（分科員）

保育所等の物価高騰対策事業についてお伺いしま

す。参考の部分に、副食費相当額あるいは令和３年

度基準とありますが、この根拠についてお伺いしま

す。年々物価が上昇して、現場との価格というか、

乖離が生じてこれまで来たと思いますが、基準連動

を更新しなかった理由、また、令和３年度の基準で

良いとした根拠などをお知らせいただければと思い

ます。

幼保推進課長

令和３年度を基準としているのは、物価高騰前の

ものであり、令和４年度からこのように国から物価

高騰に利用できる交付金が交付されるようになった

ため、当課としても令和４年度から、毎年度、補正

予算を利用しながら副食費の助成を行っています。

物価高騰前の消費者物価指数で食料の部分、秋田

市で見ますと、令和３年の平均が１００.７とあり、

そこを１００と見て、毎年そこからどれくらい上が

っているかを見て単価を……。物価上昇率を見なが

ら単価は設定してきております。

髙橋武浩委員（分科員）

この後の話になりますが、今後もこのような算出

方法で行う予定でしょうか。

幼保推進課長

毎年こうした形で積算してきているため、今後も

このような形で、国の公定価格の値上がりがどうな

るかも見ながら検討してまいりたいと思います。

髙橋武浩委員（分科員）

価格上昇率２５％とありますが、これは何か統計

に基づいたのか、その算出方法を教えてください。

幼保推進課長

こちらは、総務省統計局の消費者物価指数から出

したものです。

髙橋武浩委員（分科員）

県立学校の給食費支援事業は、現時点での値上げ

分を補填する形になると思いますが、その値上げ相

当額に収まらない場合が生じたときは、今後は追加

して支援や再算定するか、そうしたものも検討はさ

れていますか。

高校教育課長

現在は、実際に値上げした分を今回は見るところ

で、また、この先の少し値上げ分が大きくなるよう

なところも今回、措置しているものにはなりますが、

仮に少しまた価格が動くようなことがあれば、追加

の支援もあり得ると考えております。

髙橋武浩委員（分科員）

今回、値上げ分を補填しますが、それぞれの学校

というか、現場においては、品目や量、質の内容が

出てきますが、それはどのように維持するというか、

何をもって担保するのか、その辺をお知らせいただ

ければ。

特別支援教育課長

特別支援学校関係を例に挙げますと、５校のうち

１校は業者委託で作っております。ほかの４校は、

比内支援かづの校は鹿角市の給食センター、たかの

す校は北秋田市、横手は横手清陵学院の委託してい

るものを一緒に分けてもらっています。それぞれの

学校の栄養教諭が作ったメニューによって担保され

ており、ばらつきはありますが、その学校、学校で

対応しています。

髙橋武浩委員（分科員）

いろいろ物価高騰して、大変だと思いますが、そ

の辺、給食の質だけはしっかり確保するようにお願

いします。

小原正晃委員（分科員）

今回の議案関係の前に教えていただきたいのが、

国の補正予算で、今回は物価高対策とツキノワグマ

被害防止対策で計上したとのことですが、この間の

委員会等でクマの教育庁関係 高校、県立学校の

木、国の予算で入れるところ、入れてもらいたいと

話をしたと思います。今回、こうした物価高対策だ

けが議案に出てきたと思いますが、そうしたクマ対

策は次の２月補正に入るのか、どのように進めてい

くつもりなのか。なるべく県費を出さないで国費で

行うべきだと思っていて、何でこうしたところに入

っていないのか、このタイミングで入っていないの

か教えていただきたいと思います。２月で行うので

あればいいですが。

総務課施設整備室長

今、国の補正予算の各都道府県への配分状況がま

だ読めず、今後、２月に向けて対応が可能であれば、

そこでまた検討しますが、今回はまだ状況が見えな

いため、予算には盛れていない状況です。

小原正晃委員（分科員）

まずは、皆さんも共通認識だと思いますが、出せ

るところは出して、上げるものは上げて、県費をな

るべく使わない、一般財源を使わない方向で、なる

べく国から……。我々も困っていることをしっかり

出していかないと、国からもらうこともできないと

思うので、県の優先順位等もいろいろあるとは思い
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ますが、すぐ出せるものだったらまとめているはず

ですよね。秋田高校と五城目高校の木は実施しまし

たが、ほかの城南高校や、今度待っているところも

多々あると思うので、こうした議案 国の補正予

算が掛かってきたら、すぐ対応できるようにこれか

らもしていただきたいと思うし、子供の安全、生命、

財産を守っていくことが何よりも優先順位の高いも

のではないかと思いますが、そこはいかがですか、

教育長。

教育長

優先順位はもっともそのとおりだと、我々も思い

ます。今回の予算、先ほど室長が言ったとおり、我

々もこの予算でどのような対応をできるかと ク

マの話も出ましたが、次で、まず間に合うと言えば

変ですが、今回いろいろ対応してきているため、そ

のような形になったのは記憶しています。優先とい

うか、緊急であれば当然、行いますが、今のところ

で行ってきたものと、次で大丈夫だろうとの判断だ

ったと思っています。

小原正晃委員（分科員）

今、例えばクマも テレビ等で見ていて皆さん

思うと思いますが、冬眠しなくなったクマが多くな

ってきているとの話で、しかも柿の木などはまだ伐

採されてなく、あちこちにたくさん実っているとこ

ろ、県内でも見ますよね。私は、そうした点ではす

ごく心配しています。２月の補正で間に合うという

ことでなく、冬眠しなくなったクマもいて、取り組

めることは緊急に取り組んでもらいたいと思います。

国でこのような補正をいつ出してくるか、どのくら

いか、読めないのは読めないですが、いつでもなる

べく一般財源を使わないように、国に応募できる体

制を整えて、こうしたときには県の財政でも優先順

位を上げてもらいたいと思いますし、国に、足りな

いのであれば意見をしっかり物申して、そのくらい

の予算は 秋田県、今、緊急だから、経済対策プ

ラスこうしたところも欲しいと、是非とも、県から

上げてもらう体制を常に取ってほしいと思いますが、

そこはどうでしょうか。

教育長

我々も当然、緊急で今すぐとの部分に関しては、

やはり同じ思いでいますし、生活安全部や財政当局

とも相談しながら、必要であれば、どんどん行って

いこうと思っていますので、よろしくお願いします。

渡部英治委員（分科員）

総務課長に一点、確認の意味で。私立学校運営費

補助金、先ほどの答弁で、令和７年２月議会で同様

の支援を行っているとのことですが、２月というと、

この対象期間が恐らく違っているかと思いますが、

今回、１月から１２月の対象期間になっていますよ

ね。この算定で、令和７年の光熱費の比較をしてい

るとのことですが、これ、２月なので恐らく対象は

３月までになっているのか分かりませんが、今の状

況を見ると、見込みを見るとすれば３月まで 保

育所と同じように、この対象期間を３月までとする

考え方はなかったのか、確認したいのですが。

総務課長

この補正は継続して行ってきており、令和４年度

に初めて行っております。令和４年の１２月補正で、

対象期間を令和４年１月から１２月までとしたもの

が、初めであります。その後、令和５年度も６月補

正で、対象期間を令和５年度の１月から１２月、今

年の２月補正で、令和６年度分を１月から１２月ま

でと補正しております。その流れで今回、１月から

１２月の対象期間としております。

渡部英治委員（分科員）

大変細かい質問になりますが、この算出方法

電気、ガス、灯油、これは国も直接、事業所に対す

る補助をしながら、電気料金でもガス料金でも、対

応しておりますが、その辺との算定の兼ね合いはど

うなりますか。

総務課長

すみません、直接と言われますと……。

渡部英治委員（分科員）

ちょっと休憩してください。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１０時５９分 休憩

午前１１時００分 再開

委員長（会長）

再開します。

総務課長

国から事業者に直接補助されている分は、この補

正には含まれておりません。

渡部英治委員（分科員）

電気、ガス、灯油、それぞれ生活、あるいは学校

の運営にも密着していますが、これは、それぞれ算

定していますよね。比較するわけではないですが、

どの部分が多いとか何かは分かりますか、値上がり

の部分など。全部で５２３万７,０００円の補助にな

っていますが、それぞれの額は分かりますか。参考

までに。

総務課長

電気の部分が約３３０万円、ガスの部分が２０万

円程度、灯油等の部分が１６０万円程度で、合計し

て５２３万７,０００円となっております。

渡部英治委員（分科員）

なぜ細かいところまで聞いたかというと、特に季
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節に応じて冷房、暖房、いろいろな要望あるときに、

やはり電気料金の問題は必ず出てきます。これは相

当、やはり料金の問題と設備投資の問題は加味され

る。これは施設整備室長になると思いますが、そう

したことは相当、神経を費やしながら動向を見てい

ると思いますが、いろいろな設備の関係で、効率の

いいものは出てきています、空調設備でも何でも。

その辺も工夫しながら、是非、いろいろな要望のあ

る空調設備については、少しいろいろな意味で検討

してほしいなと、これは要望も含めた質問になりま

すが。

総務課施設整備室長

御意見をお伺いしながら、確かに、近年性能が上

がってきていることもありますが、当然、それらに

はそれなりの経費が掛かるため、費用対効果を見な

がら今後も研究してまいります。

小原正晃委員（分科員）

先ほどのクマの件に付け加えてです。議案の前の

段階で、今回の補正予算、他部局では様々、ツキノ

ワグマ被害防止対策が入っているため、入れてほし

かったと先ほど話しました。今後、２月補正や、当

初にも出てくるとは思いますが、市町村とも、しっ

かり県立学校や敷地プラス通学の部分は、やはり県

でしっかり行ってほしいのと、市町村の小中学校、

保育園のそばでもですが、子供たちの安全を守って

いく観点でも 県の役割もあるでしょうが、市町

村ともしっかり話し合って、そういったところが本

当に安全にできるかどうか……。 今の国での補正

で、市町村も独自にそうしたクマ対策や安全対策を

していると思いますが、多分足りないところもある

し、２月や当初など、いろいろなところで関わって

きて行うことになっていくと思います。ただ、全体

的な県の役割とすれば、子供、生徒、児童、いろん

なところを守れるかの観点から、やはりチェックを

二重にしてほしいです。市町村とも連携して、保育

園、小学校、中学校、高校、支援学校も、そうした

周辺の安全対策がちゃんとできているか。木を伐採

しないとできないところがあれば、やはりそれは国

に、市町村とも連携しながら要望して、なるべく県

費や市町村の費用を使わないで国で対策してもらう

形で、総合的に行ってもらいたいと思いますが、そ

こについては……。議案ではないですが、議案に係

ることで質問したいのです。どなたに聞けばいいで

すか。

保健体育課長

県立学校はもちろん、市町村の対策も保健体育課

で聞き取りしており、要望の吸い上げも行っており

ます それが全部かなえられているわけではない

ですが、敷地以外の柿の木や、そうした対策をする

ための各市町村でのクマ対策本部といいますか、担

当部署 例えば大仙市だとここですという辺りも

広く周知して、市町村の場合はそこに連絡してくだ

さいということも各学校には連絡しております。

小原正晃委員（分科員）

まず、繰り返しになりますが、子供たちの生命、

安全、しっかり守っていけるような……。市町村で

はやり切れないことを、広域行政である県が見る役

割も大きいと思いますし、県有施設だけでなく、秋

田にいる子供たちの安全をしっかり守る観点で、こ

の取組を二重、三重に強化してもらいたいと強く要

望して、まず終わります。

鶴田有司委員（分科員）

保育所等の物価高騰対策は、今はもう全国的なも

のですから、物価高騰は。確認ですが、地域差は少

しあると思いますが、この上昇率は一律になってい

るのですか。

幼保推進課長

消費者物価指数の上昇率は、秋田市 秋田県の

場合は中核市である秋田市を基準に見ており、全国

との比較はしていませんが、毎回このような形で秋

田市を基準にしております。

鶴田有司委員（分科員）

取りあえず来年の３月までという……。その後は

２月の新年度予算で、また新たに対応すると思いま

すが、場合によっては、上昇率も変わることもあり

得ますか、その時点で。

幼保推進課長

今回の単価設定に当たり、消費者物価指数は今、

直近で令和７年１月から９月までの毎月の平均を見

て２５％上昇していると見ています。国で副食費相

当額の公定価格は現在４,９００円となっていますが、

こちらも国で価格高騰の状況を見ながら毎年見直し

をしていくと思いますので、その公定価格と 来

年度、もし行うとすれば、そのときの物価上昇率を

見ながら検討することになると考えております。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、本日追加提案された、教育委員会関係の

議案に関する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、１２月１８日木曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、付託案件に

ついて、討論・採決を行います。

散会します。

午前１１時９分 散会



- 50 -

令和７年１２月１８日（木曜日）

本日の会議案件

１ 議案第２２２号

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 議案第２２３号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例等の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

３ 議案第２２４号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

４ 議案第２６６号

工事請負変更契約の締結について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

５ 議案第２６７号

調停の申立て及び訴えの提起について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

６ 議案第２６８号

物損事故に係る和解について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

７ 請願第１７号

ゆたかな学びの実現及び教職員定数改善並びに

義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、

２０２６年度政府予算に係る意見書採択について

（継続審査とすべきもの）

８ 所管事項調査の継続 （継続決定）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 瓜 生 望

副委員長 高 橋 健

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 島 田 薫

委 員 渡 部 英 治

委 員 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事調査課 山 崎 友 寛

議会事務局議事調査課 小田嶋 研 斗

教育庁総務課 山 﨑 裕 介

警察本部警務部総務課 雪 松 亮

会 議 の 概 要

午後３時３１分 開議

出席委員

委 員 長 瓜 生 望

副委員長 高 橋 健

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 島 田 薫

委 員 渡 部 英 治

委 員 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 鈴 木 雄 輝

教育次長 久 慈 隆 正

総務課長 高 橋 公 康

警察本部長 小 林 稔

警務部長 北 條 隆

警務部総務課長 淡 路 大 臣

警務部参事官（兼）会計課長

鈴 木 昇

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

付託案件に関する質疑は終局したものと認めます。

付託案件について、討論・採決を行います。

議案第２２２号から議案第２２４号まで、及び、

議案第２６６号から議案第２６８号まで、以上６件

を一括議題とします。

討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。

議案第２２２号ほか５件は、原案のとおり可決す

べきものと決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

議案第２２２号ほか５件は、原案のとおり可決す

べきものと決定されました。

次に、請願の取扱いについて決定します。

請願第１７号「ゆたかな学びの実現及び教職員定

数改善並びに義務教育費国庫負担割合引き上げをは

かるための、２０２６年度政府予算に係る意見書採

択について」を議題とします。

本請願の取扱いは、どのようにしますか。

【「継続審査」と呼ぶ者あり】

【「採択」と呼ぶ者あり】

委員長
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継続審査とする意見と、採決すべきとの意見があ

りますので、まず継続審査とすることについて、討

論を行います。

高橋健委員

引き続き、継続審査を求める意見であります。

まず、この請願書を拝見しますと、国の政策によ

る義務教育費国庫負担の割合が３分の１になったこ

とが教育現場での様々な問題につながると感じます

が、もともと政府による国と地方の財政関係を見直

す三位一体の改革として実施され、この理念に基づ

いて現在の３分の１が維持されているものと理解し

ております。

その一方で、２０２５年６月に可決、成立されま

した改正給特法によって、教職調整額が今後、段階

的に引き上げられることとなり、国だけでなく、都

道府県における財政負担が増大することが考えられ

るため、この負担割合の動向を注視することが必要

であると考えます。

以上のことから、継続審査として、引き続き国の

状況を見ながら、本県の状況についても都度確認し

ていくべきものと考えております。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、終局したものと認めます。

採決します。

請願第１７号は、継続審査とすることに賛成の方

は挙手願います。

【賛成者挙手】

委員長

賛成多数であります。

よって、請願第１７号は、継続審査とすることに

決定されました。

この旨、議長に申し出ることとします。

次に、所管事項の調査継続について お諮りします。

所管事項について、閉会中においても調査を継続

することに御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、所管事項については、閉会中においても

調査を継続することに決定されました。

この旨、議長に申し出ることとします。

以上をもちまして、本委員会に付託された案件の

審査は、全て終了しました。

本日の委員会を終了します。

閉会します。

午後３時３５分 閉会


